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Ⅴ-1-1-4-8-1-21 設定根拠に関する説明書 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料設備 主配管（常設）） 
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1. 概要 

本説明書は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料設備 主配管（常設）における記載事項の

設定根拠について示すものである。 
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2. 主配管 

名   称 軽油貯蔵タンク～高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料油デイタンク 

最高使用圧力 MPa -0.10/１.00 

最高使用温度 ℃ 55 

外    径 mm 48.6/42.7 

【設 定 根 拠】 

本主配管は，設計基準事故時に，軽油貯蔵タンクの軽油を高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料油デイタンクに移送するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１及びＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ，外径

の設定根拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３及びＤ４として下記に示す。 

 

 (1) 最高使用圧力の設定根拠 

   Ｐ１：-0.10/1.00MPa 

初期における配管への軽油の張込のため真空ポンプを接続する場合を考慮し，負圧側

は真空までとする。 

同様に，軽油を仮設ポンプで圧入する場合を考慮し，加圧側はＰ２と同じ 1.00MPa と

する。 

 

   Ｐ２：1.00 MPa 

以下のように設計する。 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプの内蔵安全弁の全開圧力 

                      ‥‥0.7 MPa 

   ② 位置油頭    ‥‥0.285MPa 

     軽油タンクの液位最高レベル（E.L.＋7500） 

－立抗下部の配管最低レベル（E.L.－25130） 

＝32630mm 

＝32.63m 

P＝ρgh 

  ＝（ρ・g・h）／106 

  P ：位置油頭（MPa） 

  ρ ：密度（kg／m3）   ＝9000 

  g ：重力加速度（m／s2）  ＝9.80665 

  h ：位置油頭（m）                 ＝32.63 

 

P＝（900×9.80665×32.63）／106＝0.2851 

≒0.285MPa 
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③ ①，②の合計              ＝0.985MPa 

上記から，0.985MPa を上回る最高使用圧力とし，1.00MPa とする。 

 

 (2) 最高使用温度の設定根拠 

   Ｔ：66 ℃ 

常温の範囲内として 55 ℃とする。 

 

 (3) 外径の設定根拠 

   高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 主配管の外径（呼び径）Ｄ１，Ｄ２及びＤ３の選

定においては，配管内流速を一般液体（粘度小）における標準流速より低く抑えるよう，

選定している。 

 項 目

 

根 拠 

外 径 

（mm） 

厚 さ

（mm）

呼び径 

（A） 

流路面積 

（m2） 

流 量 

（m3／h） 

流 速 

（m／s）

基 準 

流 速 

（m／s）

 Ｄ１ 42.7 4.9 32 0.000850 2 0.7 ～2 

 Ｄ２ 48.6 5.1 40 0.001158 2 0.5 ～2 

 Ｄ３ 42.7 4.9 32 0.000850 1.8 0.6 ～2 

 Ｄ４ 48.6 5.1 40 0.001158 1.8 0.4 ～2 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-27 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置内燃機関） 
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名 称 常設代替高圧電源装置内燃機関 

機 関 個 数 － 6 

過 給 機 個 数 － 24（機関 1台当たり 4） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する常設代替高圧電源装置内燃機関は，以下の機能を有する。 

常設代替高圧電源装置内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保する常設代替高圧電源装置の発電機を駆動するために設置する。 

常設代替高圧電源装置内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置に接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ

電力を供給する常設代替高圧電源装置の発電機を駆動できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠  

 1.1 機関 

常設代替高圧電源装置内燃機関は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の発

電機を駆動するために 1個の機関が必要であるため，機関の個数は常設代替高圧電源装置の

保有数と同じ 6とする。 

 

 1.2 過給機 

常設代替高圧電源装置内燃機関の過給機は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源

装置の発電機を駆動する機関に必要な個数である機関 1台当たり 4 とし，合計 24 とする。
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Ⅴ-1-1-4-8-1-28 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ） 
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名 称 
常設代替高圧電源装置 

冷却水ポンプ 

容 量 L/min/個 1650／1500 

個 数 － 6（機関 1台当たり 1） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，以下の機能を有する。 

常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止するために必要な電力を確保する常設代替高圧電源装置を冷却するために設置

する。 

常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流電源喪

失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで電力を供給する常設代替高

圧電源装置を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

常設代替高圧電源装置冷却水ポンプの容量は，ディーゼル機関メーカーによる開発段階で，

1650 L/min 又は 1500 L/min の冷却水容量であれば，ディーゼル機関高温部の冷却に十分な容

量であり，性能上問題ないことを確認している。 

以上より，常設代替高圧電源装置冷却水ポンプの容量は 1650 L/min/個又は 1500 L/min/個

とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，重大事故等対処設備としてディーゼル機関高温部へ

の冷却水を確保するために必要な個数である機関 1 台当たり 1 とし，合計 6 とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-29 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク） 
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名 称 
常設代替高圧電源装置 

燃料油サービスタンク 

容 量 L/個 890 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 50 

個 数 － 6（機関 1台当たり 1） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，以下の機能を有す

る。 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

るために必要な電力を確保するために設置する。 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交

流動力電源喪失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで電力を供給す

る常設代替高圧電源装置の燃料を貯蔵できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクの容量は，一般的な用途における燃料補給を考

慮し，メーカが設定した 890 L/個とする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクの最高使用圧力は，大気開放タンクであること

から，0 MPa とする。 

以上より，燃料油サービスタンクの最高使用圧力は，静水頭とする。 
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3. 最高使用温度の設定根拠 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクを重大事故時に使用する場合の温度は，大気開

放タンクであり，温度設計条件が屋外と同様である遮断器盤コンテナ内に設置することから，

外気の温度＊を上回る 50 ℃とする。 

 

注記 ＊：外気の温度は，原子炉設置許可変更許可申請書添付資料六に示す東海第二発電所

における日最高気温である 7 月の 38.4 ℃（水戸地方気象台 38.4 ℃（7 月），銚

子地方気象台 35.3 ℃（8月），小名浜特別地域気象観測所 37.7 ℃（8 月））とす

る。 

 

4. 個数の設定根拠 

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，重大事故等対処設備として常設代替高圧電

源装置の機関を駆動する燃料を貯蔵するために必要な個数である機関 1 台当たり 1 とし，合計

6 とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-30 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ）
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1. 概要 

本説明書は，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプにおける記載事項の設定根拠について示すもの

である。 
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2. ポンプ 

名   称 常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプ 

容 量 m3／h／個 3.02 以上（3） 

揚 程 MPa 0.285 以上（0.30） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.00 

最 高 使 用 温 度 ℃ 55 

原 動 機 出 力 kW／個 2.2 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

本ポンプは，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンクの軽油を常設代替高圧電源装置のサー

ビスタンクに移送するために設置する。  

 

 (1) 容量の設定根拠 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの容量（公称値）は，重大事故等対処時に，常

設代替高圧電源装置 5 基（全 6 基，1 基予備）を定格で運転するに必要な容量 0.42 m3／h

（設計確認値）×5に，余裕 0.2 及び均一に分散する場合の裕度 0.2 を考慮する。 

0.42 m3／h × 5 ×（1+0.2）×（1+0.2）＝3.02 m3／h 

以上より，3.02 m3／h に近い切りの良い容量とし，3 m3／h／個とする。 

 

 (2) 揚程の設定根拠 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの容量（公称値）に対する揚程（公称値）は，

以下のように設計する。 

   ① 配管・機器圧力損失   ‥‥0.168 MPa 

   ② 位置油頭    ‥‥0.117 MPa 

     移送配管最高レベル（T.P.＋16550） 

－軽油貯蔵タンク液位最低レベル（T.P.＋3250） 

＝13300mm 

＝13.30m 

P＝ρgh 

  ＝（ρ・g・h）／106 

  P ：位置油頭（MPa） 

  ρ ：密度（kg／m3）   ＝900 

  g ：重力加速度（m／s2）  ＝9.80665 

  h ：位置油頭（m）                 ＝13.30 
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P＝（900×9.80665×13.30）／106＝0.1174 

≒0.117 MPa 

 

③ ①，②の合計              ＝0.285 MPa 

上記から，必要容量（設計確認値）における揚程 0.285MPa を上回る揚程とし，0.30MPa

とする。 

 

 (3) 最高使用圧力の設定根拠 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの最高使用圧力は，内蔵安全弁の動作圧力が

1.00MPa であることから，1.00MPa とする。 

 

 (4) 最高使用温度の設定根拠 

   常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの最高使用温度は，常温の範囲内として 55 ℃と

する。 

 

 (5) 原動機出力の設定根拠 

   常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプに必要な動力は，下記の式より 2.2 kW となる。

     Pw＝10-3 ρgQH 

        Pw 
     η＝――・100 
        P 

  （引用文献：日本工業規格 JIS B 0131（2013）「ターボポンプ用語」） 

       10-3・ρ・g・Q・H 
     P＝ 
          η／100 
 

      P ：軸動力（kW） 

      Pw ：水動力（kW） 

      ρ ：密度（kg／m3）   ＝900 

      g ：重力加速度（m／s2）  ＝9.80665 

      Q ：容量（m3／s）   ＝3／3600 

      H ：揚程（m）      ＝0.285×106／(900×9.80665) 

                                                ＝32.3 

      η ：ポンプ効率（%）（設計計画値） ＝42 

 

       10-3×900×9.80665×（3/3600）×32.3 
     P＝―――――――――――――――――――――― ＝0.565 kW 
               42／100 

      ≒0.57 kW 
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   上記から，常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出

力とし，2.2 kW とする。 

 

 (6) 個数の設定根拠 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの個数は，常設代替高圧電源装置 5 基（全 6

基，1 基予備）を定格で運転するに必要な流量を確保できるものを 2 系列設置するため，2

とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-31 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置燃料設備 主配管（常設）） 
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1. 概要 

本説明書は，常設代替高圧電源装置燃料設備 主配管（常設）における記載事項の設定根拠につい

て示すものである。 
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2. 主配管 

名   称 軽油貯蔵タンク～常設代替高圧電源装置燃

料油サービスタンク 

最高使用圧力 MPa -0.10/１.00 

最高使用温度 ℃ 55 

外    径 mm 89.1/60.5/48.6 

【設 定 根 拠】 

本主配管は，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンクの軽油を常設代替高圧電源装置燃料油

サービスタンクに移送するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１及びＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ，外径

の設定根拠をＤ１，Ｄ２及びＤ３として下記に示す。 

 

 (1) 最高使用圧力の設定根拠 

   Ｐ１：-0.10/1.00MPa 

初期における配管への軽油の張込のため真空ポンプを接続する場合を考慮し，負圧側

は真空までとする。 

同様に，軽油を仮設ポンプで圧入する場合を考慮し，加圧側はＰ２と同じ 1.00MPa と

する。 

 

   Ｐ２：1.00 MPa 

常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの内蔵安全弁の全開圧力が 1.00MPa であるこ

とから，1.00MPa とする。 

 

 (2) 最高使用温度の設定根拠 

   Ｔ：55 ℃ 

常温の範囲内として 55 ℃とする。 

 

 (3) 外径の設定根拠 

   常設代替高圧電源装置 主配管の外径（呼び径）Ｄ１，Ｄ２及びＤ３の選定においては，

配管内流速を一般液体（粘度小）における標準流速より低く抑えるよう，選定している。 

 項 目

 

根 拠 

外 径 

（mm） 

厚 さ

（mm）

呼び径 

（A） 

流路面積 

（m2） 

流 量 

（m3／h） 

流 速 

（m／s）

基 準 

流 速 

（m／s）

 Ｄ１ 48.6 5.1 40 0.001158 3 0.7 ～2 

 Ｄ２ 60.5 3.9 50 0.002181 3 0.4 ～2 

 Ｄ３ 89.1 5.5 80 0.004791 3 0.2 ～2 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-32 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置） 
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名 称 常設代替高圧電源装置 

容 量 kVA/個 1725 

個 数 － 6 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する常設代替高圧電源装置は，以下の機能を有する。 

常設代替高圧電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために設置する。 

常設代替高圧電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置に接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供

給できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠  

常設代替高圧電源装置の容量に関しては，資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に

関する説明書」にて説明する。 

 

2. 個数の設定根拠  

常設代替高圧電源装置は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために

必要な電力の確保に必要な個数である 5，並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として 1の合計 6 とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-33 設定根拠に関する説明書 

（常設代替高圧電源装置励磁装置） 
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名 称 
常設代替高圧電源装置 

励磁装置 

容 量 VA/個 1040／9650 

個 数 － 6（機関 1台当たり 1） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する常設代替高圧電源装置励磁装置は，以下の機能を有する。 

常設代替高圧電源装置励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために設置する。 

常設代替高圧電源装置励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続することで電力を供給する常設代替高

圧電源装置を励磁できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠  

常設代替高圧電源装置励磁装置の容量は，発電機メーカによる開発段階で，1040 VA 又は 9650

VA の容量であれば，発電機の励磁に十分な容量であり，性能上問題ないことを確認している。

以上より，励磁装置の容量は 1040 VA/個又は 9650 VA/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠  

 常設代替高圧電源装置励磁装置は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の発 

電機を励磁するために必要な個数である発電機 1台当たり 1とし，合計 6とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-36 設定根拠に関する説明書 

（緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク） 
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名称 緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク 

個      数 － 2 

容      量  /個 650 以上 

最高使用圧力 MPa 大気圧 

最高使用温度 ℃ 45 

【設 定 根 拠】 

   緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクは、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タ

ンクより供給された燃料を貯蔵するとともに、緊急時対策所用発電機内燃機関の連続運

転に必要な燃料を供給するために設置する。 

   緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクは、緊急時対策所用発電機内燃機関に 1

個とし、合計 2個設置する。 

   なお、緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの容量は、消防法に記載されてい

る危険物指定数量に対して、少量危険物の範囲内となる容量としている。 

 

1. 容 量 

   危険物指定数量のうち、軽油は 1,000 である。そのため、タンク内容量は 825.2 と

した。 

   このうち、空間比 8.9%に相当する 73.8 は空間量、101.4 はタンク出口管以下の死油

量となるため、有効保有量は、825.2-（73.8+101.4）＝650 

   以上より、緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの容量は 650 /個 以上とした。

 

2. 最高使用圧力 

   緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの最高使用圧力は、大気開放タンクであ

ることから、大気圧とする。 

 

3. 最高使用温度 

   緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクの最高使用温度は、設置場所である発電

機室の最高温度と同じ 45℃とする。  
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Ⅴ-1-1-4-8-1-37 設定根拠に関する説明書 

（緊急時対策所用発電機給油ポンプ） 
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名称 緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

容 量 m3/h/個 1.3 以上 

吐 出 圧 力 MPa 0.3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.5 

最 高 使 用 温 度 ℃ 45 

原 動 機 出 力 kW/個 1.5 

【設定根拠】 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，重大事故等時に緊急時対策所用発電機燃料油

貯蔵タンクから緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクまで燃料を移送するた 

めに設置する。緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所用発電機燃料油 

サービスタンクに 1個とし，合計 2個設置する。 

 

1. 容量 

緊急時対策所用発電機給油ポンプの容量は，緊急時対策所用発電機内燃機関での燃 

料消費率（411 /h）以上の容量で，30 分程度で緊急時対策所用発電機燃料油サービ

スタンクを充てん可能な容量とする。 

/h＝1.3m
0.5

0.65
＝

H

V
　V＝

31
 

V  ：所要ポンプ容量（m3/h） 

V1   ：緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク容量（m3） ＝0.65 

H  ：連続運転時間（h）                  ＝30min＝0.5 

以上より，緊急時対策所用発電機給油ポンプの容量は， 燃料消費率及び 1.3 m3/h を

上回る容量として，1.3 m3/h 以上とする。 

 

2. 揚程 

緊急時対策所用発電機給油ポンプの揚程は，緊急時対策所用発電機給油ポンプから 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクに燃料を移送するときの静水頭，配管 

及び弁類圧損を基に設定する。 

取水源と移送先の圧力差   約     0m 

静水頭           約   11.3m 

機器圧損          約     0m 

配管及び弁類圧損      約    0.7m 

合計            約    12m 

                           （約 0.118MPa） 

以上より，緊急時対策所用発電機給油ポンプの揚程は約 0.118MPa を上回る 0.3MPa

とする。 
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3. 最高使用圧力 

緊急時対策所用発電機給油ポンプの最高使用圧力は，締め切り運転時の圧力である 

0.5MPa とする。 

 

4. 最高使用温度 

緊急時対策所用発電機給油ポンプの最高使用温度は，設置場所である発電機室の最高

温度と同じ 45℃とする。 

 

5. 原動機出力 

緊急時対策所用発電機給油ポンプの原動機出力は，流量 1.3m3/h 時の軸動力を基に設

定する。緊急時対策所用発電機給油ポンプの流量が 21.7 /min（＝1.3m3/h），全圧力が

0.35MPa，その時の同ポンプの必要軸動力は以下のとおり 0.3kW となる。 

 

η

Ｐ
60

Ｑ

　Ｌ＝  

 0.23 ＝
0.55

0.35
60

21.7

　＝ ≒0.3kW 

 

    Ｌ：必要軸動力（kW） 

    Ｑ：ポンプ流量（ /min） ＝21.7 

    Ｐ：全圧力（MPa）    ＝0.35 

    η：ポンプ効率      ＝0.55 

 

以上より，緊急時対策所用発電機給油ポンプの原動機出力は，必要軸動力 0.3kW を上

回る 1.5kW/個とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-38 設定根拠に関する説明書 

      （緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク） 
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名   称 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

個    数 個 2 

容    量 k /個 75 

最高使用圧力 MPa 大気圧 

最高使用温度 ℃ 40 

【設定根拠】 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，緊急時対策所用発電機内燃機関の連続

運転に必要な燃料を貯蔵するとともに，緊急時対策所用発電機内燃機関に必要な燃料

を供給するために設置する。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，緊急時対策所用発電機内燃機関に 1

個とし，合計 2個設置する。 

 

１．容量 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの容量は，7 日間連続運転を含めた緊急時

対策所用発電機内燃機関の実負荷容量，12 ヶ月間のサーベイランス運転が可能な容

量とする。 

＝71.514k
1000

246669048
＝

1000

VV
　V＝

21
 

69048168＝411H＝Q　V 11  

246612
60

30
12＝411H＝Q　V 22  

V：タンク容量（k ） 

V1：連続運転必要容量（ ）       

V2：サーベイランス運転必要容量（ ）     

Q：定格燃料消費量（ /h）      ＝411 

H1：連続運転時間（h）         ＝168 

H2：サーベイランス運転時間（min）  ＝30 

 

以上より，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの容量は，71.514k を上回る容量

として，75k とする。 
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２．最高使用圧力 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの最高使用圧力は，大気開放タンクである

ことから大気圧とする。 

 

３．最高使用温度 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクの最高使用温度は，大気開放タンクであり

屋外設置の地下埋設タンクであることから外気の温度（注 1）を上回る 40℃とする。 

 

（注1） 外気の温度は，東海第二発電所における日最高気温である約 38.4℃（水戸地

方気象台 38.4℃）とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-39 設定根拠に関する説明書 

（緊急時対策所用発電機燃料設備 主配管（常設）） 
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名    称 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 

～ 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

最高使用圧力 MPa 0 0.5 

最高使用温度 ℃ 45 

外 径 mm 60.5 60.5 48.6 

【設 定 根 拠】 

本配管は、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクと緊急時対策所用発電機給油ポンプ

を接続する配管であり、重大事故等時に、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから緊

急時対策所用発電機内燃機関に燃料を送るための配管として設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は、緊急時対策所用発電機燃料油

貯蔵タンクが大気開放であるため、0MPa若しくは0MPaを上回る0.5MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は、緊急時対策所用発電機燃料油

貯蔵タンクの重大事故等時における最高使用温度40℃を上回る45℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は、先行PWRプラント実績に基づき定めた標準流速における流量が、当

該配管に要求される設計流量を上回るものとして決定する。 

なお、配管の外径は、日本工業規格の呼び径に対応する外径とする。緊急時対策所用

発電機の配管及び標準流速における流量の関係を第1表に示す。 
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3.1 外径 48.6mm 

本配管の流量は1.3m３/h (注1)であるため、第1表を基に呼び径1 1/2B以上の配管を

選定する。 

以上より、本主配管の外径は48.6mm（1 1/2B）とする。 

 

3.2 外径 60.5mm 

本配管の流量は1.3m３/h (注1)であるため、第1表を基に呼び径1 1/2B以上の配管を

選定する。 

以上より、本主配管の外径は60.5mm（2B）とする。 

（注1）緊急時対策所用発電機給油ポンプを用いて、燃料を緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクに補給する際の流量1.3m３/h 

 

第1表 緊急時対策所用発電機の配管外径及び標準流速における流量の関係 

呼び径 

 

 

(B) 

外径 

 

Ａ 

(mm) 

厚さ 

 

Ｂ 

(mm) 

内径 

 

Ｃ 

(mm) 

標準流速 

 

Ｄ 

(m/s) 

標準流速 (注2)

における流量

Ｅ 

(m３/h) 

1 1/2 48.6 3.7 41.2 1.0 4.8 

2 60.5 3.9 52.7 1.2 9.4 

（注2）標準流速における流量及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりである。

 

Ｃ＝Ａ－２Ｂ  

２

1,000

Ｃ

4

π
3,600Ｅ＝Ｄ  
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名    称 

緊急時対策所用発電機給油ポンプ 

～ 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク 

最高使用圧力 MPa 0 0.5 

最高使用温度 ℃ 45 

外 径 mm 48.6 

【設 定 根 拠】 

本配管は、緊急時対策所用発電機給油ポンプと緊急時対策所用発電機燃料油サービスタ

ンクを接続する配管であり、重大事故等時に、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクか

ら緊急時対策所用発電機内燃機関に燃料を送るための配管として設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は、緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクが大気開放であるため、0MPa若しくは0MPaを上回る0.5MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は、緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクの重大事故等時における最高使用温度と同じ45℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は、先行PWRプラント実績に基づき定めた標準流速における流量が、当

該配管に要求される設計流量を上回るものとして決定する。 

なお、配管の外径は、日本工業規格の呼び径に対応する外径とする。 

緊急時対策所用発電機の配管及び標準流速における流量の関係を第1表に示す。 
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3.1 外径 48.6mm 

本配管の流量は1.3m３/h (注1)であるため、第1表を基に呼び径1 1/2B以上の配管を

選定する。 

以上より、本主配管の外径は48.6mm（1 1/2B）とする。 

 

（注1）緊急時対策所用発電機給油ポンプを用いて、燃料を緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクに補給する際の流量1.3m３/h 

 

第1表 緊急時対策所用発電機の配管外径及び標準流速における流量の関係 

呼び径 

 

 

(B) 

外径 

 

Ａ 

(mm) 

厚さ 

 

Ｂ 

(mm) 

内径 

 

Ｃ 

(mm) 

標準流速 

 

Ｄ 

(m/s) 

標準流速 (注3)

における流量

Ｅ 

(m３/h) 

1 1/2 48.6 3.7 41.2 1.0 4.8 

（注2）標準流速における流量及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりである。

 

Ｃ＝Ａ－２Ｂ  

２

1,000
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3,600Ｅ＝Ｄ  
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名    称 

緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク 

～ 

緊急時対策所用発電機内燃機関 

最高使用圧力 MPa 0 

最高使用温度 ℃ 45 

外 径 mm 27.2 

【設 定 根 拠】 

本配管は、緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンクと緊急時対策所用発電機内燃機

関を接続する配管であり、重大事故等時に、緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクから

緊急時対策所用発電機内燃機関に燃料を送るための配管として設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は、緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクが大気開放であるため、0MPaとする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は、緊急時対策所用発電機燃料油

サービスタンクの重大事故等時における最高使用温度と同じ45℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は、先行PWRプラント実績に基づき定めた標準流速における流量が、当

該配管に要求される設計流量を上回るものとして決定する。 

なお、配管の外径は、日本工業規格の呼び径に対応する外径とする。 

緊急時対策所用発電機の配管及び標準流速における流量の関係を第1表に示す。 
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3.1 外径 27.2mm 

本配管の流量は1.3m３/h (注1) であるため、第1表を基に呼び径3/4B以上の配管を選

定する。 

以上より、本主配管の外径は27.2mm（3/4B）とする。 

 

（注1）緊急時対策所用発電機内燃機関に燃料を補給する際の流量1.3m３/h 

 

第1表 緊急時対策所用発電機の配管外径及び標準流速における流量の関係 

呼び径 

 

 

(B) 

外径 

 

Ａ 

(mm) 

厚さ 

 

Ｂ 

(mm) 

内径 

 

Ｃ 

(mm) 

標準流速 

 

Ｄ 

(m/s) 

標準流速 (注3)

における流量

Ｅ 

(m３/h) 

3/4 27.2 2.9 21.4 0.6 0.8 

（注2）標準流速における流量及びその他のパラメータとの関係は以下のとおりであ

る。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-52  設定根拠に関する説明書 

（125V 系蓄電池 A系/B系）
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名 称 125V 系蓄電池 A 系/B 系 

容     量 Ah/組
A 系 6000（10 時間率） 

B 系 6000（10 時間率） 

個     数 組 2（1組当たり 116 個） 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要

な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95分を包絡した約 8 時間にわた

り，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための

設備の動作に必要な容量を有する設計とする。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する 125V 系蓄電池 A 系/B 系は，以下の機能を有する。 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止するために必要な設備の電力を確保するために設置する。 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，設計基準対象施設の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）

した場合に所内常設直流電源設備として使用し，1 時間以内に中央制御室において簡易な操

作でプラントの状態監視に必要ではない直流負荷を切り離すことにより 8時間，その後必

要な負荷以外を切り離すことにより，残り 16 時間の合計 24時間にわたり，重大事故等時

の対応に必要な設備に直流電源を供給できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

  125V 系蓄電池 A 系/B系の必要容量は，全交流動力電源喪失時に設計基準対象施設として 8

時間以上，重大事故等対処設備として，必要な負荷以外を切り離すことにより 24 時間以上直

流負荷へ電力を供給できる容量を以下の通り算出し，6000 Ah/組とする。 
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125V 系蓄電池 A 系/B 系の容量の算出に用いる計算式を以下に示す。 

＜計算式＞ 

）〕－Ｉ（Ｉ･＋Ｋ･････････）＋－Ｉ（Ｉ･）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝   ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１  

ここで， 

Ｃ：＋10 ℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ：保守率（0.8） 

Ｋ：放電時間，蓄電池の最低温度（＋10 ℃）及び許容できる最低電圧 

（1.80 V/セル）によって求められる容量換算時間（時間） 

Ｉ：放電電流（A） 

サフィックス 1，2，3･････，n：放電電流の変化の順に付番による。 

（参考文献：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014））

 

125V 系蓄電池 A 系/B 系の容量の算出に用いる負荷を，表 1 及び表 2 に示す。 

125V 系蓄電池 A 系の必要容量は，計算式及び表 1の負荷電流より計算すると，以下の通り

となる。 

 

・125V 系蓄電池 A系の容量計算結果 C = 10.8 (0.66 × 1750) = 1444 Ah 
C  = 10.8  2.00 × 1750 + 1.98 × (255  1750) = 675 Ah 
C   = 10.8  9.44 × 1750 + 9.43 × (255  1750) + 8.72 × (238  255) = 2843 Ah C    = 1/0.8 (24.32 × 1750 + 24.31 × (255  1750) + 23.32 × (238  255) + 15.32 × (134 238)) = 5284 Ah 

 

よって，125V 系蓄電池 A系の蓄電池容量は，5284 Ah を上回る 6000 Ah を有することで，

設計基準対象施設として全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95 分を包絡した約 8 時間，及び重大事故等

対処設備として，必要な負荷以外を切り離すことにより 24時間以上直流負荷へ電力を供給す

ることが可能である。 
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125V 系蓄電池 B 系の必要容量は，計算式及び表 2の負荷電流より計算すると，以下の通り

となる。 

 

・125V 系蓄電池 B系の容量計算結果 C = 10.8 (0.66 × 1200) = 990 Ah 
C  = 10.8  2.00 × 1200 + 1.98 × (237  1200) = 617 Ah 
C   = 10.8  9.44 × 1200 + 9.43 × (237  1200) + 8.72 × (220  237) = 2624 Ah 
C    = 10.8  24.32 × 1200 + 24.31 × (237  1200) + 23.32 × (220  237) + 15.32× (139  220) = 5171 Ah 

 

よって，125V 系蓄電池 B系の蓄電池容量は，5171 Ah を上回る 6000 Ah を有することで，

設計基準対処施設として全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95 分を包絡した約 8 時間，及び重大事故

等対処設備として，必要な負荷以外を切り離すことにより 24 時間以上直流負荷へ電力を供

給することが可能である。 

表 1 125V 系蓄電池 A 系 

負荷名称 

負荷電流（A）と運転時間（分） 

0～1 

分 

1～60 

分 

60～540 

分*1 

540～ 

1440 分 

Ｍ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御電源 

２Ｃ Ｄ／Ｇ初期励磁 

原子炉隔離時冷却系真空ポンプ 

原子炉隔離時冷却系復水ポンプ 

原子炉隔離時冷却系蒸気入口弁 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

出口弁 

その他の負荷 

合計（A） 1750 255 238 134 

注記 ＊1：事象発生後 8 時間から負荷切り離し作業を実施するが，作業時間を考慮

し 9 時間給電を継続するとして容量を計算している。 

＊2：２Ｃ Ｄ／Ｇ初期励磁は，Ｍ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御電源（遮断器投入・

引外し）と同時に操作されることはなく，各動作時間は 1分未満である。

また，２Ｃ Ｄ／Ｇ初期励磁電流 はＭ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制

御回路電流（遮断器投入・引外し）より小さいため，電流値の大きいＭ

／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御回路電流（遮断器投入・引外し）に 1 分間電

源給電するものとして蓄電池容量を計算する。 

＊3：電動機の起動電流を含む最大値を記載 
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表 2 125V 系蓄電池 B 系 

負荷名称 

負荷電流（A）と運転時間（分） 

0～1 

分 

1～60 

分 

60～540 

分*1 

540～ 

1440 分 

Ｍ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御電源 

２Ｄ Ｄ／Ｇ初期励磁 

その他の負荷 

合計（A） 1200 237 220 139 

注記 ＊1：事象発生後 8 時間から負荷切り離し作業を実施するが，作業時間を考慮

し 9 時間給電を継続するとして容量を計算している。 

＊2：２Ｄ Ｄ／Ｇ初期励磁はＭ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御電源（遮断器投入・

引外し）と重なって操作されることはなく，各動作時間は１分未満であ

る。また，２Ｄ Ｄ／Ｇ初期励磁電流 はＭ／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の

制御回路電流（遮断器投入・引外し）より小さいため，電流値の大きいＭ

／Ｃ・Ｐ／Ｃ遮断器の制御回路電流（遮断器投入・引外し）に 1 分間電源

給電するものとして蓄電池容量を計算する。 

 

2. 個数の設定根拠 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，設計基準対象施設として全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでに必要な容量

を有するために必要な個数である各系列に 1組とし，合計 2組（1 組当たり 116 個）とす

る。 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時に

おける設計条件にて使用するため，設計基準対象施設として 2 組（1組当たり 116 個）設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-53  設定根拠に関する説明書 

（125V 系蓄電池 HPCS 系）
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名 称 125V 系蓄電池 HPCS 系 

容     量 Ah/組 500（10 時間率） 

個     数 組 1（1組当たり 58 個） 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

125V 系蓄電池 HPCS 系は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な

電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95 分を包絡した約 8時間にわたり，

高圧炉心スプレイ系に必要な電力を供給できる設計とする。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する 125V 系蓄電池 HPCS 系は，以下の機能を有する。 

125V 系蓄電池 HPCS 系は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）

したことにより重大事故等が発生した場合において，負荷切り離しを行わずに 24 時間にわ

たり，炉心の著しい損傷を防止するために必要な設備である高圧炉心スプレイ系の電力を確

保するために設置する。 

 

1. 容量の設定根拠 

125V 系蓄電池 HPCS 系の必要容量は，全交流動力電源喪失時に設計基準対象施設として 8時

間以上，重大事故等対処設備として，負荷切り離しを行わずに 24 時間以上直流負荷へ電力を

供給できる容量を以下の通り算出し，500 Ah/組とする。 

 

1.1 計算条件 

125V 系蓄電池 HPCS 系の必要容量は，全交流動力電源喪失時に単体で約 24時間以上，直流

負荷へ電力を供給できる容量を以下の条件で算出する。 

 

(1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。 

電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014） 

(2) 蓄電池温度は ＋10 ℃ とする。 

(3) 放電終止電圧は 1.80 V/セルとする。 

(4) 蓄電池容量換算時間はＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014 による。 

ただし，ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014 による放電標準特性から＋10 ℃，1.80 V/

セル特性に換算したものとする。 

(5) 保守率は 0.8 とする。 
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1.2 計算式 

蓄電池容量の算出は下記式で行う。 

）〕－Ｉ（Ｉ･＋Ｋ･････････）＋－Ｉ（Ｉ･）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝   ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１

 

ここで， 

Ｃ：＋10 ℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ：保守率（0.8） 

Ｋ：放電時間，蓄電池の最低温度（＋10 ℃）及び許容できる最低電圧 

（1.80 V/セル）によって求められる容量換算時間（時間） 

Ｉ：放電電流（A） 

サフィックス 1，2，3･････，n：放電電流の変化の順に付番 

による。 

 

1.3 蓄電池容量 

(1) 蓄電池負荷内訳 

125V系蓄電池 HPCS系の全交流動力電源喪失後24時間までの負荷を表1に示す。 

 

表 1 125V 系蓄電池 HPCS 系の全交流動力電源喪失後 24 時間までの負荷 

No 負荷名称 
負荷電流と運転時間 

備 考 
1 分以内 24 時間 

1 

メタルクラッド開閉装置 

（高圧炉心スプレイ系） 

遮断器の制御電源  

2 
高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機初期励磁＊1 

3 その他の負荷 

合  計 500 A 5 A 

注記 ＊1：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機初期励磁とメタルクラッド開閉

装置（高圧炉心スプレイ系）遮断器の制御電源は重なって操作されること

がないため，値の大きい方のみを蓄電池容量計算上含める。 
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(2) 容量計算結果 

(a) 1 分間給電での必要容量Ｃ1(Ah) 

〕Ｉ･〔Ｋ･
Ｌ

１
＝Ｃ １１１

 

 500〕〔0.66
0.8

１
＝  

413＝ Ah 

 

Ｌ  ＝ 0.8 

Ｋ1  ＝ 0.66 

Ｉ1  ＝ 500 

(b) 24 時間給電での必要容量Ｃ2(Ah) 

 ）〕－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
＝Ｃ １２２１１２

 

 （5－500）〕500＋24.31〔24.32
0.8

１
＝  

＝159 Ah 

 

Ｌ  ＝ 0.8 

Ｋ1  ＝ 24.32 

Ｋ2  ＝ 24.31 

Ｉ1  ＝ 500 

Ｉ2  ＝ 5 

 

よって，125V 系蓄電池 HPCS 系の蓄電池容量は，413Ah を上回る 500Ah を有することで，設

計基準対象施設として全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95分を包絡した約 8 時間，及び重大事故等対

処設備として，負荷切り離しを行わずに 24時間以上直流負荷へ電力を供給することが可能で

ある。 

 

2. 個数の設定根拠 

125V 系蓄電池 HPCS 系は，設計基準対象施設として全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでに必要な容量を有

するために必要な個数である 1組とし（1 組当たり 58個）とする。 

125V 系蓄電池 A 系/B 系は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時にお

ける設計条件にて使用するため，設計基準対象施設として 1組（1組当たり 58個）設置してい

るものを重大事故等対処設備として使用する。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-54  設定根拠に関する説明書 

（緊急用 125V 系蓄電池）
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名 称 緊急用 125V 系蓄電池 

容     量 Ah/組 6000（10 時間率） 

個     数 組 1（1組当たり 116 個） 

【設定根拠】 

（概要） 

 重大事故等時に使用する緊急用 125V 系蓄電池は，以下の機能を有する。 

緊急用 125V 系蓄電池は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備の電力を確保するために設置する。 

緊急用 125V 系蓄電池は，設計基準対象施設の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合に所内常設直流電源設備として使用し，負荷の切り離しを行わずに 24時間にわたり，重

大事故等時の対応に必要な設備に直流電源を供給できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用 125V 系蓄電池の必要容量は，設計基準対象施設の交流電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合に所内常設直流電源設備として使用し，負荷の切り離しを行わずに 24 時間に

わたり，重大事故等時の対応に必要な設備に直流電源を供給できる容量を以下の通り算出し，

6000 Ah/組とする。 

 

緊急用 125V 系蓄電池の容量の算出に用いる計算式を以下に示す。 

 

＜計算式＞ 

）〕－Ｉ（Ｉ･＋Ｋ･････････）＋－Ｉ（Ｉ･）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝   ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１

 

ここで， 

Ｃ：＋10 ℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ：保守率（0.8） 

Ｋ：放電時間，蓄電池の最低温度（＋10 ℃）及び許容できる最低電圧 

（1.80 V/セル）によって求められる容量換算時間（時間） 

Ｉ：放電電流（A） 

サフィックス 1，2，3･････，n：放電電流の変化の順に付番による。 

（参考文献：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014））

 

緊急用 125V 系蓄電池の容量の算出に用いる負荷を，表 1に示す。 
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緊急用 125V 系蓄電池の必要容量は，計算式及び表 1 の負荷電流より計算すると，以下の通

りとなる。 

 

・緊急用 125V 系蓄電池の容量計算結果 C = 10.8 (0.66 × 1000) = 825 Ah 
   C    = 10.8  24.32 × 1000 + 24.31 × (173.4  1000) = 5282 Ah 

 

よって，緊急用 125V 系蓄電池は，5282 Ah を上回る 6000 Ah を有することで，重大事故等

対処設備として，負荷の切り離しを行わずに 24時間以上直流負荷へ電力を供給することが可

能である。 

表 1 緊急用 125V 系蓄電池 

負荷名称 

負荷電流（A） 

と運転時間（分） 

0～1 

分 

1～1440 

分 

6.9kV ＳＡ Ｍ／Ｃトリップ 

6.9kV ＳＡ Ｍ／Ｃ投入 

ＳＡ制御盤（4面分） 

ＳＡ監視盤（使用済燃料プール水位計以外） 

ＳＡ変換器盤（6 面分） 

ＳＡ監視盤（使用済燃料プール水位計） 

高圧代替注水制御盤 

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤 

H13-P638（CAMSγ線モニタ線Ａ系） 

H13-P638（CAMSγ線モニタ線Ｂ系） 

ＤＢ／ＳＡ分電盤（区分Ⅰ） 

（突合わせ給電除く） 

ＤＢ／ＳＡ分電盤（区分Ⅱ） 

（突合わせ給電除く） 

ＳＲＶ（現場）（Ａ系） 

ＳＰＤＳ入出力制御盤Ａ／Ｂ 

火災検知器盤 

ＳＡインバータ 

衛星電話（固定） 

その他負荷 

負荷余裕 

 合計(A) 1000 173.4 

 

3. 個数の設定根拠 

緊急用 125V 系蓄電池は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な個数として 1 組（1組当たり 116 個）とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-55  設定根拠に関する説明書 

（中性子モニタ用蓄電池）
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名 称 中性子モニタ用蓄電池 

容     量 Ah/組
A 系 150（10 時間率） 

B 系 150（10 時間率） 

個     数 組 2（1組当たり 24 個） 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

中性子モニタ用蓄電池は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電

力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95分を包絡した約 4時間にわたり，中性

子モニタの動作に必要な電力を供給できる容量を有する設計とする。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する中性子モニタ用蓄電池は，以下の機能を有する。 

 

中性子モニタ用蓄電池は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）

したことにより，重大事故等が発生した場合において 4 時間にわたり，中性子モニタの電力

を確保するために設置する。 

 

1. 容量の設定根拠 

  中性子モニタ用蓄電池の必要容量は，全交流動力電源喪失時に設計基準対象施設及び重大事

故等対処設備として 4 時間以上直流負荷へ電力を供給できる容量を以下の通り算出し，150 Ah/

組とする。 

 

1.1 計算条件 

中性子モニタ用蓄電池の必要容量は，全交流動力電源喪失時に単体で約 4時間以上，直

流負荷へ電力を供給できる容量を以下条件で算出する。 

 

(1) 蓄電池容量算定法は下記規格による。 

電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014） 

(2) 蓄電池温度は ＋10 ℃ とする。 

(3) 放電終止電圧は 1.80 V/セルとする。 

(4) 蓄電池容量換算時間は ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014 による。 

ただし，ＳＢＡ Ｓ ０６０１－2014 による放電標準特性から＋10 ℃，1.80 V/

セル特性に換算したものとする。 

(5) 保守率は 0.8 とする。 
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1.2 計算式 

蓄電池容量の算出は下記式で行う。 

）〕－Ｉ（Ｉ･＋Ｋ･････････）＋－Ｉ（Ｉ･）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝   ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１

 

ここで， 

Ｃ：＋10 ℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ：保守率（0.8） 

Ｋ：放電時間，蓄電池の最低温度（＋10 ℃）及び許容できる最低電圧 

（1.80 V/セル）によって求められる容量換算時間（時間） 

Ｉ：放電電流（A） 

サフィックス 1，2，3･････，n：放電電流の変化の順に付番 

による。 

 

1.3 蓄電池容量 

1.3.1 中性子モニタ用蓄電池 A 系 

(1) 蓄電池負荷内訳 

中性子モニタ用蓄電池 A 系の全交流動力電源喪失後 4 時間までの負荷を表 1

に示す。 

  

表 1 中性子モニタ用蓄電池 A 系の全交流動力電源喪失後 4 時間までの負荷 

No 負荷名称 

負荷電流と運転時間 

備 考 4 時間 

+側 -側 

1 起動領域計装 

2 地震計 

3 放射線モニタ 

4 負荷余裕 

合  計 20.0 A 20.0 A
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(2) 容量計算結果 

(a) 4 時間給電での必要容量Ｃ (Ah) 

〕Ｉ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝ １１

 

20〕〔5.30
0.8

１
＝　  

133　＝ Ah 

 

Ｌ  ＝ 0.8 

Ｋ1  ＝ 5.30 

Ｉ1  ＝ 20 

 

よって，中性子モニタ用蓄電池 A 系の蓄電池容量は，133Ah を上回る 150Ah を有することで，

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処

するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95分を包絡した約 4時

間直流負荷へ電力を供給することが可能である。 

 

1.3.2 中性子モニタ用蓄電池 B 系 

(1) 蓄電池負荷内訳 

中性子モニタ用蓄電池B系の全交流動力電源喪失後4時間までの負荷を表2に

示す。 

  

表 2 中性子モニタ用蓄電池 B 系の全交流動力電源喪失後 4 時間までの負荷 

No 負荷名称 

負荷電流と運転時間 

備 考 4 時間 

+側 -側 

1 起動領域計装 

2 地震計 

3 放射線モニタ 

4 負荷余裕 

合  計 20.0 A 20.0 A
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(2) 容量計算結果 

(a) 4 時間給電での必要容量Ｃ (Ah) 

 

〕Ｉ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝ １１

 

20〕〔5.30
0.8

１
＝  

133＝ Ah 

 

Ｌ  ＝ 0.8 

Ｋ1  ＝ 5.30 

Ｉ1  ＝ 20 

 

よって，中性子モニタ用蓄電池 B 系の蓄電池容量は，133 Ah を上回る 150 Ah を有すること

で，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの 95 分を包絡した

約 4 時間直流負荷へ電力を供給することが可能である。 

 

2. 個数の設定根拠 

中性子モニタ用蓄電池は，設計基準対象施設として全交流動力電源喪失時から重大事故

等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでに必要な容

量を有するために必要な個数である各系列に 1 組とし，合計 2組（1 組当たり 24個）とする。 

中性子モニタ用蓄電池は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時に

おける設計条件にて使用するため，設計基準対象施設として 2 組（1組当たり 24 個）設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-56 設定根拠に関する説明書 

（可搬型整流器） 
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名 称 可搬型整流器 

容 量 A/個 100 

個 数 － 8（予備 1） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する可搬型整流器は，以下の機能を有する。 

可搬型整流器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保す

るために保管する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池の枯渇）

した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電力を給電する可搬型代替直流電源設備と

して，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用し，直流母線へ接続することにより，24 

時間にわたり電力を給電できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車の交流出力を可搬型整流器により直流へ

変換することで直流負荷へ電力を給電できる設計とする。 

可搬型整流器の容量は，可搬型代替直流電源設備の準備時間を踏まえ，設計基準事故対処設

備の電源が喪失後 1時間以降に必要とされる直流負荷に対し供給できる容量とし，125V 系蓄電

池  A 系，125V 系蓄電池 B 系及び緊急用 125V 系蓄電池のうち，最大の容量を要する直流負荷

を基に設計する。 

 

可搬型整流器の容量は，1 時間以降に必要とされる最大直流負荷の 255 A に対し十分な余裕

を有する 400 A（100 A/個の可搬型整流器を 4）とする。 

なお，可搬型整流器の出力は，以下のとおり，15 kW とする。 

 

W＝V×I＝150×100＝15 kW 

 

 W：出力（kW） 

 V：最大直流電圧（V）＝150 

 I：電流（容量）（A）＝100 

 

可搬型整流器に必要な電力を供給する可搬型代替低圧電源車は，60 kW（15 kW/個の可搬型整

流器を 4）に対し十分な余裕を有する 400 kW（400 kW＝500 kVA×力率 0.8）とする。可搬型代

替低圧電源車の定格出力に関しては，資料Ｖ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する

説明書」にて説明する。 
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2. 個数の設定根拠 

可搬型整流器は，重大事故等対処設備として電力の確保に必要な個数である 4を 2 セット合

計 8，並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1 とし，分散

して保管する。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-57 設定根拠に関する説明書 

（非常用無停電電源装置）
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名 称 非常用無停電電源装置 

容     量 kVA/個 35 

個     数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

非常用無停電電源装置は，発電用原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態を確認する

ため，核計装系監視設備等の電力を確保するために設置する。 

非常用無停電電源装置は，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から受電する構成

とし，全交流動力電源喪失時においても，非常用直流電源設備である 125V 系蓄電池 A 系/B

系からの直流電源により非常用無停電計装分電盤を介して計装負荷へ給電できる設計とす

る。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する非常用無停電電源装置は，以下の機能を有する。 

非常用無停電電源装置は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）

したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するため，核計装系の監視設備等の電力を確保するために設置する。 

 

1. 容量の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する非常用無停電電源装置の容量は，各負荷に電力を供給でき

る容量として 35 kVA/個とする。 

非常用無停電電源装置を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準事故対処施

設の容量と同等であるため，設計基準対象施設として使用する場合と同じ，35 kVA/個とする。

 

2. 個数の設定根拠 

設計基準事故時に使用する非常用無停電電源装置の個数は，発電用原子炉の安全停止状態

及び未臨界の維持状態を確認するための核計装系の監視設備等の電力を確保するために必

要な個数である 2 とする。 

重大事故等時に使用する非常用無停電電源装置は，設計基準対象施設と同様の使用方法で

あり，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等対処設備として使用すること

から，個数は 2とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-58 設定根拠に関する説明書 

（緊急用無停電電源装置）
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名 称 緊急用無停電電源装置 

容     量 kVA/個 35 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用無停電電源装置は，以下の機能を有する。 

緊急用無停電電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄

電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するため，計測制御設備等の電力を確保するために設置する。 

緊急用無停電電源装置は，緊急用モータコントロールセンタ及び緊急用直流 125V 主母線盤

から受電する構成とし，全交流動力電源喪失時においても，緊急用 125V 系蓄電池からの直流

電源により緊急用無停電計装分電盤を介して計装負荷へ給電できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用無停電電源装置の容量は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力を供給できる容量

として 35 kVA/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用無停電電源装置の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止する

ために必要な電力を確保するために必要な個数である 1とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-59  設定根拠に関する説明書 

（緊急時対策所用 125V 系蓄電池）
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名 称 緊急時対策所用 125V 系蓄電池 

容     量 Ah/組 1000（10 時間率） 

個     数 組 1（1組当たり 60 個） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において緊急時対策所の必要な設備の電力を確保するために設置す

る。 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，設計基準対象施設の交流電源が喪失した場合に 1 時間に

わたり，重大事故等時の対応に必要な設備に直流電源を供給できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の必要容量は，設計基準対象施設の交流電源が喪失した場合

に 1 時間にわたり，重大事故等時の対応に必要な設備に直流電源を供給できる容量を以下の

通り算出し，1000 Ah/組とする。 

 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の容量の算出に用いる計算式を以下に示す。 

 

＜計算式＞ 

）〕－Ｉ（Ｉ･＋Ｋ･････････）＋－Ｉ（Ｉ･）＋Ｋ－Ｉ（Ｉ･＋ＫＩ･〔Ｋ･
Ｌ

１
Ｃ＝   ｎ－１ｎｎ２３３１２２１１

 

ここで， 

Ｃ：＋10 ℃における定格放電率換算容量（Ah） 

Ｌ：保守率（0.8） 

Ｋ：放電時間，蓄電池の最低温度（＋10 ℃）及び許容できる最低電圧 

（1.75 V/セル）によって求められる容量換算時間（時間） 

Ｉ：放電電流（A） 

サフィックス 1，2，3･････，n：放電電流の変化の順に付番による。 

（参考文献：電池工業会規格「据置蓄電池の容量算出法」（SBA S 0601-2014）） 

 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の容量の算出に用いる負荷を，表 1に示す。 

 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の必要容量は，計算式及び表 1の負荷電流より計算すると，

以下の通りとなる。 
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・緊急時対策所用 125V 系蓄電池の容量計算結果 C = 10.8 (0.58 × 363.2) = 264 Ah 
   C  = 10.8  1.85 × 363.2 + 1.83 × (355.0  363.2) = 822 Ah 

 

よって，緊急時対策所用 125V 系蓄電池は，822 Ah を上回る 1000 Ah を有することで，重大

事故等対処設備として，1 時間以上直流負荷へ電力を供給することが可能である。 

 

表 1 緊急時対策所用 125V 系蓄電池 

負荷名称 

負荷電流（A） 

と運転時間（分） 

0～1 

   分 

1～60 

   分 

緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置制御 10 5 

緊急時対策所用パワーセンタ制御 8.2 5 

緊急時対策所用災害対策本部操作盤 20 20 

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤 20 20 

通信連絡設備等 11.4 11.4 

その他負荷 293.6 293.6 

 合計(A) 363.2 355.0 

 

3. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用 125V 系蓄電池の設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の

必要な電力を確保するために必要な個数である 1（1 組当たり 60 個）とする。 
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Ⅴ-1-1-4-8-1-60 設定根拠に関する説明書 

（逃がし安全弁用可搬型蓄電池） 
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名 称 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

容 量 Wh  780（1 個あたり） 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する逃が

し安全弁用可搬型蓄電池は，以下の機能を有する。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために設置する。 

 

常設直流電源設備が喪失した場合を想定した重大事故等対処設備（逃がし安全弁用可

搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復）として，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用

する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁（自動減圧機能）用電磁弁に給電して

逃がし安全弁（自動減圧機能）2 個を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧でき

る設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，逃がし安全弁（自動減圧機能）2 個を直流電源設備

に要求している 24時間にわたり作動させるものとして，以下のとおりとする。 

 

Ｃ＝Ｐ×ｔ＝28×24＝672 

 

Ｃ：24 時間給電での必要な容量（Wh） 

Ｐ：逃がし安全弁（自動減圧機能）用電磁弁（1個）の消費電力（W）＝28 

ｔ：逃がし安全弁（自動減圧機能）用電磁弁への給電時間（h）＝24 

 

以上より，逃がし安全弁用可搬型蓄電池の容量は，672 Wh に対し余裕を有する 780 Wh とす

る。 

なお，逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁（自動減圧機能）1 個の作動時間を考

慮した蓄電池容量を有するものを2個使用する。保有数は2個，故障時の予備として 1個の合

計 3 個を保管する。 

 

 



 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
4
-8
-
4
 R
0
E
 

Ⅴ-1-1-4-8-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（その他発電用原子炉の附属施設【補機駆動用燃料設備】） 
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Ⅴ-1-1-4-8-4-1 設定根拠に関する説明書 

（可搬型設備用軽油タンク）
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1. 概要 

本説明書は，可搬型設備用軽油タンクにおける記載事項の設定根拠について示すものである。 
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2. 可搬型設備用軽油タンク 

名   称 可搬型設備用軽油タンク 

容 量 k ／個 30 以上（30） 

最 高 使 用 圧 力 － 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

個 数 － 8（うち 1基予備） 

【設 定 根 拠】 

可搬型設備用軽油タンクは，重大事故等対処時に，可搬型代替低圧電源車，可搬型代替注

水大型ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ及び窒素供給装置用電源車等が 7 日間連続運転可

能な量の燃料を保有する。 

 

 (1) 容量の設定根拠 

タンクローリに軽油を汲み上げて，他の可搬型設備に給油する。 

可搬型設備用軽油タンクの容量は，タンクローリ吸い上げ装置の能力を考慮し，容量が

最大となるものを一般的な地下貯蔵タンクの構造例より選定し，30k /個とする。 

 

 (2) 最高使用圧力の設定根拠 

可搬型設備用軽油タンクの最高使用圧力は，大気に開放されているので，静水頭とす

る。 

 

(3) 最高使用温度の設定根拠 

可搬型設備用軽油貯蔵タンクの最高使用温度は，加熱などの要素が全く無いため，常温

の 60℃とする。 
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 (4) 個数の設定根拠 

可搬型設備用軽油タンクの容量は，保守的に可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代替注

水中型ポンプ，窒素供給装置用電源車，可搬型代替低圧電源車，重機，消防設備等の可搬

型設備を 1 セットすべて運転した場合の燃料消費量を考慮する。これにより，重大事故等

対策の有効性評価で期待する設備は，上記想定内に包含される。 

 

使用機器 ① 

基数(-) 

② 

燃料消費率(k /h) 

①×② 

燃料消費量(k /168h)

可搬型代替低圧電源車 2 0.110 37.0 

可搬型代替低圧電源車 

（窒素供給装置用電源） 

1 0.110 18.5 

可搬型代替注水大型ポンプ 

（注水用＋補給用） 

1 0.218 36.6 

可搬型代替注水大型ポンプ 

（放水用） 

1 0.218 36.6 

可搬型代替注水中型ポンプ 

（注水用＋補給用） 

2 0.036 12.1 

その他 33.9 

計 174.7 

 

上記から，可搬型設備用軽油貯蔵タンクの個数は，必要容量 174.7k を上回る容量とし

174.7k ÷(30k ／個) = 5.8 

より，十分な余裕を見込んで使用 7，予備 1として，全 8 とする。 
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容器 

名 称 ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク 

容 量  /個 0.36 以上（0.36） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 55 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

その他発電用原子炉の附属施設のうち補機駆動用燃料設備として使用するディーゼル駆

動消火ポンプ用燃料タンクは，下記の機能を有する。 

 

 設計基準対象施設として使用するディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクは，発電所

内に発生した火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災の影響を

限定し，早期の消火を行うための燃料源として設置する。 

 

1. 容量の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの容量は，2 時

間以上の消火が可能なものとする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの最高使用

圧力は，開放タンクであるため，タンク最下端に加わる圧力である静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの最高使用

温度は，燃料源である軽油貯蔵タンクと同じ 55℃とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクは，火災に

より発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災の影響を限定し，早期の消火を

行うために 1 個設置する。 
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Ⅴ－1－1－4－8－4－6 設定根拠に関する説明書 

（補機駆動用燃料設備 主配管（常設）） 
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Ｖ-1-1-4-別添 1 技術基準要求機器リスト 
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1. 概要 

本資料は，基本設計方針にのみ記載する設備に対し，機能及び性能を明確に記載する必要があ

る設備を選定し，作成した「技術基準要求機器リスト」について説明するものである。 

また，「技術基準要求機器リスト」にて選定された設備については，その根拠を別添 2の「設定

根拠に関する説明書（別添）」又は「個別の説明書」にて仕様設定根拠を説明する。 



施設区分 機器名

核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

静的サイフォンブレーカ

使用済燃料プール水戻り配管は，遮蔽に
必要な水位以下に水位が低下することを
防止するため，戻り配管上部にサイフォ
ンブレーカを設ける設計とする。

－

使用済燃料運搬
用容器，使用済
燃料貯蔵槽及び
使用済燃料貯蔵
容器の冷却能力
に関する説明書

核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

使用済燃料プール監視カメラ

使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃
料プール監視カメラ用空冷装置を含む）
は，使用済燃料プールに係る重大事故等
時の使用済燃料プールの状態を中央制御
室にて監視が可能な設計とし，1個設置
する。

個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）

核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

使用済燃料プール
監視カメラ用空冷装置

同上 個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）

計測制御系統施設
格納容器内雰囲気

ガスサンプリング装置

監視設備（格納容器内水素濃度（ＳＡ）
及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）による
原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃
度監視）として，格納容器内水素濃度
（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ
Ａ）は，炉心の著しい損傷が発生した場
合において，原子炉格納容器内の雰囲気
ガスを格納容器内雰囲気ガスサンプリン
グ装置（吐出圧力0.62 MPa以上）によ
り，原子炉建屋原子炉棟内へ導き，検出
器で測定することで，中央制御室にて水
素濃度及び酸素濃度を監視できる設計と
する。

吐出圧力
設定根拠に
関する説明書
（別添）

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様

2.　技術基準要求機器リスト

基本設計方針記載内容 記載資料名
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

計測制御系統施設 フィルタ装置入口水素濃度

重大事故等に対処するために監視するこ
とが必要なパラメータは，「表1 計測
制御系統施設の主要設備リスト」の「計
測装置」に示す重大事故等対処設備の
他，フィルタ装置水位（個数2，計測範
囲180 mm～5500 mm），フィルタ装置圧
力（個数1，計測範囲0 MPa～1 MPa），
フィルタ装置スクラビング水温度（個数
1，計測範囲0 ℃～300 ℃），フィルタ
装置入口水素濃度（個数2，計測範囲0
vol％～100 vol％），残留熱除去系海水
系系統流量（個数2，計測範囲0 L/s～
550 L/s），緊急用海水系流量（残留熱
除去系熱交換器）（個数1，計測範囲0 m
３/h～800 m３/h），緊急用海水系流量
（残留熱除去系補機）（個数1，計測範

囲0 m３/h～50 m３/h），常設高圧代替注
水系ポンプ吐出圧力（個数1，計測範囲0
MPa～10 MPa），常設低圧代替注水系ポ
ンプ吐出圧力（個数2，計測範囲0 MPa～
5 MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧
力（個数2，計測範囲0 MPa～5 MPa），
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個
数1，計測範囲0 MPa～10 MPa），高圧炉
心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数1，
計測範囲0 MPa～10 MPa），残留熱除去
系ポンプ吐出圧力（個数3，計測範囲0
MPa～4 MPa），低圧炉心スプレイ系ポン
プ吐出圧力（個数1，計測範囲0 MPa～4
MPa），静的触媒式水素再結合器動作監
視装置（個数4，計測範囲0 ℃～300
℃），使用済燃料プール監視カメラ（使
用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を
含む）（個数1） とする。

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
静的触媒式水素再結合器

動作監視装置
同上

個数
計測範囲

原子炉格納施設
の水素濃度低減
性能に関する説
明書

計測制御系統施設 フィルタ装置水位 同上
個数

計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設 フィルタ装置圧力 同上
個数

計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

計測制御系統施設
フィルタ装置スクラビング

水温度

重大事故等に対処するために監視するこ
とが必要なパラメータは，「表1 計測
制御系統施設の主要設備リスト」の「計
測装置」に示す重大事故等対処設備の
他，フィルタ装置水位（個数2，計測範
囲180 mm～5500 mm），フィルタ装置圧
力（個数1，計測範囲0 MPa～1 MPa），
フィルタ装置スクラビング水温度（個数
1，計測範囲0 ℃～300 ℃），フィルタ
装置入口水素濃度（個数2，計測範囲0
vol％～100 vol％），残留熱除去系海水
系系統流量（個数2，計測範囲0 L/s～
550 L/s），緊急用海水系流量（残留熱
除去系熱交換器）（個数1，計測範囲0 m
３/h～800 m３/h），緊急用海水系流量
（残留熱除去系補機）（個数1，計測範

囲0 m３/h～50 m３/h），常設高圧代替注
水系ポンプ吐出圧力（個数1，計測範囲0
MPa～10 MPa），常設低圧代替注水系ポ
ンプ吐出圧力（個数2，計測範囲0 MPa～
5 MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧
力（個数2，計測範囲0 MPa～5 MPa），
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個
数1，計測範囲0 MPa～10 MPa），高圧炉
心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数1，
計測範囲0 MPa～10 MPa），残留熱除去
系ポンプ吐出圧力（個数3，計測範囲0
MPa～4 MPa），低圧炉心スプレイ系ポン
プ吐出圧力（個数1，計測範囲0 MPa～4
MPa），静的触媒式水素再結合器動作監
視装置（個数4，計測範囲0 ℃～300
℃），使用済燃料プール監視カメラ（使
用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を
含む）（個数1） とする。

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設 残留熱除去系海水系系統流量 同上
個数

計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
緊急用海水系流量

（残留熱除去系熱交換器）
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
緊急用海水系流量

（残留熱除去系補機）
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

計測制御系統施設
常設高圧代替注水系ポンプ

吐出圧力

重大事故等に対処するために監視するこ
とが必要なパラメータは，「表1 計測
制御系統施設の主要設備リスト」の「計
測装置」に示す重大事故等対処設備の
他，フィルタ装置水位（個数2，計測範
囲180 mm～5500 mm），フィルタ装置圧
力（個数1，計測範囲0 MPa～1 MPa），
フィルタ装置スクラビング水温度（個数
1，計測範囲0 ℃～300 ℃），フィルタ
装置入口水素濃度（個数2，計測範囲0
vol％～100 vol％），残留熱除去系海水
系系統流量（個数2，計測範囲0 L/s～
550 L/s），緊急用海水系流量（残留熱
除去系熱交換器）（個数1，計測範囲0 m
３/h～800 m３/h），緊急用海水系流量
（残留熱除去系補機）（個数1，計測範

囲0 m３/h～50 m３/h），常設高圧代替注
水系ポンプ吐出圧力（個数1，計測範囲0
MPa～10 MPa），常設低圧代替注水系ポ
ンプ吐出圧力（個数2，計測範囲0 MPa～
5 MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧
力（個数2，計測範囲0 MPa～5 MPa），
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個
数1，計測範囲0 MPa～10 MPa），高圧炉
心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数1，
計測範囲0 MPa～10 MPa），残留熱除去
系ポンプ吐出圧力（個数3，計測範囲0
MPa～4 MPa），低圧炉心スプレイ系ポン
プ吐出圧力（個数1，計測範囲0 MPa～4
MPa），静的触媒式水素再結合器動作監
視装置（個数4，計測範囲0 ℃～300
℃），使用済燃料プール監視カメラ（使
用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を
含む）（個数1） とする。

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
常設低圧代替注水系ポンプ

吐出圧力
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
代替循環冷却系ポンプ

吐出圧力
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
原子炉隔離時冷却系ポンプ

吐出圧力
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

計測制御系統施設
高圧炉心スプレイ系ポンプ

吐出圧力

重大事故等に対処するために監視するこ
とが必要なパラメータは，「表1 計測
制御系統施設の主要設備リスト」の「計
測装置」に示す重大事故等対処設備の
他，フィルタ装置水位（個数2，計測範
囲180 mm～5500 mm），フィルタ装置圧
力（個数1，計測範囲0 MPa～1 MPa），
フィルタ装置スクラビング水温度（個数
1，計測範囲0 ℃～300 ℃），フィルタ
装置入口水素濃度（個数2，計測範囲0
vol％～100 vol％），残留熱除去系海水
系系統流量（個数2，計測範囲0 L/s～
550 L/s），緊急用海水系流量（残留熱
除去系熱交換器）（個数1，計測範囲0 m
３/h～800 m３/h），緊急用海水系流量
（残留熱除去系補機）（個数1，計測範

囲0 m３/h～50 m３/h），常設高圧代替注
水系ポンプ吐出圧力（個数1，計測範囲0
MPa～10 MPa），常設低圧代替注水系ポ
ンプ吐出圧力（個数2，計測範囲0 MPa～
5 MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧
力（個数2，計測範囲0 MPa～5 MPa），
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個
数1，計測範囲0 MPa～10 MPa），高圧炉
心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数1，
計測範囲0 MPa～10 MPa），残留熱除去
系ポンプ吐出圧力（個数3，計測範囲0
MPa～4 MPa），低圧炉心スプレイ系ポン
プ吐出圧力（個数1，計測範囲0 MPa～4
MPa），静的触媒式水素再結合器動作監
視装置（個数4，計測範囲0 ℃～300
℃），使用済燃料プール監視カメラ（使
用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を
含む）（個数1） とする。

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
低圧炉心スプレイ系ポンプ

吐出圧力
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

計測制御系統施設
残留熱除去系ポンプ

吐出圧力
同上

個数
計測範囲

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

計測制御系統施設 可搬型計測器

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子
炉格納容器内の温度，圧力，水位及び流
量（注水量）計測用）は個数20（予備
20），可搬型計測器（原子炉圧力容器及
び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流
量（注水量）計測用）は個数19（予備
19）を設ける設計とする。

個数

計測装置の構成
に関する説明書
並びに計測範囲
及び警報動作範
囲に関する説明
書

放射能観測車のダスト・よう素サンプ
ラ，ダストモニタ又はよう素測定装置が
機能喪失した場合にその機能を代替する
モニタリング設備として，可搬型放射能
測定装置（ＮａＩシンチレーションサー
ベイ・メータ，β線サーベイ・メータ，
ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メー
タ及び可搬型ダスト・よう素サンプラ
（個数2（予備1）） ）を設け，重大事
故等が発生した場合に，発電所及びその
周辺において，原子炉施設から放出され
る放射性物質の濃度（空気中）を監視
し，及び測定し，並びにその結果を記録
できるように測定値を表示する設計と
し，放射能観測車の測定機能を代替し得
る十分な個数を保管する。
可搬型モニタリング設備（可搬型放射能
測定装置による空気中の放射性物質の濃
度の測定，可搬型放射能測定装置による
水中の放射性物質の濃度の測定，可搬型
放射能測定装置による土壌中の放射性物
質の濃度の測定及び海上モニタリング測
定）として，可搬型放射能測定装置（Ｎ
ａＩシンチレーションサーベイ・メー
タ，β線サーベイ・メータ，ＺｎＳシン
チレーションサーベイ・メータ及び可搬
型ダスト・よう素サンプラ（個数2（予
備1）） ）を設け，重大事故等が発生し
た場合に，発電所及びその周辺（発電所
の周辺海域を含む。）において発電用原
子炉施設から放出される放射性物質の濃
度（空気中，水中，土壌中）及び放射線
量を監視し，及び測定し，並びにその結
果を記録できるように測定値を表示する
とともに，発電所及びその周辺（発電所
の周辺海域を含む。）における放射性物
質の濃度及び放射線量の測定が可能な個
数を保管する設計とする。さらに，周辺
海域においては，電離箱サーベイ・メー
タ及び小型船舶（個数1（予備1）） を
用いる設計とする。

個数

管理区域の出入
管理設備及び環
境試料分析装置
に関する説明書

可搬型ダスト・よう素
サンプラ

放射線管理施設
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

放射線管理施設 小型船舶

可搬型モニタリング設備（可搬型放射能
測定装置による空気中の放射性物質の濃
度の測定，可搬型放射能測定装置による
水中の放射性物質の濃度の測定，可搬型
放射能測定装置による土壌中の放射性物
質の濃度の測定及び海上モニタリング測
定）として，可搬型放射能測定装置（Ｎ
ａＩシンチレーションサーベイ・メー
タ，β線サーベイ・メータ，ＺｎＳシン
チレーションサーベイ・メータ及び可搬
型ダスト・よう素サンプラ（個数2（予
備1）） ）を設け，重大事故等が発生し
た場合に，発電所及びその周辺（発電所
の周辺海域を含む。）において発電用原
子炉施設から放出される放射性物質の濃
度（空気中，水中，土壌中）及び放射線
量を監視し，及び測定し，並びにその結
果を記録できるように測定値を表示する
とともに，発電所及びその周辺（発電所
の周辺海域を含む。）における放射性物
質の濃度及び放射線量の測定が可能な個
数を保管する設計とする。さらに，周辺
海域においては，電離箱サーベイ・メー
タ及び小型船舶（個数1（予備1）） を
用いる設計とする。

個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）

放射線管理施設 可搬型気象観測設備

重大事故等が発生した場合に発電所にお
いて風向，風速その他の気象条件を測定
し，及びその結果を記録するために必要
な重大事故等対処設備として，可搬型気
象観測設備（個数1（予備1）） を保管
する。

個数

環境測定装置の
取付箇所を明示
した図面　可搬
型気象観測装置

原子炉格納施設
(原子炉冷却系統
施設と兼用）

サプレッション・プール

サプレッション・プールは，設計基準対
処施設及び重大事故等対処設備として容

量3,400m3，個数1個 を設置する。

容量
個数

原子炉格納施設
の設計条件に関
する説明書

■
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

原子炉格納施設 コリウムシールド

コリウムシールドは，溶融炉心が原子炉
格納容器下部のペデスタル（ドライウェ
ル部）へと落下した場合において，ペデ
スタル（ドライウェル部）のコンクリー
トの侵食を抑制する設計とする。ペデス
タル（ドライウェル部）のコンクリート
の侵食を抑制するため，コリウムシール
ドは，寸法が高さ約1.88m，厚さ約
0.15m，材質がジルコニア（ＺｒＯ
２），個数が1個の設計とする。

寸法
厚さ
個数

原子炉格納施設
の設計条件に関
する説明書

原子炉格納施設
泡消火薬剤容器
(大型ポンプ用）

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，航
空機燃料火災への泡消火に対応するため
に必要な容量の泡消火薬剤を保管できる
設計とする。泡消火薬剤の保有数は，必

要な容量として5m３確保し，故障時の予

備用として5m３の計10ｍ３を保管する。
なお、泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

の容量は約1m３／個であり，確保された

泡消火薬剤5m３を1m３毎に分け5個，予備

用の泡消火薬剤5m３を1m３毎に分け5個の
計10個を保管する。

容量
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

原子炉格納施設 泡混合器

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），
放水砲及び泡混合器は，大気への放射性
物質の拡散抑制又は航空機燃料火災への
泡消火に対応するため，放水砲による直
状放射により原子炉建屋原子炉棟の最高
点である屋上に放水又は霧状放射により
広範囲に放水できるポンプ流量を有する
ものを1セット1個使用する。
放水砲及び泡混合器の保有数は，1個と
故障時及び保守点検による待機除外時の
予備として1個の合計2個を保管する。

個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）

原子炉格納施設
（浸水防護施設と

兼用）
ブローアウトパネル

原子炉建屋外側ブローアウトパネル（個
数　10個）は，高圧の原子炉冷却材が原
子炉建屋原子炉棟に漏えいして蒸気とな
り，原子炉建屋原子炉棟の圧力が上昇し
た場合において，外気との差圧により自
動的に開放し，原子炉建屋原子炉棟内の
圧力及び温度を低下させることができる
設計とする。

個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

原子炉格納施設 ブローアウトパネル閉止装置

重大事故等時において，炉心の著しい損
傷が発生し，原子炉建屋ガス処理系を起
動する際に，原子炉建屋外側ブローアウ
トパネルを閉止する必要がある場合に
は，ブローアウトパネル閉止装置（個数
10個）を電動で閉操作し，原子炉建屋外
側ブローアウトパネル開口部を閉止する
ことで，原子炉建屋原子炉棟の放射性物
質の閉じ込め機能を維持し，中央制御室
にとどまる運転員を過度の被ばくから防
護する設計とする。また，ブローアウト
パネル閉止装置は，人力での閉操作も可
能な設計とする。

個数
設定根拠に
関する説明書
（別添）

原子炉格納施設 窒素供給装置

格納容器圧力逃がし装置使用後において
も，可燃性ガスによる爆発及び格納容器
の負圧破損を防止するために，窒素供給

装置（容量 約200Nm３／h／個，個数
2（予備2））を用いて格納容器内に不活
性ガス（窒素）を供給できる設計とす
る。

容量
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

原子炉格納施設 移送ポンプ

原子炉格納容器の過圧破損を防止するた
めの設備のうち，炉心の著しい損傷が発
生した場合において，原子炉格納容器の
破損を防止するため，原子炉格納容器内
の圧力及び温度を低下させるための重大
事故等対処設備として，格納容器圧力逃
がし装置は，フィルタ装置（フィルタ容
器，スクラビング水，金属フィルタ，よ
う素除去部），第一弁（Ｓ／Ｃ側），第
一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，第二弁バイ
パス弁，圧力開放板，移送ポンプ（容量

10m３／h／個，個数 1）等で構成し，
原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガ
ス系及び耐圧強化ベント系を経由して，
フィルタ装置へ導き，放射性物質を低減
させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出
口から排出することで，排気中に含まれ
る放射性物質の環境への放出量を低減し
つつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度
を低下できる設計とする。

容量
個数

原子炉格納施設
の水素濃度低減
性能に関する説
明書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

原子炉格納施設
（核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵
施設と兼用）

汚濁防止膜（可搬型）

汚濁防止膜は，海洋への放射性物質の拡
散を抑制するため，設置場所に応じた高
さ及び幅を有する設計とする。必要数
は，各設置場所に必要な幅に対して汚濁
防止膜を二重に計2本設置することと
し，雨水排水路集水桝9箇所の設置場所
に計18本（高さ　約3m／個，幅　約3m／
個（12本），高さ　約2m／個，幅　約3m
／個（6本））及び放水路3箇所（高さ
約4m／個，幅 約4m／個（6本））の設
置場所に計6本の合計24本使用する設計
とする。また，予備については保守点検
は目視点検であり，保守点検中でも使用
可能であるため，保守点検用は考慮せず
に，破れ等の破損時の予備用として各設
置場所に対して2本の計24本を保管する
こととし，予備を含めた保有数として設
置場所12箇所分の合計48本を保管する。

高さ
幅

個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 メタルクラッド開閉装置

所内電気設備は，2系統の非常用母線等
（メタルクラッド開閉装置（6900V，
2000A以上のものを2母線），パワーセン
タ（480V，4000A以上のものを2母線），
モータコントロールセンタ（480V，800A
以上のものを14母線），動力変圧器
（3333kVA以上，6900/480Vのものを2
個））により構成することにより，共通
要因で機能を失うことなく，少なくとも
1系統は電力供給機能の維持及び人の接
近性の確保を図る設計とする。

電圧
電流

母線数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 パワーセンタ 同上
電圧
電流

母線数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 モータコントロールセンタ 同上
電圧
電流

母線数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 動力変圧器 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

非常用電源設備 緊急用断路器

これとは別に上記2系統の非常用母線等
の機能が喪失したことにより発生する重
大事故等の対応に必要な設備に電力を給
電する代替所内電気設備（常設代替交流
電源設備による代替所内電気設備への給
電）として，常設代替高圧電源装置，緊
急用断路器（6600V，1200A以上のものを
1個），緊急用メタルクラッド開閉装置
（6600V，1200A以上のものを1個），緊
急 用 動 力 変 圧 器 （ 2000kVA 以 上 ，
6900/480Vのものを1個），緊急用パワー
センタ（480V，3000A以上のものを1
個），緊急用モータコントロールセンタ
（480V，800A以上のものを3個），緊急
用計装交流主母線盤（50kVA以上，
480/240-120 Vのものを1個），緊急用直
流125V充電器（700A以上のものを1
個），緊急用直流125V主母線盤（125V，
1200A以上のものを1個），緊急用直流
125Vモータコントロールセンタ（125V，
400A以上のものを1個），緊急用直流
125V計装分電盤（125V，400A以上のもの
を1個），緊急用無停電電源装置，緊急
用無停電計装分電盤（120V，400A以上の
ものを1個）及び緊急用電源切替盤（交
流動力：65A以上を2個/直流動力：120A
以上を1個/直流計装：50A以上を2個/無
停電計装：50A以上を1個）を使用する。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急用メタルクラッド

開閉装置
同上

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用動力変圧器 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用パワーセンタ 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急用モータ

コントロールセンタ
同上

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用計装交流主母線盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

非常用電源設備 緊急用直流125V充電器

これとは別に上記2系統の非常用母線等
の機能が喪失したことにより発生する重
大事故等の対応に必要な設備に電力を給
電する代替所内電気設備（常設代替交流
電源設備による代替所内電気設備への給
電）として，常設代替高圧電源装置，緊
急用断路器（6600V，1200A以上のものを
1個），緊急用メタルクラッド開閉装置
（6600V，1200A以上のものを1個），緊
急 用 動 力 変 圧 器 （ 2000kVA 以 上 ，
6900/480Vのものを1個），緊急用パワー
センタ（480V，3000A以上のものを1
個），緊急用モータコントロールセンタ
（480V，800A以上のものを3個），緊急
用計装交流主母線盤（50kVA以上，
480/240-120 Vのものを1個），緊急用直
流125V充電器（700A以上のものを1
個），緊急用直流125V主母線盤（125V，
1200A以上のものを1個），緊急用直流
125Vモータコントロールセンタ（125V，
400A以上のものを1個），緊急用直流
125V計装分電盤（125V，400A以上のもの
を1個），緊急用無停電電源装置，緊急
用無停電計装分電盤（120V，400A以上の
ものを1個）及び緊急用電源切替盤（交
流動力：65A以上を2個/直流動力：120A
以上を1個/直流計装：50A以上を2個/無
停電計装：50A以上を1個）を使用する。

電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用直流125V主母線盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急用直流125Vモータ
コントロールセンタ

同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用直流125V計装分電盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用無停電計装分電盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急用電源切替盤 同上
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

非常用電源設備 可搬型代替低圧電源車接続盤

これとは別に上記2系統の非常用母線等
の機能が喪失したことにより発生する重
大事故等の対応に必要な設備に電力を給
電する代替所内電気設備（可搬型代替交
流電源設備による代替所内電気設備への
給電）として，可搬型代替低圧電源車，
可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出
力：440V， 1600A以上／直流入力：
210V，600A以上／直流出力：400A以上の
ものを2個），緊急用パワーセンタ，緊
急用モータコントロールセンタ，緊急用
計装交流主母線盤，緊急用直流125V充電
器，緊急用直流125V主母線盤，緊急用直
流125Vモータコントロールセンタ，緊急
用直流125V計装分電盤，緊急用無停電電
源装置，緊急用無停電計装分電盤及び緊
急用電源切替盤を使用する。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 可搬型整流器用変圧器

これとは別に上記2系統の非常用母線等
の機能が喪失し，緊急用125V系蓄電池が
枯渇するおそれがある場合に，重大事故
等の対応に必要な設備に電力を給電する
代替所内電気設備（可搬型代替直流電源
設備による代替所内電気設備への給電）
として，可搬型代替低圧電源車，可搬型
代替低圧電源車接続盤，可搬型整流器用
変圧器（150kVA以上，480/210Vのものを
2個），可搬型整流器，可搬型代替直流
電源設備用電源切替盤（125V，400A以上
のものを1個），緊急用直流125V主母線
盤，緊急用直流125Vコントロールセン
タ，緊急用直流125V計装分電盤，緊急用
無停電電源装置，緊急用無停電計装分電
盤及び緊急用電源切替盤を使用する。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
可搬型代替直流電源設備用

電源切替盤
同上

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 メタルクラッド開閉装置HPCS

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
は，重大事故等時に，メタルクラッド開
閉装置HPCS（6900V，2000A以上のものを
1個），動力変圧器HPCS（600kVA以上，
6900/480Vのものを1個）及びコントロー
ルセンタHPCS（480V，800A以上のものを
1個）に接続することにより，高圧炉心
スプレイ系ポンプ，高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧
炉心スプレイ系系統流量へ電力を給電で
きる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

非常用電源設備 動力変圧器HPCS

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
は，重大事故等時に，メタルクラッド開
閉装置HPCS（6900V，2000A以上のものを
1個），動力変圧器HPCS（600kVA以上，
6900/480Vのものを1個）及びコントロー
ルセンタHPCS（480V，800A以上のものを
1個）に接続することにより，高圧炉心
スプレイ系ポンプ，高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧
炉心スプレイ系系統流量へ電力を給電で
きる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 コントロールセンタHPCS 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急時対策所用

メタルクラッド開閉装置

常用電源設備からの受電が喪失した場合
の重大事故等対処設備（緊急時対策所用
代替電源設備による給電）として，緊急
時対策所用発電機は，緊急時対策所用メ
タルクラッド開閉装置（6600V，1200A以
上のものを1個），緊急時対策所用動力
変圧器（1400kVA以上，6900V/480Vのも
のを1個），緊急時対策所用パワーセン
タ（480V，1800A以上のものを1個），緊
急時対策所用モータコントロールセンタ
（480V，1200A以上/210V，800A以上のも
のを2個），緊急時対策所用100V分電盤
（105V，800A以上のものを2個/105V，
400A以上のものを1個），緊急時対策所
用直流125V主母線盤（125V，1200A以上
のものを1個），緊急時対策所用直流
125V分電盤（125V，800A以上のものを2
個）を経由して緊急時対策所用災害対策
本部操作盤，緊急時対策所用非常用換気
空調設備操作盤，緊急対策所非常用送風
機及び安全パラメータ表示システム（Ｓ
ＰＤＳ）へ給電できる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急時対策所用動力変圧器 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急時対策所用パワーセンタ 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急時対策所用モータ
コントロールセンタ

同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 緊急時対策所用100V分電盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

非常用電源設備
緊急時対策所用直流125V

主母線盤

常用電源設備からの受電が喪失した場合
の重大事故等対処設備（緊急時対策所用
代替電源設備による給電）として，緊急
時対策所用発電機は，緊急時対策所用メ
タルクラッド開閉装置（6600V，1200A以
上のものを1個），緊急時対策所用動力
変圧器（1400kVA以上，6900V/480Vのも
のを1個），緊急時対策所用パワーセン
タ（480V，1800A以上のものを1個），緊
急時対策所用モータコントロールセンタ
（480V，1200A以上/210V，800A以上のも
のを2個），緊急時対策所用100V分電盤
（105V，800A以上のものを2個/105V，
400A以上のものを1個），緊急時対策所
用直流125V主母線盤（125V，1200A以上
のものを1個），緊急時対策所用直流
125V分電盤（125V，800A以上のものを2
個）を経由して緊急時対策所用災害対策
本部操作盤，緊急時対策所用非常用換気
空調設備操作盤，緊急対策所非常用送風
機及び安全パラメータ表示システム（Ｓ
ＰＤＳ）へ給電できる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
緊急時対策所用直流125V

分電盤
同上

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 直流125V主母線盤

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，直流125V主
母線盤２Ａ・２Ｂ（125V，1200A以上の
ものを2個）及び直流125Vモータコント
ロールセンタ（125V，600A以上のものを
2個）及び非常用無停電計装分電盤
（120V，400A以上のものを2個）へ電力
を給電できる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
直流125Ｖモータ

コントロールセンタ
同上

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 非常用無停電計装分電盤 同上
電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備
直流±24V中性子モニタ用

分電盤

中性子モニタ用蓄電池A系・B系は，直流
±24V中性子モニタ用分電盤（±24V，
50A以上のものを2個）へ電力を給電でき
る設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）

非常用電源設備 直流125V主母線盤HPCS
125V系蓄電池HPCS系は，直流125Ⅴ主母
線盤HPCS（125V，800A以上のものを1
個）へ電力を給電できる設計とする。

電圧
電流
個数

設定根拠に
関する説明書
（別添）
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

浸水防護施設 取水ピット水位計

津波監視設備は，津波の襲来状況を監視
できる設計とする。津波・構内監視カメ
ラは，波力，漂流物の影響を受けない位
置，取水ピット水位計及び潮位計は波
力，漂流物の影響を受けにくい位置に設
置し，津波監視機能が十分に保持できる
設計とする。また，取水ピット水位計及
び潮位計は，多重化することにより，万
が一，漂流物の影響を受けた場合であっ
ても，影響を緩和する設計とする。さら
に，基準地震動ＳＳに対して，機能を喪

失しない設計とする。設計に当たって
は，自然条件（積雪，風荷重等）と組合
せを適切に考慮する。
津波監視設備のうち津波・構内監視カメ
ラは，所内常設直流電源設備から給電
し，暗視機能を有したカメラにより，昼
夜を問わず中央制御室及び緊急時対策所
建屋から監視できる設計とする。
津波監視設備のうち取水ピット水位計
は，所内常設直流電源設備から給電し，
T.P.-7.8 m～T.P.+2.3 mを計測範囲とし
て，非常用海水ポンプが設置された取水
ピットの下降側の水位を中央制御室及び
緊急時対策所建屋から監視できる設計と
する。
津波監視設備のうち潮位計は所内常設直
流電源設備から給電し，T.P.－5.0m～
T.P.＋20.0mを計測範囲として，津波の
上昇側の水位を中央制御室及び緊急時対
策所建屋から監視できる設計とする。

計測範囲

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

浸水防護施設 潮位計 同上 計測範囲

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

浸水防護施設 津波・構内監視カメラ 同上 －

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

浸水防護施設
自動検知・遠隔隔離システム

（検知器制御盤及び
検知監視盤）

漏えい蒸気の影響により、防護すべき設
備が要求される機能を損なうおそれがあ
る場合は、漏えい蒸気影響を緩和するた
めの対策を実施する。具体的には、蒸気
漏えいを早期に自動検知し、隔離（直ち
に環境温度が上昇し、健全性が確認され
ている条件を超えるおそれがある場合は
自動隔離、それ以外は中央制御室からの
遠隔手動隔離）を行うために、自動検
知・遠隔隔離システム（温度検出器、蒸
気遮断弁、検知制御盤及び検知監視盤）
を設置する。蒸気遮断弁は、補助蒸気系
統に設置し隔離信号発信後30秒以内に自
動隔離する設計とする。

蒸気遮断弁
自動隔離時間

発電用原子炉施
設の溢水防護に
関する説明書

浸水防護施設
自動検知・遠隔隔離システム

（温度検出器）
同上

蒸気遮断弁
自動隔離時間

発電用原子炉施
設の溢水防護に
関する説明書

浸水防護施設
自動検知・遠隔隔離システム

（蒸気遮断弁）
同上

蒸気遮断弁
自動隔離時間

発電用原子炉施
設の溢水防護に
関する説明書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

浸水防護施設 防護カバー

蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離だけ
では，防護すべき設備が要求される機能
を損なうおそれがある配管破断想定箇所
には，防護カバーを設置し，防護カバー
と配管のすき間（両側合計4mm 以下）を
設定することで漏えい蒸気影響を緩和す
る設計とする。

配管との隙間
発電用原子炉施
設の溢水防護に
関する説明書

緊急時対策所 酸素濃度計

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸
素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障
がない範囲にあることを把握できるよ
う，酸素濃度計（個数1（予備1）） 及
び二酸化炭素濃度計（個数1（予備1）
を保管する設計とする。

個数
緊急時対策所の
機能に関する説
明書

緊急時対策所 二酸化炭素濃度計

緊急時対策所には，緊急時対策所内の酸
素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障
がない範囲にあることを把握できるよ
う，酸素濃度計（個数1（予備1）） 及
び二酸化炭素濃度計（個数1（予備1）
を保管する設計とする。

個数
緊急時対策所の
機能に関する説
明書

代表施設 防護ネット

防護対策としては，防護ネット（硬鋼線
材：線径4mm，網目寸法40mm），防護鋼
板（炭素鋼：板厚16mm以上）及び架構に
より構成する飛来物防護設備，鋼製扉
（炭素鋼：板厚32mm以上）並びに防護壁
（鉄筋コンクリート：厚さ30cm以上）を
設置し，内包する防護対象施設の機能を
損なわないよう，防護対象施設の機能喪
失に至る可能性のある飛来物が防護対象
施設に衝突することを防止する設計とす
る。

材料
線径

網目寸法

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

代表施設 防護鋼板 同上
材料
厚さ

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

代表施設 防護扉 同上
材料
厚さ

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書

代表施設 防護壁 同上
材料
厚さ

発電用原子炉施
設の自然現象等
による損傷防止
に関する説明書
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施設区分 機器名

申請対象設備
明確にする必要

がある仕様
基本設計方針記載内容 記載資料名

代表施設 ホイールローダ

屋外アクセスルートに対する地震による
影響（周辺構造物の倒壊，周辺斜面の崩
壊及び道路面のすべり），その他自然現
象による影響（風（台風）及び竜巻によ
る飛来物，積雪，火山の影響）を想定
し，複数のアクセスルートの中から，早
期に復旧可能なアクセスルートを確保す
るため，障害物を除去可能なホイール
ローダを1セット2台使用する。ホイール
ロ一ダの保有数は，1セット2台，故障時
及び保守点検による待機除外時の予備と
して3台の合計5台を分散して保管する設
計とする。
また，降水及び地震による屋外タンクか
らの溢水に対しては，道路上への自然流
下も考慮した上で，通行への影響を受け
ない箇所にアクセスルートを確保する設
計とする。

台数

安全設備及び重
大事故等対処設
備が使用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る説明書

■
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Ⅴ-1-1-4-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 
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Ⅴ-1-1-4-別添 2-1 設定根拠に関する説明書（別添 2-1） 



 1

名   称 原子炉建屋外側ブローアウトパネル 

個   数 － 10 

【設定値根拠】 

 

 （概要） 

  原子炉建屋外側ブローアウトパネルは，高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟に漏えいし

て蒸気となり，原子炉建屋原子炉棟の圧力が上昇した場合において，外気との差圧により自動的

に開放し，原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

 

１．個数の設定値根拠 

  原子炉建屋外側ブローアウトパネルは，原子炉建屋５階，６階に合計 10 個設置する。 
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 2

名   称 ブローアウトパネル閉止装置 

個   数 － 10 

【設定値根拠】 

 

 （概要） 

  重大事故等時において，炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建屋ガス処理系を起動する際に，

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放している場合には，原子炉建屋原子炉棟の放射性物質

の閉じ込め機能を維持し，中央制御室にとどまる運転員を過度の被ばくから防護するため，ブロ

ーアウトパネル閉止装置を電動又は手動により閉操作し，原子炉建屋外側ブローアウトパネル開

口部を閉止できる設計とする。 

 

１．個数の設定値根拠 

  ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉建屋外側ブローアウトパネルと同数の合計 10 個設置す

る。 
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名   称 泡混合器 

最高使用圧力 MPa[gage] 1.73 

最高使用温度 ℃ 60 

【設 定 根 拠】 

 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため泡混合器は，以下の

機能を有する。 

 

 泡混合器は，航空機燃料火災に対応するため，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲

及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）に接続することで，泡消火剤を混合して放水できる設計と

する。 

 泡混合器の保有数は，航空機燃料火災に対応するため，１個と故障時の予備として１個の合計

２個を保管する。  

 

１．最高使用圧力  

 泡混合器を重大事故当時において使用する場合の最高使用圧力は，原子炉建屋原子炉棟屋上（地

上高約 56m）への放水が可能な圧力（1.0MPa[gage]）以上を満足する値である，メーカーが規定す

る 1.73MPa[gage]とする。 

 

２．最高使用温度 

泡混合器の最高使用温度は，供給ラインを考慮し接続するホースの最高使用温度である 60℃と

する。 
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名            称 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

容         量  m３ 約 1 

個         数 個 5 

泡 消 火 薬 剤 量 m３ 5 

【設 定 根 拠】 

  原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するための泡消火薬

剤の保有量については，以下のとおりとする。 

 

 泡原液の容量は，空港に配備されるべき防災レベル等について記載されている，国際

民間航空機関（ICAO）発行の空港業務マニュアル（第 1部）（以下，「空港業務マニュ

アル」という。）を基に設定する。 

 

 設定にあたっては，空港業務マニュアルで離発着機の大きさにより空港カテゴリーが

定められており，最大であるカテゴリー10を適用する。また，保有している泡消火薬剤

は，1％水成膜泡消火薬剤であり，空港業務マニュアルでは性能レベル B に該当する。 

 

 空港カテゴリー10 かつ性能レベル B の泡消火薬剤に要求される混合水溶液の放射量は

11,200L／min（672m３／h）であり，発泡のために必要な水の量は 32,300L（32.3m３）で

ある。 

 

 必要な泡消火薬剤原液は,32,300L（32.3m３）×1％＝323L（0.323m３）に対して，空港

業務マニュアルでは 2 倍の量 323L×2=646L（0.646 m３）を保有することが規定されてい

る。 

 

 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災においては，燃料の漏えい

が拡大する可能性があることから，泡消火薬剤の保有量は空港業務マニュアルで定めら

れた規定量に余裕を考慮し，672m３／h を上回る 1,338m３／h で約 20分放射できる量で

ある 5m３，予備として 5m３を保有することとする。 

 

なお，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）の保有数は，約 1m３容器を 5 個，予備として

約 1m３容器を 5 個の計 10個保有する。 
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Ⅴ-1-1-4-別添 2-2 設定根拠に関する説明書（別添 2-2） 
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名 称 緊急用断路器 

容     量 A/個 1200 

個     数 - 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用断路器は，以下の機能を有する。 

 

緊急用断路器は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）したこ

とにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するため，常設代替高圧電源装置の電力を必要な設備に供給する設備として設置する。 

緊急用断路器は，常設代替高圧電源装置の電力を受電し，緊急用メタルクラッド開閉装置

を経由して緊急用海水ポンプへ給電する他，緊急用パワーセンタ並びに緊急用モータコント

ロールセンタを介して低圧負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用断路器の母線電圧は 6600 V とする。 

 

1. 容量について 

緊急用断路器の母線容量は，重大事故等時に必要な容量に基づき設計した常設代替高圧

電源装置の容量を基に設計する。 

常設代替高圧電源装置 1個の電流は，Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関す

る説明書」にて示す常設代替高圧電源装置の容量 1,725 kVA に対し，以下の通り 151 A で

ある。 

  =   3 ×  = 1725 3 × 6.6 = 151 
 

I：電流（A/個） 

Q：常設代替高圧電源装置の容量（kVA)＝1725 

V：電圧（kV）＝6.6 

 

常設代替高圧電源装置は 5 個運転することから，緊急用断路器の母線容量は，755 A

（=151A×5 個）に対して十分な余裕を有する 1200 A/個とする。 

 

2. 個数について 

緊急用メタルクラッド開閉装置の設置個数は，常設代替高圧電源装置の電力を必要な設 

備に供給するための個数として 1 とする。 
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名 称 緊急用メタルクラッド開閉装置 

容     量 A/個 1200 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用メタルクラッド開閉装置は，以下の機能を有する。 

緊急用メタルクラッド開閉装置は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電

源喪失）したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止するため，常設代替高圧電源装置の電力を必要な設備に供給する代替所内電気設

備として設置する。 

緊急用メタルクラッド開閉装置は，常設代替電源設備である常設代替高圧電源装置の電力を

緊急用断路器から受電し，緊急用海水ポンプへ給電する他，緊急用パワーセンタ並びに緊急用

モータコントロールセンタを介して，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用メタルクラッド開閉装置の母線電圧は，上流に設置されている常設代替高圧電

源装置の電圧と同じ 6600 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用メタルクラッド開閉装置の母線容量は，重大事故等時に必要な容量に基づき設計した

常設代替高圧電源装置の容量を基に設定する。 

常設代替高圧電源装置の電流は，資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説

明書」にて示す常設代替高圧電源装置の容量 1,725 kVA/個に対し，以下の通り 151 A/個であ

る。 

  =   3 ×  = 1725 3 × 6.6 = 151 
 

I：電流（A/個） 

Q：常設代替高圧電源装置の容量（kVA/個)＝1725 

V：電圧（kV）＝6.6（6600 V） 

 

常設代替高圧電源装置は 5 個運転することから，緊急用メタルクラッド開閉装置の母線容量

は，755 A（=151 A×5個）に対して十分な余裕を有する 1200 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用メタルクラッド開閉装置の設置個数は，常設代替高圧電源装置の電力を必要な設備に

供給するための個数として 1 とする。 
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名 称 緊急用動力変圧器 

容     量 kVA/個 2000 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用動力変圧器は，以下の機能を有する。 

緊急用動力変圧器は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使

用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するため，常設代替交流電源設備の電力を必要な設備に供給する代替所内電気設備として設置

する。 

緊急用動力変圧器は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の電力を緊急用メ

タルクラッド開閉装置から受電し，緊急用パワーセンタ及び緊急用モータコントロールセンタ

を介して，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用動力変圧器の電圧は，上流に設置されている緊急用メタルクラッド開閉装置と

下流に設置されている緊急用パワーセンタの母線電圧より 6900 V/480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用動力変圧器の容量は，上流に設置されている緊急用メタルクラッド開閉装置から下流

に設置されている緊急用パワーセンタへ供給される容量に対し十分な余裕を有する容量とし

て 2000 kVA/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用動力変圧器の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するため

に必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急用パワーセンタ 

容     量 A/個 3000 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用パワーセンタは，以下の機能を有する。 

緊急用パワーセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）したこ

とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止す

るため，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電力を必要な設備に供給する代

替所内電気設備として設置する。 

緊急用パワーセンタは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の電力を緊急用

メタルクラッド開閉装置から受電し，直接又は緊急用モータコントロールセンタを介して低圧

負荷へ給電できる設計とする。また，常設代替交流電源設備が機能喪失した場合においても，

可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車の電力を可搬型代替低圧電源車接続盤

から受電することにより，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用パワーセンタの母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧に電圧降下を

考慮して 480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用パワーセンタの母線容量は，上流に設置されている緊急用動力変圧器及び可搬型代替

低圧電源車の容量を下流に設置されている負荷へ供給できる設計とする。 

緊急用動力変圧器の容量は 2000 kVA，可搬型代替低圧電源車の容量は 1000 kVA(500kVA×2

台)であり，緊急用動力変圧器の容量を供給する場合の電流が最大となることから，電流は以

下のとおり 2406 A となる。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝2000÷(√3×0.48)＝2406 

 

     I：電流（A） 

     Q：必要な容量（kVA）＝2000 

     V：電圧（kV）＝0.48 

 

したがって，緊急用パワーセンタの母線容量は，2406 A に対し，十分な余裕を有する 3000 A/

個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用パワーセンタの個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するた

めに必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急用モータコントロールセンタ 

容 量 A/個 800 

個 数 － 3 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用モータコントロールセンタは，以下の機能を有する。 

緊急用モータコントロールセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器

の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止するため，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電力を必要な設備に

供給する代替所内電気設備として設置する。 

緊急用モータコントロールセンタは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の

電力を緊急用パワーセンタから受電し，低圧負荷へ給電できる設計とする。また，常設代替交

流電源設備が機能喪失した場合においても，可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車の電力を可搬型代替低圧電源車接続盤を介して緊急用パワーセンタから受電することに

より，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用モータコントロールセンタの電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧に電

圧降下を考慮して 480 V とする。 

 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用モータコントロールセンタの母線容量は，上流に設置されている緊急用パワーセンタ

から供給される容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給できる容量として 800 A/個と

する。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用モータコントロールセンタの個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等

を防止するために必要な電力の確保に必要な個数である 3 とする。 
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名 称 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 

容     量 A/個 400 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，以下の機能を有する。 

可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，設計基準事故対処施設の電源が喪失（全交流動力

電源喪失及び蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，直流電源を必要な設備に供給する代替所内電源設

備として設置する。 

本系統は，可搬型代替低圧電源車から可搬型低圧電源車接続盤にて受電し，可搬型整流器用

変圧器及び可搬型整流器を介して可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へ直流電源を供給する

構成とし，その後，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤に直流 125V 主母線盤 2A，直流 125V

主母線盤 2B 又は緊急用直流 125V 主母線盤を接続することで，直流電源を必要な設備に供給で

きる設計とする。 

なお，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧

と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の母線容量は，可搬型整流器の容量を基に設計する。

可搬型整流器の出力電流は，資料Ⅴ-1-1-4-8-1-56「設定根拠に関する説明書（可搬型整流

器）」に示す通り 400 A（100 A/個の可搬型整流器を 4個）である。 

したがって，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の母線容量は，可搬型整流器 4 個分の最

大出力電流と同じ 400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

可搬型代替直流電源設備用電源切替盤の設置個数は，直流 125V 主母線盤 2A，直流 125V 主

母線盤 2B又は緊急用直流 125V 主母線盤へ接続するための個数として 1 とする。 
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名 称 緊急用電源切替盤 

容     量 A/個 50／65／120 

個     数 － 6 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用電源切替盤は，以下の機能を有する。 

緊急用電源切替盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生

した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，常設代替交流電源

設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の電力を必要な設備に供給する代

替所内電気設備として設置する。 

 

(1) 緊急用交流電源切替盤 

緊急用交流電源切替盤は，設計基準事故対処設備から受電して使用している負荷につい

て，重大事故等時に受電先を緊急用モータコントロールセンタに切替えて負荷へ給電でき

る設計とする。 

 

(2) 緊急用直流電源切替盤 

緊急用直流電源切替盤は，設計基準事故対処設備から受電して使用している負荷につい

て，重大事故等時に受電先を緊急用直流 125V モータコントロールセンタに切替えて負荷へ

給電できる設計とする。 

 

(3) 緊急用直流計装電源切替盤 

緊急用直流計装電源切替盤は，設計基準事故対処設備から受電して使用している負荷に

ついて，重大事故等時に受電先を緊急用直流 125V 計装分電盤に切替えて負荷へ給電できる

設計とする。 

 

(4) 緊急用無停電計装電源切替盤 

緊急用無停電計装電源切替盤は，設計基準事故対処設備から受電して使用している負荷

について，重大事故等時に受電先を緊急用無停電計装分電盤に切替えて負荷へ給電できる

設計とする。 
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1. 容量の設定根拠 

1.1 緊急用交流電源切替盤 

緊急用交流電源切替盤の容量は，重大事故等の対応において当該盤から切替を行う負荷の

うち，容量が最大となる負荷をもとに設定する。最大容量の負荷に電力を供給できる容量と

して 65 A/個とする。 

 

1.2 緊急用直流電源切替盤 

緊急用直流電源切替盤の容量は，重大事故等の対応において当該盤から切替を行う負荷の

うち，容量が最大となる負荷をもとに設定する。最大容量の負荷に電力を供給できる容量と

して 120 A/個とする。 

 

1.3 緊急用直流計装電源切替盤 

緊急用直流計装電源切替盤の容量は，重大事故等の対応において当該盤から切替を行う負

荷のうち，容量が最大となる負荷をもとに設定する。最大容量の負荷に電力を供給できる容

量として 50 A/個とする。 

 

1.4 緊急用無停電計装電源切替盤 

緊急用無停電計装電源切替盤の容量は，重大事故等の対応において当該盤から切替を行う

負荷のうち，容量が最大となる負荷をもとに設定する。最大容量の負荷に電力を供給できる

容量として 50 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用電源切替盤の個数は，以下の合計より 6 とする。 

2.1 緊急用交流電源切替盤 

緊急用交流電源切替盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 2 とする。 

 

2.2 緊急用直流電源切替盤 

緊急用直流電源切替盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 

 

2.3 緊急用直流計装電源切替盤 

緊急用直流計装電源切替盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 2 とする。 

 

2.4 緊急用無停電計装電源切替盤 

緊急用無停電計装電源切替盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を

防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1とする。 
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名 称 可搬型代替低圧電源車接続盤 

容     量 A/個

交流入出力 1600 

直 流 入 力 600 

直 流 出 力 400 

個     数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する可搬型代替低圧電源車接続盤は，以下の機能を有する。 

可搬型代替低圧電源車接続盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，可搬型代

替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の電力を必要な設備に供給する代替所内電気設

備として設置する。 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合，可搬型代替交流

電源設備である可搬型代替低圧電源車から受電し，パワーセンタ 2C，パワーセンタ 2D 又は緊

急用パワーセンタを介して負荷へ交流電源を給電できる設計とする。 

さらに，設計基準事故対処設備の直流電源の喪失（蓄電池の枯渇）が重畳した場合，以下の

(1)～(3)により可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を介して，必要な負荷に直流電源を給電

できる設計とする。 

 

(1) 可搬型代替低圧電源車接続盤は，可搬型代替低圧電源車の電力（交流）を受電し，可搬

型整流器用変圧器へ給電する。 

(2) 可搬型代替低圧電源車接続盤は，可搬型整流器用変圧器で降圧された電力（交流）を受

電し，可搬型整流器へ給電する。 

(3) 可搬型代替低圧電源車接続盤は，可搬型整流器で変換された電力（直流）を受電し，可

搬型代替直流電源設備用電源切替盤へ給電する。 

 

1. 容量の設定根拠 

可搬型代替低圧電源車接続盤の容量は，重大事故等時に必要な容量に基づき設計した可搬型

代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車並びに可搬型代替直流電源設備である可搬型

代替低圧電源車及び可搬型整流器の容量を供給できる容量として 1600 A/個（交流入出力），

600 A/個（直流入力）及び 400 A/個（直流出力）とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

可搬型代替低圧電源車接続盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 2 とする。 
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名 称 緊急用直流 125V モータコントロールセンタ 

容     量 A/個 400 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用直流 125V モータコントロールセンタは，以下の機能を有す

る。 

緊急用直流 125V モータコントロールセンタは，設計基準事故対処設備ｐの電源が喪失（全

交流動力電源喪失及び蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停

止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，直流電源を必要な設備に供給する代替所内

電気設備として設置する。 

緊急用直流 125V モータコントロールセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交

流動力電源喪失及び蓄電池の枯渇）した場合に所内常設直流電源設備である緊急用 125V 系蓄

電池の電力を緊急用直流 125V 主母線盤から受電し，電動弁へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用直流 125V モータコントロールセンタの電圧は，下流に設置されている各電動

弁の電圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用直流 125V モータコントロールセンタの母線容量は，重大事故等の対応に必要な各電

動弁に電力を供給できる容量として 400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用直流 125V モータコントロールセンタの個数は，重大事故等対処設備として炉心の著

しい損傷等を防止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急用直流 125V 主母線盤 

容     量 A/個 1200 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用直流 125V 主母線盤は，以下の機能を有する。 

緊急用直流 125V 主母線盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及

び蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するため，直流電源を必要な設備に供給する代替所内電気設備として設置

する。 

緊急用直流 125V 主母線盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及

び蓄電池の枯渇）した場合に，常設代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池の電力を緊

急用直流 125V 充電器から受電し，緊急用直流 125V 計装用分電盤を介して制御計装負荷に給電

し，また，緊急用直流 125V モータコントロールセンタを介して電動弁に給電できる設計とす

る。 

また，常設代替直流電源設備が機能喪失した場合においても，可搬型代替直流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車の電力を可搬型代替低圧電源車接続盤，可搬型整流器用変圧器及び可

搬型整流器を介して可搬型代替直流電源設備用電源切替盤から受電することにより，必要な負

荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用直流 125V 主母線盤の電圧は，上流に設置されている緊急用 125V 系蓄電池の電

圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用直流 125V 主母線盤の母線容量は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力を供給で

きる容量として 1200 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用直流 125V 主母線盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1とする。 
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名 称 緊急用直流 125V 計装分電盤 

容     量 A/個 400 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用直流 125V 計装分電盤は，以下の機能を有する。 

緊急用直流 125V 計装分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失

及び蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止するため，直流電源を必要な設備に供給する代替所内電気設備として設

置する。 

緊急用直流 125V 計装分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失

及び蓄電池の枯渇）した場合に，所内常設直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池の電力を，

緊急用直流 125V 充電器を介して緊急用直流 125V 主母線盤から受電し，制御計装負荷に給電で

きる設計とする。 

また，常設代替直流電源設備が機能喪失した場合においても，可搬型代替直流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車の電力を可搬型代替低圧電源車接続盤，可搬型整流器用変圧器，可搬

型整流器，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤を介して緊急用直流 125V 主母線盤から受電

することにより，必要な負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用直流 125V 計装分電盤の電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧と同じ 125 

V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用直流 125V 計装分電盤の容量は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力を供給でき

る容量として 400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用直流 125V 計装分電盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急用直流 125V 充電器 

容     量 A/個 700 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用直流 125V 充電器は，以下の機能を有する。 

緊急用直流 125V 充電器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力

を確保するために設置する。 

緊急用直流 125V 充電器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び

蓄電池の枯渇）した場合に，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の電力を緊急

用モータコントロールセンタから受電し，直流電源に変換して給電できる設計とする。また，

常設代替電源設備が機能喪失した場合においても，可搬型代替交流電源設備である可搬型代替

低圧電源車の電力を，可搬型代替低圧電源車接続盤及び緊急用パワーセンタを介して緊急用モ

ータコントロールセンタから受電し，直流電源に変換して給電できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用直流 125V 充電器は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力を供給でき，緊急用 125V

系蓄電池に充電できる容量として 700 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用直流 125V 充電器の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急用計装交流主母線盤 

容     量 kVA/個 50 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用計装交流主母線盤は，以下の機能を有する。 

緊急用計装交流主母線盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）し

たことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備の電力を供給する代替所内電

気設備として設置する。 

緊急用計装交流主母線盤は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の電力を緊

急用モータコントロールセンタから受電し，計装制御負荷へ給電できる設計とする。また，常

設代替交流電源設備が機能喪失した場合においても，可搬型代替交流電源設備である可搬型代

替低圧電源車の電力を，可搬型代替低圧電源車接続盤，緊急用パワーセンタを介して緊急用モ

ータコントロールセンタから受電することにより，計測制御負荷へ給電できる設計とする。 

なお，緊急用計装交流主母線盤に実装される変圧器の電圧は，上流に設置されている緊急用

モータコントロールセンタの電圧と下流に設置されている各負荷の電圧に電圧降下を考慮し

た 480 V/240 V-120 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用計装交流主母線盤に実装される変圧器の容量は，重大事故等の対応に必要な計測制御

負荷に電力を供給できる容量として 50 kVA/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用計装交流主母線盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 非常用無停電計装分電盤 

容     量 A/個 400 

個     数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する非常用無停電計装分電盤は，以下の機能を有する。 

非常用無停電計装用分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）

したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するため，非常用無停電電源装置の電力を核計装系の監視設備等に供給するために設置す

る。なお，非常用無停電計装分電盤の母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧に電圧

降下を考慮して 120 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

非常用無停電計装分電盤の母線容量は，上流に設置されている非常用無停電電源装置の容量

を下流に設置されている負荷へ供給できる設計とする。 

非常用無停電電源装置の容量は 35 kVA であり，電流は以下の通り 292 A となる。 

 

I＝Q÷V＝35÷0.12＝292 

 

     I：電流（A） 

     Q：必要な容量（kVA）＝35 

     V：電圧（kV）＝0.12 

 

したがって，非常用無停電計装分電盤の母線容量は，292 A に対し，十分な余裕を有する 

400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

非常用無停電計装分電盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 2 とする。 
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名 称 緊急用無停電計装分電盤 

容     量 A/個 400 

個     数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する緊急用無停電計装分電盤は，以下の機能を有する。 

緊急用無停電計装分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び

蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止するため，緊急用無停電電源装置の電力を重大事故等時の監視，操作に必要

な設備等に供給するための設備として設置する。なお，緊急用無停電計装分電盤の母線電圧は，

下流に設置されている各負荷の電圧に電圧降下を考慮して 120 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急用無停電計装分電盤の母線容量は，上流に設置されている緊急用無停電電源装置の容量

を下流に設置されている負荷へ供給できる設計とする。 

緊急用無停電電源装置の容量は 35 kVA であり，電流は以下の通り 292 A となる。 

 

I＝Q÷V＝35÷0.12＝292 

 

     I：電流（A） 

     Q：必要な容量（kVA）＝35 

     V：電圧（kV）＝0.12 

 

したがって，緊急用無停電計装分電盤の母線容量は，292 A に対し，十分な余裕を有する 

400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急用無停電計装分電盤の個数は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 可搬型整流器用変圧器 

容     量 kVA/個 150 

個     数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する可搬型整流器用変圧器は，以下の機能を有する。 

可搬型整流器用変圧器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び

蓄電池の枯渇）したことにより重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するため，直流電源を必要な設備に供給する代替所内電源設備として設

置する。 

本系統は，可搬型代替低圧電源車から可搬型低圧電源車接続盤にて受電し，可搬型整流器

用変圧器及び可搬型整流器を介して可搬型代替直流電源設備用電源切替盤へ直流電源を供給

する構成とし，その後，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤に直流 125V 主母線盤 2A，直

流 125V 主母線盤 2B 又は緊急用直流 125V 主母線盤を接続することで，直流電源を必要な設

備に供給できる設計とする。 

なお，可搬型整流器用変圧器の電圧は，上流に設置されている可搬型代替低圧電源車と下

流に設置されている可搬型整流器電圧に応じて 480 V/210 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

可搬型整流器用変圧器は，下流に設置されている可搬型整流器へ供給される電力に対し十分

な余裕を有する設計とする。 

可搬型整流器の出力電力は，資料Ｖ-1-1-4-8-1-56「設定根拠に関する説明書（可搬型整流

器）」に示す通り 15 kW/個であり、4 個合計で 60 kW である。 

したがって，可搬型整流器用変圧器の容量は，可搬型整流器の出力電力に，可搬型整流器の

入力力率と入出力変換効率を踏まえ，以下の通り 112 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf÷ef＝60÷0.6÷0.9＝112 

 

    Q ：可搬型整流器用変圧器の必要容量（kVA） 

     P ：可搬型整流器出力電力 (kW) ＝60 

     pf：力率 ＝0.6 

ef：効率 ＝0.9 

 

以上により，可搬型整流器用変圧器の容量は，112 kVA に対し，十分な余裕を有する 150 

kVA/個とする。 
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2. 個数の設定根拠 

可搬型整流器用変圧器の設置個数は，分散設置された可搬型代替低圧電源車接続盤の個数と

同じ 2とする。 
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名 称 格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置 

吐出圧力 MPa 0.62 以上 

【設定根拠】 

（概要） 

格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷が

発生した場合において，格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための

監視設備（水素濃度監視）として，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを格納容器内水素濃度（Ｓ

Ａ）へ供給するために設置する。 

 

1. 吐出圧力 

格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置を重大事故等対処設備として使用する場合の吐出

圧力は，原子炉格納容器の重大事故時における使用圧力の 0.62 MPa 以上とする。 

 

公称値については，要求される吐出圧力を上回る 0.9 MPa とする。 
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Ⅴ-1-1-4-別添 2-3 設定根拠に関する説明書（別添 2-3） 
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名 称 メタルクラッド開閉装置 

容 量 A/個 2000 

個 数 － 2＊1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用するメタルクラッド開閉装置は，以下の機能を有する。 

メタルクラッド開閉装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な

電力を確保するために設置する。 

メタルクラッド開閉装置は，多重性を持たせ 2 系統の母線で構成し，工学的安全施設に関

係する高圧補機と発電所の保安に必要な高圧補機へ必要な電力を供給できる設計とする。ま

た，動力変圧器を通じて降圧し，非常用低圧母線（パワーセンタ及びモータコントロールセ

ンタで構成）へ必要な電力を供給できる設計とする。 

なお，メタルクラッド開閉装置の母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧を考慮

し 6900 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

メタルクラッド開閉装置の母線容量は，発電所を安全に停止するために必要な容量，工学

的安全施設作動時に必要な容量，重大事故等時に必要な容量に基づき設計した非常用ディー

ゼル発電機の容量を基に設計する。 

非常用ディーゼル発電機の電流は，資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関す

る説明書」にて示す非常用ディーゼル発電機の容量 6500 kVA に対し，以下のとおり 544 A で

ある。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝6500÷(√3×6.9)＝544 

     I：電流（A） 

     Q：ディーゼル発電機の容量（kVA）＝6500 

     V：電圧（kV）＝6.9 

 

したがって，メタルクラッド開閉装置の母線容量は，約 544 A に対し，十分な余裕を有す

る 2000 A/個とする。 

 

 

2. 個数の設定根拠 

メタルクラッド開閉装置は，2 系統の非常用母線により構成し，共通要因で機能を失うこと

なく，少なくとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とするた
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め，個数は 2＊1とする。 

 

注記 ＊1：メタルクラッド開閉装置のうち非常用のメタルクラッド開閉装置の個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
4
-別

添
2
-
3
 
R
0 

名 称 メタルクラッド開閉装置 HPCS 

容 量 A/個 2000 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用するメタルクラッド開閉装置 HPCS は，以下の機能を有する。 

メタルクラッド開閉装置 HPCS は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するた

めに設置する。 

メタルクラッド開閉装置 HPCS は，高圧炉心スプレイ系に関係する高圧補機へ必要な電力を

供給できる設計とする。また，動力変圧器 HPCS を通じて降圧し，モータコントロールセンタ

HPCS へ必要な電力を供給できる設計とする。 

なお，メタルクラッド開閉装置の母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧を考慮

し 6900 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

メタルクラッド開閉装置 HPCS の母線容量は，非常用炉心冷却設備作動時に必要な容量に基

づき設計した高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の容量を基に設計する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の電流は，資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力

の決定に関する説明書」にて示すディーゼル発電機の容量 3500 kVA に対し，以下のとおり

293 A である。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝3500÷(√3×6.9)＝293 

 

     I：電流（A） 

     Q：ディーゼル発電機の容量（kVA）＝3500 

     V：電圧（kV）＝6.9 

 

したがって，メタルクラッド開閉装置 HPCS の母線容量は，約 293 A に対し，十分な余裕を

有する 2000 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

メタルクラッド開閉装置 HPCS は，1 系統の高圧炉心スプレイ系負荷に必要な電力を供給す

る設計とするため，個数は 1 とする。 
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名 称 パワーセンタ 

容 量 A/個 4000 

個 数 － 2＊1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用するパワーセンタは，以下の機能を有する。 

パワーセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保

するために設置する。 

パワーセンタは，多重性を持たせ 2 系統の母線で構成し，工学的安全施設に関係する低圧

補機と発電所の保安に必要な低圧補機へ必要な電力を供給できる設計とする。 

また，パワーセンタは，2 系統の非常用母線により構成することにより，共通要因で機能を

失うことなく，少なくとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計と

する。 

なお，パワーセンタの母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧を考慮し 480 V と

する。 

 

1. 容量の設定根拠 

パワーセンタの母線容量は，上流に設置されている動力変圧器から下流に設置されている

各負荷へ供給される容量に対し十分な余裕を有する設計とする。 

発電所を安全に停止するために必要な容量，工学的安全施設作動時に必要となる容量，重

大事故等時に必要な容量のうち，パワーセンタについて最も多くの容量を要する発電所を安

全に停止するために必要となる負荷を表 1-1 及び表 1-2 に示す。 
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表 1-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2C 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ A 468

(2)残留熱除去系ポンプ A 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ A 895

(4)残留熱除去系海水系ポンプ C 895

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ A 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ A 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ A 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 190

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1190

負荷合計 5051

 

表 1-2 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2D 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ B 468

(2)残留熱除去系ポンプ B 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ B 893

(4)残留熱除去系海水系ポンプ D 893

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ B 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ B 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ B 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 180

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1281

負荷合計 5128
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表 1-1 及び表 1-2 に示す負荷のうち，パワーセンタから供給される負荷は(5)～(12)の負荷

であり，供給される容量が最も大きくなるのは 2D 系のパワーセンタとなる。その容量は約

2280 kW となることから，容量は以下のとおり約 2850 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf＝2280÷0.8＝2850 

 

     Q ：パワーセンタの容量（kVA） 

     P ：必要負荷(kW) ＝約 2280 kW 

     pf：力率（平均） ＝0.8 

 

したがって，パワーセンタの容量である 2850 kVA に対し，電流は以下のとおり約 3429 A

である。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝2850÷(√3×0.48)＝ 3429 

 

     I：電流（A） 

     Q：パワーセンタの容量（kVA）＝ 2850 

     V：電圧（kV）＝ 0.48 

 

以上により，パワーセンタの母線容量は約 3429 A に対し，十分な余裕を有する 4000 A/個

とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

パワーセンタは，2 系統の非常用母線により構成し，共通要因で機能を失うことなく，少な

くとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とするため，個数は 2＊1

とする。 

 

注記 ＊1：パワーセンタのうち非常用のパワーセンタの個数 

   ＊2：資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」より抜粋 
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名 称 モータコントロールセンタ 

容 量 A/個 800 

個 数 － 14 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用するモータコントロールセンタは，以下の機能を有する。 

モータコントロールセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために設置する。 

モータコントロールセンタは，多重性を持たせ 2 系統で構成し，工学的安全施設に関係す

る低圧補機と発電所の保安に必要な低圧補機へ必要な電力を供給できる設計とする。 

また，モータコントロールセンタは，2 系統で構成することにより，共通要因で機能を失う

ことなく，少なくとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

なお，モータコントロールセンタの母線電圧は，上流に設置されているパワーセンタの電

圧と同じ 480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

モータコントロールセンタの母線容量は，上流に設置されているパワーセンタから供給さ

れる容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給できる設計とする。 

発電所を安全に停止するために必要な容量，工学的安全施設作動時に必要となる容量，重

大事故等時に必要な容量のうち，モータコントロールセンタについて最も多くの容量を要す

る，発電所を安全に停止するために必要となる負荷を表 1-1 及び表 1-2 に示す。 
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表 1-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2C 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ A 468

(2)残留熱除去系ポンプ A 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ A 895

(4)残留熱除去系海水系ポンプ C 895

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ A 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ A 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ A 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 190

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1190

負荷合計 5051

 

表 1-2 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2D 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ B 468

(2)残留熱除去系ポンプ B 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ B 893

(4)残留熱除去系海水系ポンプ D 893

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ B 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ B 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ B 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 180

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1281

負荷合計 5128

 

表 1-1 及び表 1-2 に示す負荷のうち，モータコントロールセンタから供給される負荷は(8)

～(12)の負荷である。これらの負荷を各モータコントロールセンタの母線毎に振り分けた結

果を表 2 に示す。 
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表 2 発電所を安全に停止するために必要な負荷（モータコントロールセンタ） 

名称 2C-1 2C-2 2C-3 2C-4 2C-5 2C-6 2C-7 2C-8 2C-9 

容量(kW) 85.6 26.0 183.6 109.6 15.6 364.0 391.6 231.0 288.0

名称 2D-1 2D-2 2D-3 2D-4 2D-5 2D-6 2D-7 2D-8 2D-9 

容量(kW) 205.6 18.6 110.0 109.6 18.6 412.0 391.6 245.0 286.0

 

表 2 に示す 18 個＊1のモータコントロールセンタのうち，供給される容量が最も大きくなる

のは，モータコントロールセンタ 2D-6 であり，その容量は 412 kW/個であることから，容量

は以下のとおり 515 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf＝412÷0.8＝515 

     Q ：モータコントロールセンタの容量（kW） 

     P ：必要負荷(kW) ＝412 

     pf：力率（平均） ＝0.8 

 

したがって，モータコントロールセンタの容量である 515 kVA に対し，電流は以下のとお

り 620 A である。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝515÷(√3×0.48)＝ 620 

     I：電流（A） 

     Q：モータコントロールセンタの容量（kVA）＝ 515 

     V：電圧（kV）＝ 0.48 

 

以上により，モータコントロールセンタの母線容量は 620 A に対し，十分な余裕を有する

800 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

モータコントロールセンタは，2 系統で構成し，共通要因で機能を失うことなく，少なくと

も 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。重大事故等時に必

要な個数としては各系列 7 個とし，合計 14個＊2設置する。 

 

注記 ＊1：モータコントロールセンタのうち，非常用のモータコントールセンタの個数 

   ＊2：モータコントロールセンタのうち，発電所を安全に停止するために必要な設

備，工学的安全施設作動時に必要となる設備及び重大事故等時に必要な設備が

設置されている原子炉建屋（付属棟含む）のモータコントロールセンタを示

す。 

   ＊3：資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」より抜粋 
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名 称 モータコントロールセンタ HPCS 

容 量 A/個 800 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用するモータコントロールセンタ HPCS は，以下の機能を有する。 

モータコントロールセンタ HPCS は，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷

を防止するために必要な電力を確保するために設置する。 

モータコントロールセンタ HPCS は，非常用炉心冷却設備である高圧炉心スプレイ系の低圧

補機へ必要な電力を供給できる設計とする。 

なお，モータコントロールセンタ HPCS の母線電圧は．上流に設置されている動力変圧器

HPCS の二次側の電圧と同じ 480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

モータコントロールセンタ HPCS の母線容量は，上流に設置されている動力変圧器 HPCS か

ら供給される容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給できる設計とする。 

非常用炉心冷却設備のうち高圧炉心スプレイ系の作動時に必要な負荷は表 1 のとおりであ

る。 

 

表 1 非常用炉心冷却設備作動時に必要な負荷（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）＊1 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)高圧炉心スプレイ系ポンプ 1881

(2)ディーゼル室換気装置 38

(3)蓄電池用充電器 10

(4)その他のモータコントロールセンタ負荷  63

負荷合計 1992

 

表 1 に示す負荷のうち，モータコントロールセンタ HPCS から供給される負荷は(2)から(4)

の負荷であり，その容量は 111 kW であることから，容量は以下のとおり 139 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf＝111÷0.8＝ 139 

 

    Q ：モータコントロールセンタの容量（kVA） 

     P ：必要負荷(kW) ＝ 111 

     pf：力率（平均） ＝ 0.8 
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したがって，モータコントロールセンタ HPCS の容量である約 139 kVA に対し，電流は以下

のとおり約 181 A である。 

 

I＝P÷(√3×V)＝139÷(√3×0.48)＝168 

 

     I：電流（A） 

     Q：モータコントロールセンタ HPCS の容量（kVA）= 139 

     V：電圧（kV）= 0.48 

 

以上により，モータコントロールセンタ HPCS の母線容量は約 168 A に対し，十分な余裕を

有する 800 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

  モータコントロールセンタ HPCS は，1 系統の高圧炉心スプレイ系に必要な電力を供給する

設計とするため，個数は 1 とする。 

 

注記 ＊1：資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」より抜粋 
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名 称 動力変圧器 

容 量 kVA/個 3333 

個 数 － 2＊1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する動力変圧器は，以下の機能を有する。 

動力変圧器は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保す

るために設置する。 

動力変圧器は，多重性を持たせ 2 系統で構成し，メタルクラッド開閉装置の電力を降圧

し，非常用低圧母線（パワーセンタ及びモータコントロールセンタで構成）へ必要な電力を

供給できる設計とする。 

また，動力変圧器は，2 系統で構成することにより，共通要因で機能を失うことなく，少な

くとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

なお，動力変圧器の電圧は上流に設置されているメタルクラッド開閉装置の母線電圧 6900

V を下流に設置されているパワーセンタに応じて降圧するため，6900/480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

動力変圧器の容量は，上流に設置されているメタルクラッド開閉装置から下流に設置され

ているパワーセンタへ供給される容量に対し十分な余裕を有する設計とする。 

発電所を安全に停止するために必要な容量，工学的安全施設作動時に必要となる容量，重

大事故等時に必要な容量のうち，動力変圧器について最も多くの容量を要する発電所を安全

に停止するために必要となる負荷を表 1-1 及び表 1-2 に示す。 
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表 1-1 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2C 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ A 468

(2)残留熱除去系ポンプ A 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ A 895

(4)残留熱除去系海水系ポンプ C 895

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ A 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ A 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ A 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 190

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1190

負荷合計 5051

 

表 1-2 発電所を安全に停止するために必要な負荷(2D 非常用ディーゼル発電機)＊2 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)原子炉補機冷却系海水ポンプ B 468

(2)残留熱除去系ポンプ B 594

(3)残留熱除去系海水系ポンプ B 893

(4)残留熱除去系海水系ポンプ D 893

(5)制御棒駆動水圧系駆動水ポンプ B 215

(6)原子炉補機冷却系ポンプ B 190

(7)タービン補機冷却系ポンプ B 250

(8)非常用照明 78

(9)非常用ガス処理装置 48

(10)ディーゼル室換気装置 38

(11)蓄電池用充電器 180

(12)その他のモータコントロールセンタ負荷 1281

負荷合計 5128
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表 1-1 及び表 1-2 に示す負荷のうち，動力変圧器から供給される負荷は(5)～(12)の負荷で

あり，供給される容量が最も大きくなるのは 2D 系の動力変圧器となる。その容量は 2280 kW

となることから，容量は以下のとおり 2850 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf＝2280÷0.8＝2850 

 

     Q ：動力変圧器の容量（kVA） 

     P ：必要負荷(kW) ＝2280 

     pf：力率（平均） ＝0.8 

 

したがって，動力変圧器の容量は，2850 kVA に対し，十分な余裕を有する 3333 kVA/個と

する。 

 

2. 個数の設定根拠 

動力変圧器は 2 系統で構成し，共通要因で機能を失うことなく，少なくとも 1 系統は電力

供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とするため，個数は 2＊1とする。 

 

注記 ＊1：動力変圧器のうち，非常用の動力変圧器の個数 

 ＊2：資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」より抜粋 
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名 称 動力変圧器 HPCS 

容 量 kVA/個 600 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する動力変圧器 HPCS は，以下の機能を有する。 

動力変圧器 HPCS は，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な電力を確保するために設置する。 

動力変圧器 HPCS は，メタルクラッド開閉装置 HPCS の電力を降圧し，モータコントロール

センタ HPCS へ必要な電力を供給できる設計とする。 

なお，動力変圧器の電圧は上流に設置されているメタルクラッド開閉装置の母線電圧 6900

V を下流に設置されているモータコントロールセンタ HPCS に応じて降圧するため，6900/480

V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

動力変圧器 HPCS の容量は，上流に設置されているメタルクラッド開閉装置 HPCS から供給

される容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給できる設計とする。 

非常用炉心冷却設備のうち高圧炉心スプレイ系の作動時に必要な負荷は表 1 のとおりであ

る。 

 

表 1 非常用炉心冷却設備作動時に必要な負荷（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）＊1 

設備・機器名 負荷容量 (kW) 

(1)高圧炉心スプレイ系ポンプ 1881

(2)ディーゼル室換気装置 38

(3)蓄電池用充電器 10

(4)その他のモータコントロールセンタ負荷  63

負荷合計 1992
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表 1 に示す負荷のうち，動力変圧器 HPCS から供給される負荷は(2)～(4)の負荷であり，そ

の容量は 111 kW であることから，容量は以下のとおり 139 kVA となる。 

 

Q＝P÷pf＝111÷0.8＝139 

 

     Q ：動力変圧器の容量（kVA） 

     P ：必要負荷(kW) ＝111 

     pf：力率（平均） ＝0.8 

 

したがって，動力変圧器 HPCS の容量は，139 kVA に対し，十分な余裕を有する 600 kVA/個

とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

動力変圧器 HPCS は，1 系統の高圧炉心スプレイ系に必要な電力を供給する設計とするた

め，個数は 1 とする。 

 

注記 ＊1：資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」より抜粋 
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名 称 直流 125V 主母線盤 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する直流 125V 主母線盤は，以下の機能を有する。 

直流 125V 主母線盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，所

内常設直流電源設備である 125V 系蓄電池を直流 125V 主母線盤に接続する事により必要な直

流電力を供給できる設計とする。 

また，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池の枯渇）した

場合に，緊急用 125V 蓄電池，緊急用 125V 充電器，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器

を使用し，可搬型代替低圧電源車接続盤へ接続することにより，直流 125V 主母線盤へ必要な

直流電力を供給できる設計とする。 

なお，直流 125V 主母線盤の電圧は上流に設置されている直流 125V 系蓄電池及び緊急用

125V 系蓄電池の電圧並びに可搬型整流器の出力電圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流 125V 主母線盤は，125V 系蓄電池，緊急用 125V 系蓄電池及び可搬型整流器の出力を負

荷へ供給できる設計とする。 

直流 125V 主母線盤の容量は，設計基準対象施設の電源が喪失後，自動的に供給される直流

負荷に対し，負荷切り離しを行わずに供給できる容量を基に設計する。 

直流 125V 主母線盤の容量は，資料Ⅴ-1-1-4-8-1-52「設定根拠に関する説明書（125V 系蓄

電池 A 系/B 系）」表 1 及び表 2 にて示す，最大直流負荷である設計基準対象施設の電源が喪

失から 1 分後以降，連続的に給電される負荷の 255 A に対し十分余裕のある 1200 A/個とす

る。 

 

2. 個数の設定根拠 

直流 125V 主母線盤は，2 系統の直流電源設備に必要な電力を供給する設計とするため，個

数は 2とする。 
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名 称 直流 125V モータコントロールセンタ 

容 量 A/個 600 

個 数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する直流 125V モータコントロールセンタは，以下の機能を有する。 

直流 125V モータコントロールセンタは，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，所内常設直流電源設備である 125V 系蓄電池 A 系を，直流 125V 主母線盤を介

して直流 125V モータコントロールセンタに接続することにより，必要な直流電力を供給でき

る設計とする。 

なお，直流 125V モータコントロールセンタの電圧は上流に設置されている 125V 系蓄電池 A

系の電圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流 125V モータコントロールセンタは，125V 系蓄電池 A 系の出力を負荷へ供給できる設計

とする。 

直流 125V モータコントロールセンタの容量は，設計基準対象施設の電源が喪失後，自動的

に供給される直流負荷に対し，負荷切り離しを行わずに供給できる容量を基に設計する。 

直流 125V モータコントロールセンタの負荷には連続運転負荷がないため，保守的に全ての

負荷の同時運転を考慮して容量を積上げた結果を表 1 に示す。 

表 1 に示す直流 125V モータコントロールセンタ 2 個のうち，供給される容量が最も大きく

なるのは 2A-2 であり，その容量は 322 A/個であることから，直流 125V モータコントロール

センタの容量はこれに対し十分な余裕を有する 600 A/個とする。 
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表 1 直流 125V モータコントロールセンタ負荷積上げ 

直流 125V 

モータコントロールセンタ

2A-1 負荷 

定格電流 

(A) 

直流 125V 

モータコントロールセンタ

2A-2 負荷 

定格電流

(A) 

電動機 E51-C004 22 電動弁 E12-F008 117 

電動機 E51-C005 23 電動弁 G33-F004 28 

電動弁 E51-F068 28 電動弁 B22-F019 11 

電動弁 E51-F010 17 電動弁 B22-F023 40 

電動弁 E51-F069 8 電動弁 E51-F013 40 

電動弁 E51-F059 17 電動弁 E51-F064 86 

電動弁 E51-F012 40 － － 

電動弁 E51-F022 11 － － 

電動弁 E51-C002 1.5 － － 

電動弁 E51-F031 11 － － 

電動弁 E51-F019 11 － － 

電動弁 E51-F045 40 － － 

電動弁 E51-F046 3.85 － － 

電動弁 E51-F095 6.5 － － 

 電動弁 7-17V6-19 3.85 － － 

電動弁 E12-F049 11 － － 

合計 254.7 合計 322 

 

 

2. 個数の設定根拠 

直流 125V モータコントロールセンタは，重大事故等時において必要な個数として 2 個とす

る。 
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名 称 直流 125V 主母線盤 HPCS 

容 量 A/個 800 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する直流 125V 主母線盤 HPCS は，以下の機能を有する。 

直流 125V 主母線盤 HPCS は，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，所内常設直流電源設備である 125V 蓄電池 HPCS 系を直流 125V 主母線盤 HPCS

に接続することにより，必要な直流電力を供給できる設計とする。 

なお，直流 125V 主母線盤 HPCS の電圧は上流に設置されている 125V 系蓄電池 HPCS 系の電

圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流 125V 主母線盤は，125V 系蓄電池 HPCS 系の出力を負荷へ供給できる設計とする。 

直流 125V 主母線盤の容量は，設計基準対象施設の電源が喪失後，自動的に供給される直流

負荷に対し，負荷切り離しを行わずに供給できる容量を基に設計する。 

直流 125V 主母線盤の容量は，資料Ⅴ-1-1-4-8-1-53「設定根拠に関する説明書（125V 系蓄

電池 HPCS 系）」表 1 にて示す，最大直流負荷である設計基準対象施設の電源が喪失後 1 分後

以降，連続的に給電される負荷の 5 A に対し十分である 800 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

直流 125V 主母線盤 HPCS は，1 系統の高圧炉心スプレイ系の直流負荷に必要な電力を供給す

る設計とするため，個数は 1 とする。 
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名 称 直流±24V 中性子モニタ用分電盤 

容 量 A/個 50 

個 数 － 2 

【設定根拠】 

（概要） 

重大事故等時に使用する直流±24V 中性子モニタ用分電盤は，以下の機能を有する。 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，所

内常設直流電源設備である中性子モニタ用蓄電池を直流±24V 中性子モニタ用分電盤に接続す

る事により必要な直流電力を供給できる設計とする。 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤は，多重性を持たせ 2 系統の母線で構成し，発電所を安全

に停止させるために必要な負荷へ必要な電力を供給できる設計とする。 

また，直流±24V 中性子モニタ用分電盤は，2 系統の非常用母線により構成することによ

り，共通要因で機能を失うことなく，少なくとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近

性の確保を図る設計とする。 

なお，直流±24V 中性子モニタ用分電盤の電圧は上流に設置されている中性子モニタ用蓄電

池の電圧と同じ±24 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤は，中性子モニタ用蓄電池の出力を負荷へ供給できる設計

とする。 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤の容量は，設計基準対象施設の電源が喪失後，自動的に供

給される直流負荷に対し，負荷切り離しを行わずに供給できる容量を基に設計する。 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤の容量は，資料Ⅴ-1-1-4-8-1-55「設定根拠に関する説明

書（中性子モニタ用蓄電池）」の表 1 及び表 2 にて示す，設計基準対象施設の電源が喪失後

連続的に給電される負荷の 20 A に対し十分である 50 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

直流±24V 中性子モニタ用分電盤は 2 系統で構成し，共通要因で機能を失うことなく，少な

くとも 1 系統は電力供給機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とするため，個数は 2

とする。 
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名 称 緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置 

容     量 A/個 1200 

個     数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置は，下記の機能を有する。

緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置は，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ

必要な電力を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事

故等が発生した場合において，緊急時対策所用発電機から緊急時対策所に必要な電力を供給す

るために設置する。 

 緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置は，代替電源設備である緊急時対策所用発電機の電

力を受電し，緊急時対策所用パワーセンタ並びに緊急時対策所用モータコントロールセンタを

介して，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置の母線電圧は，上流に設置されている緊急時

対策所用発電機の電圧と同じ 6600 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置の母線容量は，重大事故等時に必要な容量に基づき

設計した緊急時対策所用発電機の容量を基に設計する。 

緊急時対策所用発電機の電流は，資料Ⅴ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説

 明書」にて示す緊急時対策所用発電機の容量 1725 kVA に対し，以下の通り 151 A である。 

  =   3 ×  = 1725 3 × 6.6 = 151 
 

I：電流（A/個） 

Q：緊急時対策所用発電機の容量（kVA/個)＝1725 

V：電圧（kV）＝6.6（6600 V） 

 

 

緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置の母線容量は，151 A に対して十分な余裕を有する

1200 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置の設置個数は，緊急時対策所用発電機の電力を必

要な設備に供給するための個数として 1とする。 

 

 

 
 



 

23 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
4
-別

添
2
-
3
 
R
0 

名 称 緊急時対策所用パワーセンタ 

容     量 A/個 1800 

個     数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用パワーセンタは，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用パワーセンタは，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ必要な電力

を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事故等が発生

した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用パワーセンタは，代替電源設備である緊急時対策所用発電機の電力を緊急時

対策所用メタルクラッド開閉装置から受電し，緊急時対策所用モータコントロールセンタを介

して，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用パワーセンタの母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧と同

じ 480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用パワーセンタの母線容量は，上流に設置されている緊急時対策所用動力変圧

 器の容量を下流に設置されている負荷へ供給できる設計とする。 

緊急時対策所用動力変圧器の容量は 1400 kVA であり，電流は以下の通り 1684 A となる。 

 

I＝Q÷(√3×V)＝1400÷(√3×0.48)＝1684 

 

     I：電流（A） 

     Q：必要な容量（kVA）＝1400 

     V：電圧（kV）＝0.48 

 

緊急時対策所用パワーセンタの母線容量は，1684 A に対して十分な余裕を有する 1800 A/

個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用パワーセンタの設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の必 

 要な電力を確保するために必要な個数である 1とする。 
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名 称 緊急時対策所用モータコントロールセンタ 

容     量 A/個 1200/800 

個     数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用モータコントロールセンタは，下記の機能を有す 

る。 

緊急時対策所用モータコントロールセンタは，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策

 所へ必要な電力を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重

大事故等が発生した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用モータコントロールセンタは，代替電源設備である緊急時対策所用発電機の

電力を緊急時対策所用パワーセンタから受電し，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用モータコントロールセンタの母線電圧は，下流に設置されている各負

荷の電圧と同じ 480 V 及び 210 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

 1.1 緊急時対策所用 480V モータコントロールセンタ 

緊急時対策所用 480V モータコントロールセンタの母線容量は，上流に設置されている緊急

時対策所用パワーセンタから供給される容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給で

きる容量として 1200 A/個とする。 

 

1.2 緊急時対策所用 210V モータコントロールセンタ 

緊急時対策所用 210V モータコントロールセンタの母線容量は，上流に設置されている緊急

時対策所用 480V モータコントロールセンタから供給される容量を下流に設置されている各負

荷へ電力を供給できる容量として 800 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用モータコントロールセンタの設置個数は，重大事故等対処設備として緊急 

時対策所の必要な電力を確保するために必要な個数である 2とする。 
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名 称 緊急時対策所用動力変圧器 

容     量 kVA/個 1400 

個     数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用動力変圧器は，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用動力変圧器は，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ必要な電力

を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事故等が発生

した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用動力変圧器は，代替電源設備である緊急時対策所用発電機の電力を緊急時対

策所用メタルクラッド開閉装置から受電し，緊急時対策所用パワーセンタ及び緊急時対策所用

モータコントロールセンタを介して，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用動力変圧器の電圧は，上流に設置されている緊急時対策所用メタルク

ラッド開閉装置と下流に設置されている緊急時対策所用パワーセンタの母線電圧より 6900 V/

480 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用動力変圧器の容量は，上流に設置されている緊急時対策所用メタルクラッド

開閉装置から下流に設置されている緊急時対策所用パワーセンタへ供給される容量に対し十分

な余裕を有する容量として 1400 kVA/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用動力変圧器の設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の必要 

 な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急時対策所用 100V 分電盤 

容     量 A/個 800/400 

個     数 － 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用 100V 分電盤は，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用 100V 分電盤は，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ必要な電力

を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事故等が発生

した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用 100V 分電盤は，代替電源設備である緊急時対策所用発電機の電力を緊急時 

対策所用モータコントロールセンタから受電し，低圧負荷へ給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用 100V 分電盤の母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧と同じ

105 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

 1.1 緊急時対策所用 100V 分電盤 1 及び緊急時対策所用 100V 分電盤 2-1 

緊急時対策所用 100V 分電盤 1 及び緊急時対策所用 100V 分電盤 2-1 の母線容量は，上流に設

置されている緊急時対策所用モータコントロールセンタから供給される容量を下流に設置さ 

れている各負荷へ電力を供給できる容量として 800 A/個とする。 

 

1.2 緊急時対策所用 100V 分電盤 2-2 

緊急時対策所用 100V 分電盤 2-2 の母線容量は，上流に設置されている緊急時対策所用モー 

タコントロールセンタから供給される容量を下流に設置されている各負荷へ電力を供給でき 

る容量として 400 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

2.1 緊急時対策所用 100V 分電盤 1及び緊急時対策所用 100V 分電盤 2-1 

緊急時対策所用 100V 分電盤 1 及び緊急時対策所用 100V 分電盤 2-1 の設置個数は，重大事 

故等対処設備として緊急時対策所の必要な電力を確保するために必要な個数である 2とす 

る。 

 

2.2 緊急時対策所用 100V 分電盤 2-2 

緊急時対策所用 100V 分電盤 2-2 の設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の

必要な電力を確保するために必要な個数である 1とする。 
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名 称 緊急時対策所用直流 125V 主母線盤 

容     量 A/個 1200 

個     数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用直流 125V 主母線盤は，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用直流 125V 主母線盤は，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ必要

な電力を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事故等

が発生した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用直流 125V 主母線盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失した場合に，緊急

時対策所用 125V 系蓄電池の電力を受電し，緊急時対策所用直流 125V 分電盤を介して直流電源

負荷に給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用直流 125V 主母線盤の母線電圧は，上流に設置されている緊急時対策所

用 125V 系蓄電池の電圧と同じ 125 V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用直流 125V 主母線盤の母線容量は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力

を供給できる容量として 1200 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用直流 125V 主母線盤の設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所 

 の必要な電力を確保するために必要な個数である 1 とする。 
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名 称 緊急時対策所用直流 125V 分電盤 

容     量 A/個 800 

個     数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する緊急時対策所用直流 125V 分電盤は，下記の機能を有する。 

緊急時対策所用直流 125V 分電盤は，通常時，既設の常用高圧母線から緊急時対策所へ必要な

電力を供給するとともに，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより，重大事故等が

発生した場合において，緊急時対策所に必要な電力を供給するために設置する。 

 緊急時対策所用直流 125V 分電盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失した場合に，緊急 

時対策所用 125V 系蓄電池の電力を緊急時対策所用直流 125V 主母線盤から受電し，直流電源負

荷に給電できる設計とする。 

 なお，緊急時対策所用直流 125V 分電盤の母線電圧は，下流に設置されている各負荷の電圧と

同じ 125V とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

緊急時対策所用直流 125V 分電盤の母線容量は，重大事故等の対応に必要な各負荷に電力を

供給できる容量として 800 A/個とする。 

 

2. 個数の設定根拠 

緊急時対策所用直流 125V 分電盤の設置個数は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の 

 必要な電力を確保するために必要な個数である 2 とする。 
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Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される 

条件の下における健全性に関する説明書 
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Ⅴ-1-1-6-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所及び 

アクセスルート 
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1. はじめに 

  可搬型重大事故等対処設備（以下「可搬型設備」という。）の保管場所及び同設備の運搬道路（以

下「アクセスルート」という。）について，設計上考慮する事項（被害要因の影響評価）を本資料

にて説明する。 
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2. 保管場所 

2.1 保管場所の基本設計 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮した上で，原子炉建屋，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備から十分な離

隔を確保した保管場所を分散して設定する。 

上記を受けた保管場所設定の考え方を以下に示す。 

・地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響を考慮し，保管場所同士は 100m 以上の離隔を確保する。 

・敷地遡上津波※の影響を受けない場所とする。 

・大型航空機の衝突を考慮して，原子炉建屋，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処

設備と 100m 以上の離隔を確保する。 

・基準地震動ＳＳに対し，周辺斜面の崩壊，敷地下斜面の滑り，倒壊物の影響を受けない場所

とする。 

・なお，可搬型設備のうち，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックア

ップとする予備機は，地震，津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響を考慮し，保管場所及び原子炉建屋等から 100m 以上の離隔を確保す

る。 

  保管場所への大きな影響を及ぼす自然現象として，津波及び地震による影響を考慮する。津波

による影響については，敷地遡上津波による遡上解析の結果，敷地は浸水するものの，保管場所

については高所に設定することから，津波の被害は想定されない。 

地震による影響については，被害想定より，個々の影響評価を行う。影響評価については，被

害要因の想定と懸念される被害事象より，保管場所として影響を受けない箇所に確保する。また，

周辺斜面及び敷地下斜面については，保管場所との離隔距離及びすべり方向を考慮して評価対象

斜面を抽出した上ですべり安定性評価を実施し，十分な安定性を有していることを確認する。 

保管場所の配置，標高及び離隔距離等を第 2-1 図，敷地遡上津波による津波浸水範囲を第 2-2

図に示す。 

※基準津波（T.P.＋17.1m：防潮堤位置）を越え敷地に遡上する津波（T.P.＋24m：防潮堤位置）

を指す。以下，「敷地遡上津波」という。 
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2.2 保管場所の影響評価 

  可搬型設備の保管場所の設計においては，保管場所について想定される自然現象の抽出を行い，

その自然現象が起因する被害要因に対して影響評価を行い，その影響を受けない位置に保管場所

を設定する。 

保管場所について想定される自然現象の抽出結果を第 2-1 表に示す。 

  

第 2-1 表 保管場所に想定される自然現象（1／2） 

自然 

現象 
概略評価結果 

被害要因 

抽出 

地震 
・地盤や周辺斜面の崩壊による影響，周辺構造物の倒壊・損壊・

火災・溢水（薬品漏えいを含む。）による影響が考えられる。
○ 

津波 

・基準津波に対し防潮堤を設置することから，原子炉建屋等や保

管場所へ遡上する浸水はない。したがって，設計基準事故対処

設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。 

・敷地遡上津波に対して，保管場所は敷地高さ T．P.＋23m 以上

に配置しており，敷地遡上津波による浸水の影響を受けない。

× 

洪水 

・敷地の地形及び表流水の状況から，洪水による被害は生じない

ことを，東海村発行の浸水ハザードマップ及び国土交通省発行

の浸水想定区域図から確認している。 

× 

風 

（台風） 
・竜巻の評価に包含される。 × 

竜巻 

・設計基準事故対処設備は竜巻に対して建屋内等の防護した場所

に設置していることから，屋外に配備している可搬型設備と同

時に機能喪失しない。 

・重大事故等時に期待する可搬型設備は，西側と南側の 2 箇所の

保管場所にそれぞれ離隔して分散配置していることから，同時

に機能喪失しない。 

・常設重大事故等対処設備のうち常設代替高圧電源装置を屋外に

設置しているが，ディーゼル発電機，可搬型代替低圧電源車保

管場所と離隔していることから，同時に機能喪失しない。 

・保管場所に配備する可搬型設備は，固縛等の飛散防止対策を実

施することから，原子炉建屋等に影響を与えない。 

× 

凍結 

・設計基準事故対処設備は建屋内等に設置されているため影響を

受けず，保管場所に設置されている重大事故等対処設備と同時

に機能喪失しない。 

・凍結は，気象予報により事前の予測が十分可能であり，始動に

影響が出ないよう，各設備の温度に関する仕様を下回るおそれ

がある場合には，必要に応じて，あらかじめ可搬型設備の暖気

運転等を行うこととしているため，影響を受けない。 

× 

降水 
・保管場所は高所に設置していることや，排水路で集水し，排水

することから，保管場所に滞留水が発生する可能性は小さい。
× 

積雪 

・気象予報により事前の予測が十分可能であり，あらかじめ体制

を強化したうえで，原子炉建屋等及び保管場所の除雪は積雪状

況を見計らいながら行うことで対処が可能であることから，設

計基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失し

ない。 

・また，保管場所等の除雪はホイールローダによる実施も可能で

ある。 

× 
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第 2-1 表 保管場所に想定される自然現象（2／2） 

自然 

現象 
概略評価結果 

被害要因 

抽出 

落雷 

・設計基準事故対処設備は避雷対策を施した建屋内等に配備され

ており，かつ保管場所とは位置的分散が図られていることから，

同時に機能喪失しない。 

・1 回の落雷により影響を受ける範囲は限定され，2 箇所の保管

場所は離隔して位置的分散を図っているため，影響を受けな

い。 

× 

火山の 

影響 

・噴火発生の情報を受けた際は，あらかじめ体制を強化し，原子

炉建屋等，保管場所及び可搬型設備の除灰を行うことにより対

処が可能であることから，設計基準事故対処設備と重大事故等

対処設備は同時に機能喪失しない。 

・保管場所等の除灰はホイールローダによる実施も可能である。

× 

生物学 

的事象 

・設計基準事故対処設備は，浸水防止対策により水密化された建

屋内等に設置されているため，ネズミ等の小動物の侵入による

影響を受けない。したがって，屋外の保管場所にある重大事故

等対処設備と同時に機能喪失しない。 

・保管場所は 2 箇所あり，位置的に分散されている。また，複数

の設備が同時に機能喪失する可能性は小さい。 

・可搬型設備は，ネズミ等の小動物の侵入により設備機能に影響

がないよう，侵入できるような開口部は侵入防止対策を実施す

る。  

× 

森林 

火災 

・原子炉建屋と保管場所は防火帯の内側にあるため，延焼の影響

を受けない。また，原子炉建屋及び保管場所は熱影響に対して

離隔距離を確保しているため，設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備は同時に機能喪失しない。 

・保管場所周辺の植生火災は，防火エリアを設置するため，影響

は受けない。 

× 

高潮 
・高潮の影響を受けない敷地高さに設置することから影響はな

い。 
× 

 

  また，保管場所に対する被害要因及び被害事象を第 2-2 表に示す。 
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第 2-2 表 保管場所に対する被害要因及び被害事象 

保管場所に影響を与える 

おそれのある被害要因 
保管場所で懸念される被害事象 

①周辺構造物の倒壊 

（建屋，送電鉄塔等） 

倒壊物による可搬型設備の損壊及び通行

不能  

②周辺タンク等の損壊 
火災，溢水，漏えい薬品による可搬型設

備の損壊，通行不能 

③周辺斜面の崩壊  
土砂流入による可搬型設備の損壊，通行

不能 

④敷地下斜面のすべり 
敷地下斜面のすべりによる可搬型設備の

損壊，通行不能 

⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈

下・傾斜，液状化に伴う浮き上がり 

不等沈下，傾斜，浮き上がりによる可搬

型設備の損壊，通行不能 

⑥地盤支持力の不足 可搬型設備の転倒，通行不能 

⑦地中埋設構造物の損壊 陥没による可搬型設備の損壊，通行不能
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2.3 保管場所の評価方法 

保管場所への影響について，第 2-2 表の被害要因ごとに評価する。 

(1) 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊

周辺構造物の倒壊に対する影響評価については，各保管場所周辺の構造物・タンクを対象に，

耐震 Sクラスの構造物・タンク及び S クラス以外で基準地震動ＳＳにより倒壊に至らないこと

を確認している構造物・タンクについては，各保管場所への影響を及ぼさない構造物・タンク

とする。 

上記以外の構造物・タンクについては，基準地震動ＳＳ作用時において，保守的に倒壊する

ものと仮定し，構造物の高さ相当を考慮した倒壊影響範囲を設定した上で，各保管場所が設定

した周辺構造物の倒壊影響範囲に含まれるか否かで評価する。 

また，周辺タンクの損壊による地震随伴火災及び薬品漏えいによる影響が及ぶ範囲に保管場

所が含まれるか否かでも評価する。 

(2) 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり

周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりによる影響については，以下の方法ですべり安定性

評価を行い，評価基準と比較することにより評価を行う。影響評価においては，周辺斜面の崩

壊により保管場所が土砂流入の影響を受けないこと，また，保管場所の敷地下斜面の安定性が

確保されていることを確認する。 

 評価対象とする斜面は，下記ａ．に基づき抽出し，当該斜面については，すべり安定性評価

を実施する。 

ａ．評価対象斜面の抽出方法 

 評価対象斜面については，斜面と保管場所との離隔距離の判断基準として，「土砂災害防

止法」に基づき，保管場所周辺における斜面の形状及び高さ等を考慮して抽出する。 

評価対象斜面の具体的な抽出方法を以下に示す。 

保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価断面位置図を第 2-3

図，断面図を第 2-4 図に示す。 

・西側保管場所の周辺斜面は，保管場所よりも高い位置に斜面はない。敷地下斜面は保管場

所の東側に斜面高さ約 9.0m の斜面があるが，保管場所は斜面高さに対して十分離れて（約

140m）いる（Ａ－Ａ断面）。また,最大高さ約 4.5m の盛土で造成されていることから，当

該箇所を敷地下斜面として選定する（ｂ－ｂ断面）。

・南側保管場所は，周辺斜面として高さが最も高い南側の斜面（高さ約 4.0m）を評価対象斜

面として選定する（Ｄ－Ｄ断面）。敷地下斜面は保管場所の東側に斜面高さ約 13.0m の斜

面があるが，保管場所は斜面高さに対して十分離れて（約 100m）いる（Ｃ－Ｃ断面）。ま

た,最大高さ約 3.0m の盛土で造成されていることから，当該箇所を敷地下斜面として選定

する（ｄ－ｄ断面）。
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ｂ．周辺斜面及び敷地下斜面の評価方法 

抽出された斜面については，基準地震動ＳＳに耐性があることを確認した使用済燃料乾式

貯蔵建屋（以下「Ｄ／Ｃ」という。）の西側斜面と地質・斜面形状の比較を実施し，基準地

震動ＳＳに対する安定性を確認する。 

 

ｃ．評価基準 

保管場所の周辺斜面の高さ・勾配が，Ｄ／Ｃの西側斜面よりも斜面高さが低く緩斜面であ

り，かつ，地質がすべりが想定される範囲で同一であることを評価基準とする。 

 

(3) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上がり 

液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，地中埋設構造物の液状化に伴う浮き上がり

については，下記ａ．に基づき算定した沈下量及び浮き上がり量をもとに，保管場所に発生

する地表面の段差量及び傾斜を算定し，車両が通行可能であることを確認する。 

 

ａ．沈下量，浮き上がり量の算定法 

  液状化及び揺すり込みによる沈下量の合計を不等沈下量とし，液状化に伴う地中埋設構造

物の浮き上がりを浮き上り量とする。 

各保管場所における液状化及び揺すり込み沈下による不等沈下に対する影響評価断面の位

置図及び断面図を第 2-5 図に示す。 

 

(a) 液状化による沈下量 

飽和砂質地盤の液状化による沈下量は，一次元有効応力解析による残留変位と Ishihara 

et al.（1992）※１の体積ひずみと液状化抵抗の関係から沈下率を設定し，飽和砂質土層の

厚さを乗じた沈下量を足し合わせて算定する。 

残留変位は，有効応力解析(FLIP)により算定する。西側保管場所及び南側保管場所直下

の地質・地質構造は概ね水平成層になっていることから，一次元モデルにより検討を行う。

西側保管場所及び南側保管場所のそれぞれ 1点を選定し，それぞれの地点での基準地震動

ＳＳによる残留変位を算定する。 

液状化による沈下量については，地下水位以深の飽和砂質地盤を対象層とし，保管場所

周辺の飽和砂質地盤における最も小さい相対密度（D2s-3 層，72％）と Ishihara et al.

（1992）※１の体積ひずみと液状化抵抗の関係から層厚の 2.0％を沈下量として算定する。 

体積ひずみと液状化抵抗の関係及び想定する沈下率を第 2-6 図に示す。 

※１：Kenji Ishihara and Mitsutoshi Yoshimine（1992）:Evaluation Of Settlements In 

Sand Deposits Following Liquefaction During Earthquakes;Solis And Foundations 

Vol32,No.1,172-188 

 

(b) 揺すり込みによる沈下量 

揺すり込みによる沈下量については，地下水位以浅の不飽和地盤を対象層とし，鉄道構

造物等設計標準・同解説 耐震設計※２に示されている方法に基づき算定した沈下率及び新
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潟県中越沖地震時における東京電力柏崎刈羽原子力発電所の沈下実績も考慮し，層厚の

1.0％を沈下量として算出する。なお，地下水位を地表面に設定するため，対象となる不飽

和地盤はない。 

※２：鉄道総合技術研究所編（1999）：鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計，p.323 

 

 (c) 液状化に伴う浮き上がり量 

液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりについては，構造物下端よりも地下水位が高

い地中埋設構造物を対象とし，地下水位以深の飽和砂質地盤がすべて液状化したと仮定

して，トンネル標準示方書（土木学会，2006）に基づき，浮き上がりに対する安全率を

算定する。 

液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりが発生すると評価された場合は，保守的に浮

き上がり抵抗力の不足分を構造物周辺の地盤（埋戻土）の飽和単位体積重量及び構造物

の幅で除して浮き上がり量を算出する。 

   

ｂ．地下水位の設定 

  沈下量及び浮き上がり量の算定における地下水位については，防潮堤の設置により地下水

位が上昇する可能性を考慮し，保守的に地表面に設定する。 

 

ｃ．評価基準 

  液状化及び揺すり込みによる沈下により，保管場所に発生する地表面の段差量及び縦横断

勾配の評価基準については，緊急車両が徐行により走行可能な段差量 15cm※1及び登坂可能な

勾配 12％※2,3とする。 

※１：地震時の段差被害に対する補修と交通解放の管理・運用方法について（佐藤ら，2007） 

※２：道路構造令 第 20条及び林道規程 第 20 条より（可搬型設備の移動速度を 10km／hと想

定していること，私有地内で交通量が少ないことから，縦断勾配は 12%を適用する。） 

※３：小規模道路の平面線形及び縦断勾配の必要水準に関する基礎的検討（濱本ら，2012）で

は，積雪時における登坂可能な勾配を 15%としているが，車両の通行の確実性を考慮し，

本評価における評価基準値としては保守的な 12%を適用する。 

 

(4) 地盤支持力の不足 

ａ．影響評価の方法 

  地盤支持力の評価については，各保管場所の地震時接地圧が評価基準値を下回ることとす

る。地震時の接地圧については，基準地震動ＳＳによる各保管場所の地表面での鉛直最大応

答加速度から鉛直震度係数を算定し，常時接地圧に鉛直震度係数を乗じて算定する。常時接

地圧は，可搬型設備の総重量及び鉄筋コンクリート床版の重量の和を鉄筋コンクリート床版

の面積で除して算定する。 

   

b．評価基準 

  評価基準値については，西側及び南側保管場所は,主に砂質土で構成されていることから，
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道路橋示方書※１を参考に砂地盤の最大地盤反力度(常時)の 400kN／m２を評価基準値とする。 

※１：道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編（社団法人日本道路協会，2012） 

 

(5) 地中埋設構造物の損壊 

地中埋設構造物の損壊による影響については，各保管場所に地中埋設構造物が存在するか確

認する。 

地中埋設構造物が存在する場合，耐震 S クラスの構造物及び S クラス以外で基準地震動ＳＳ

により損壊に至らないことを確認している地中埋設構造物については，各保管場所への影響を

及ぼさない地中埋設構造物とする。 

上記以外の地中埋設構造物については，基準地震動ＳＳ作用時において，保守的に損壊する

ものと仮定し，地中埋設構造物の影響が及ぶ範囲に各保管場所が含まれるか否かで評価する。 
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2.4 保管場所の評価結果 

2.4.1 地震時の評価 

 (1) 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊 

  各保管場所周辺には，倒壊及び損壊により影響を及ぼすおそれのある構造物及びタンク等は存

在しない。 

周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価結果を第 2-3表，保管場所の周辺

構造物及びタンク等の状況を第 2-7 図に示す。 

 

第 2-3 表 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価結果 

被害要因 
評価結果 

西側保管場所 南側保管場所 

①周辺構造物の倒壊 

（建屋，送電鉄塔等） 
問題なし 該当なし 

②周辺タンク等の損壊 該当なし 該当なし 

 

(2) 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり 

保管場所の周辺斜面は，基準地震動ＳＳに対して耐性のあるＤ／Ｃの西側斜面と比較すると，

すべりが想定される範囲で地質は同一であり，緩斜面かつ斜面高さが低いことから基準地震動

ＳＳに対して裕度があり，崩壊及びすべりは発生しないことを確認した。 

 評価結果を第 2-4 表に示す。 

 

第 2-4 表 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価結果 

被害要因 
評価結果 【評価基準】 

Ｄ／Ｃの西側斜面西側保管場所 南側保管場所 

③周辺斜面の崩壊 該当なし 

安定性あり 

対象  ：南側切土 

地質  ：du 層 

斜面勾配：1：2.0 

斜面高さ：最大約 4.0m 
地質  ：du 層 

斜面勾配：1：1.9

斜面高さ：14m 

④敷地下斜面のす

べり 

安定性あり 

対象  ：北側盛土 

地質  ：盛土※ 

斜面勾配：1：2.0 

斜面高さ：最大約 4.5m 

安定性あり 

対象  ：北側盛土 

地質  ：盛土※ 

斜面勾配：1：2.0 

斜面高さ：最大約 3.0m 

※盛土の施工において，改良土等により，安定性が確認されている強度（地山（du 層）相当）

を確保する。 
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保管場所 標高 
常設代替高圧電源装

置等からの離隔距離 

原子炉建屋 

からの離隔距離 
地盤の種類 

西側保管場所 T.P.＋23m 約 195m 約 275m 
砂質地盤 

盛土・切土地盤 

南側保管場所 T.P.＋25m 約 120m 約 300m 
砂質地盤 

盛土・切土地盤 

（参考）     

予備機置場 T.P.＋8m ― ― 砂質地盤 

第 2-1 図 保管場所の位置図 

  

線
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第 2-2 図 敷地遡上津波時の津波浸水範囲 
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第 2-3 図 保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面の 

  すべりに対する影響評価断面位置図 
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第 2-4 図 保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面の 

すべりに対する影響評価断面図（1／2） 

Ｄ－Ｄ断面 

Ａ－Ａ断面 

Ｂ－Ｂ断面 

西側保管場所 約 140m 

100ｍ 0 50 

Ｃ－Ｃ断面 

約 100m 南側保管場所 

斜面高さ約 13.0ｍ

斜面高さ約 9.0m

切土高さ約 4.0m

南側保管場所 

100ｍ 0 50

可搬型設備用軽油タンク 

盛土

盛土

T.P.(m) T.P.(m)

T.P.(m)

T.P.(m)

T.P.(m)T.P.(m)

T.P.(m)

0 50 100ｍ 

西側保管場所 緊急時対策所建屋

0 50 100ｍ 

凡例

T.P.(m)

構造物 

造成面
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第 2-4 図 保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面の 

すべりに対する影響評価断面図（2／2） 

西側保管場所

保管エリア

3.0ｍ 

盛土高さ約 4.5ｍ 

南側保管場所

保管エリア

3.0ｍ 

1:2.0 

1:2.0 

切土高さ約 4.0ｍ

南側保管場所 北側盛土断面（ｄ－ｄ断面） 

保管エリア 

盛土高さ約 3.0ｍ

1:2.0 

3.0ｍ 

南側保管場所 南側切土断面（Ｄ－Ｄ断面拡大） 

南側保管場所

西側保管場所 北側盛土断面（ｂ－ｂ断面） 

盛土(改良土) 

盛土（改良土） 

0 50m 

0 50m 

0 50m 

鉄筋コンクリート床版 

鉄筋コンクリート床版 

鉄筋コンクリート床版 

凡例

T.P.(m)

20

10

T.P.(m)

20

10

T.P.(m)

30

20

T.P.(m)

30

20

T.P.(m)

30

20

30 30

10

10 10

T.P.(m)
30

20

10

 構造物 

 造成面 
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第 2-5 図 各保管場所における液状化及び揺すり込み沈下による 

      不等沈下に対する影響評価断面の位置図及び断面図 

Ｂ－Ｂ断面 

Ａ－Ａ断面 
緊急時対策所建屋 

西側保管場所 

南側保管場所 T.P.(m) T.P.(m) 

T.P.(m) T.P.(m) 

保管エリア 

保管エリア 

凡例

 構造物

 造成面

評価地点
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第 2-6 図 体積ひずみと液状化抵抗の関係及び想定する沈下率 

 

第 2-7 図 周辺構造物の配置図 

  

液状化に伴う沈下：沈下率 2.0％ 

2.0％ 

Dr=72％ 

（Ishihara et al.1992 に加筆） 
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3. 屋外アクセスルート

3.1 屋外アクセスルートの基本方針 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

を考慮し，可搬型設備の保管場所から水源及び水又は電力を供給する接続口まで，並びに水源か

ら水を供給する接続口までのアクセスルートを複数設定する。また，アクセスルートは緊急時対

策所又は待機所から原子炉建屋内へ入域するための経路を考慮し設定する。 

上記を受けた屋外アクセスルート設定の考え方を以下に示す。 

(1) 地震及び津波の影響の考慮

ａ．複数設定するアクセスルートは以下の(a)，(b) 2 つの条件を満足するルートとする。 

(a) 基準津波の影響を受けないルート

(b) 基準地震動ＳＳに対して影響を受けないルート，重機による復旧が可能なルート又は人

力によるホースもしくはケーブルの敷設が可能なルート

ｂ．上記ａ．のアクセスルートのうち，基準地震動ＳＳの影響を受けないアクセスルートを少

なくとも 1ルート設定する。 

ｃ．上記ｂ．のアクセスルートのうち，敷地遡上津波の影響を受けないアクセスルートを少な

くとも 1 ルート設定する。 

敷地遡上津波を起因とした重大事故等は，当該津波から防護する常設重大事故等対処設

備（原子炉隔離時冷却系，低圧代替注水系，残留熱除去系，緊急用海水系，常設代替高圧

電源装置等）により対応可能な設計とするが，対応の多様性を確保するため可搬型設備に

よる原子炉等への注水に係る可搬型設備のアクセスルートを設定する。 

(2) 地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの影響

の考慮

地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対し，

同時に影響を受けない又は重機による復旧が可能なアクセスルートを複数設定する。 

また，予備機置場からアクセスルートまで自主整備ルートを設定する。 

 屋外アクセスルートへの大きな影響を及ぼす自然現象として，津波及び地震による影響を考慮

する。津波による影響については，敷地遡上津波による遡上解析の結果，敷地は浸水するものの，

高所のアクセスルートについては，津波の被害は想定されない。 

地震による影響については，被害想定より，個々の影響評価を行う。影響評価については，被

害要因の想定と懸念される被害事象より，影響を受けないルートを確保する，または，その影響

を排除できる設計とする。また，周辺斜面及び道路面については，すべり方向を考慮して評価対

象斜面を抽出した上ですべり安定性評価を実施し，十分な安定性を有していることを確認する。 

屋外アクセスルート図を第 3-1 図，敷地遡上津波による津波浸水範囲を第 3-2 図に示す。 
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3.2 屋外アクセスルートの影響評価 

  屋外アクセスルートの設計においては，屋外アクセスルートについて想定される自然現象の抽

出を行い，その自然現象が起因する被害要因に対して影響評価を行い，その影響を受けないルー

トを確保する，または，その影響を排除できる設計とする。 

屋外アクセスルートについて想定される自然現象の抽出結果を第 3-1 表に示す。 

 

第 3-1 表 屋外アクセスルートに想定される自然現象（1／2） 

自然 

現象 
概略評価結果 

被害要因 

抽出 

地震 
・地盤や周辺斜面の崩壊による影響，周辺構造物の倒壊・損壊・

火災・溢水（薬品漏えいを含む。）による影響が考えられる。
○ 

津波 

・基準津波に対し防潮堤を設置することから，アクセスルートへ

遡上する浸水はない。 

・敷地遡上津波の影響による被害想定やその後の復旧作業には不

確かさがあることを考慮し，津波の影響を受けない高所に可搬

型設備による対応が必要な水源及び接続口を設置することから

敷地遡上津波の影響を受けない。 

× 

洪水 

・敷地の地形及び表流水の状況から，洪水による被害は生じない

ことを，東海村発行の浸水ハザードマップ及び国土交通省発行

の浸水想定区域図から確認している。 

× 

風 

（台風） 
・竜巻の評価に包含される。 × 

竜巻 

・竜巻により飛散物が発生した場合も，ホイールローダにより撤

去することが可能である。 

・送電線の垂れ下がりに伴う通行障害が発生した場合であって

も，別ルートを選択することで目的地へのアクセスが可能であ

る。 

・竜巻により飛散し，ホイールローダで撤去できずアクセスを阻

害すると想定される物品に対して固縛等の対策を実施すること

から，アクセスに悪影響を与える可能性は小さい。また，複数

のルートが確保されていることから，飛来物によりアクセスル

ートは確保可能である。 

× 

凍結 

・気象予報により事前の予測が十分可能であり，アクセスルート

への融雪剤散布等の事前対応によりアクセス性を確保する。 

・路面が凍結した場合にも，走行可能なタイヤ等を装着している

ことから，アクセスに問題を生じる可能性は小さい。 

× 

降水 
・排水路は滞留水を速やかに海域に排水する設計とすることか

ら，アクセス性に支障はない。 
× 

積雪 

・気象予報により事前の予測が十分可能であり，あらかじめ体制

を強化したうえで，アクセスルートの積雪状況等を見計らいな

がら除雪することで対処が可能である。 

・積雪時においても，走行可能なタイヤ等を装着していることか

ら，アクセスに問題を生じる可能性は小さい。 

× 

落雷 

・落雷によりアクセスルートが影響を受けることはない。 

・落雷発生中は，屋内等に一時的に退避し，状況を見て屋外作業

を実施する。 

× 
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第 3-1 表 屋外アクセスルートに想定される自然現象（2／2） 

自然 

現象 
概略評価結果 

被害要因 

抽出 

火山の 

影響 

・噴火発生の情報を受けた際は，あらかじめ体制を強化し，アク

セスルートの除灰を行うことにより対処可能である。 
× 

生物学 

的事象 
・影響なし × 

森林 

火災 

・アクセスルートは防火帯の内側であり，延焼の影響を受けない。

また，熱影響を受けないルートにより通行が可能であるため，

アクセス性に支障はない。 

・必要に応じて自衛消防隊が消火活動を行うことで対処が可能で

ある。 

・保管場所周辺の植生火災は，防火エリアを設置するため，影響

は受けない 

× 

高潮 
・高潮の影響を受けない敷地高さに設置することから影響はな

い。 
× 

 

  また，屋外アクセスルートに対する被害要因及び被害事象を第 3-2 表に示す。 

 

第 3-2 表 屋外アクセスルートに対する地震時の被害要因及び被害事象 

屋外アクセスルートに影響を与えるおそ

れのある被害要因 

屋外アクセスルートで 

懸念される被害事象 

①周辺構造物の倒壊 

（建屋，送電鉄塔等） 
倒壊物による通行不能 

②周辺タンク等の損壊 
タンク損壊に伴う火災・溢水による通行

不能 

③周辺斜面の崩壊  

土砂流入，道路損壊による通行不能 

④道路面のすべり 

⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下，

側方流動，液状化に伴う浮き上がり 

アクセスルートの不等沈下，側方流動，

浮き上がりによる通行不能 

⑥地中埋設構造物の損壊 陥没による通行不能 
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3.3 屋外アクセスルートの評価方法 

アクセスルートへの影響について，第 3-2 表の被害要因ごとに評価する。 

 

(1) 周辺構造物の倒壊及び周辺タンク等の損壊 

   周辺構造物の倒壊に対する影響評価については，保管場所と同様にアクセスルート周辺の構

造物・タンクを対象に，耐震 Sクラスの構造物・タンク及び S クラス以外で基準地震動ＳＳに

より倒壊に至らないことを確認している構造物・タンクについては，アクセスルートへの影響

を及ぼさない構造物・タンクとする。 

上記以外の構造物・タンクについては，基準地震動ＳＳにより損壊し，アクセスルート上に

がれきが発生，または，倒壊するものとしてアクセスルートへの影響を評価する。構造物・タ

ンクの損壊による影響範囲は，保守的に構造物・タンクが根元から倒壊するものとして構造物・

タンク高さ分を設定する。その結果，アクセスルートの中でそれらの影響範囲内にあり，必要

な幅員を確保できない区間を通行に影響を及ぼす区間として抽出する。必要な幅員については，

通行車両として大型車両である可搬型代替注水大型ポンプの全幅及びホースの敷設幅を考慮し，

5.0m 以上とする。 

また，周辺タンクの損壊については，可燃物施設，薬品タンク及び溢水評価対象タンクの損

壊時の影響についても評価する。 

可燃物施設の損壊によるアクセスルートへの影響評価フローを第 3-3 図に示す。 

 

(2) 周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり 

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりによる影響については，以下の方法ですべり安定性評価

を行い，評価基準と比較することにより評価を行う。影響評価においては，崩壊のおそれがあ

る斜面がある場合は，崩壊時の堆積形状を予測し，必要な幅員が確保可能であること，または，

ホイールローダにより復旧可能であることを確認する。 

   評価対象とする斜面は下記ａ．に基づき抽出し，当該斜面については，すべり安定性評価を

実施する。 

    

ａ．評価対象斜面の抽出方法 

    評価対象斜面については，アクセスルート周辺における斜面の形状及び高さ等を考慮して

抽出する。 

評価対象斜面の具体的な抽出方法を以下に示す。 

但し，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁沿いのアクセスルートは防潮堤背面の地盤改良した

地盤嵩上げ部に設置されることから，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりの影響評価対象か

ら除外する。 

屋外アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響評価断面位置図を

第 3-4図，断面図を第 3-5 図に示す 

 

   ・T.P.＋8m エリアのアクセスルート沿いの斜面は，T.P.＋8m 盤とその西側の T.P.＋11m 盤

を区分ける擁壁及び T.P.＋8m 盤とその東側の T.P.＋3m 盤を介する法面があることから，
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①－①断面及び②－②断面として選定する。

・保管場所から T.P.＋8m エリアへのアクセスルートに対しては，斜面勾配が最も大きく斜

面高さが最も高い③－③断面を選定した。また，最大高さ約 3.5m の盛土で造成されてい

る④－④断面を道路面のすべり評価対象斜面として選定する。

ｂ．アクセスルートの安定性確認 

保管場所と同様に，基準地震動ＳＳに耐性があることを確認したＤ／Ｃの西側斜面と地

質・斜面形状等の比較を実施し，基準地震動ＳＳに対する安定性を確認する。 

ｃ．評価基準の設定 

保管場所と同様に，アクセスルート周辺の高さ・斜面の勾配が，Ｄ／Ｃの西側斜面よりも

斜面高さが低く緩斜面であり，かつ，地質のすべりが想定される範囲で同一であることを評

価基準とする。 

(3) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下，側方流動，液状化に伴う浮き上がり

液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地中埋設構造物の液状化に伴う浮き上がりについて

は，下記ａ．及びｂ．に基づき算定した沈下量及び浮き上がり量をもとに，アクセスルートに

発生する地表面の段差量を算定し，車両が通行可能であることを確認する。 

ａ．地中埋設構造物と埋戻し部等との境界部（埋設物境界部） 

(a) 沈下量，浮き上がり量の算定法

液状化及び揺すり込みによる沈下量の合計を不等沈下量とし，液状化に伴う地中埋設構

造物の浮き上がりを浮き上がり量とする。 

アクセスルートにおける地中埋設構造物を網羅的に抽出した上で，地下水位に応じた不

等沈下量及び浮き上がり量を算定する。 

ⅰ) 液状化による沈下量 

液状化による沈下量については，地下水位以深の飽和砂質地盤を対象層とし，敷地内

の飽和砂質地盤における最も小さい相対密度（As層，68％）と Ishihara et al.（1992）

の体積ひずみと液状化抵抗の関係から層厚の 2.3％を沈下量として算定する。 

体積ひずみと液状化抵抗の関係及び想定する沈下率を第 3-6 図に示す。 

ⅱ) 揺すり込みによる沈下量 

保管場所と同様に，揺すり込みによる沈下量については，地下水位以浅の不飽和地盤

を対象層とし，層厚の 1.0％を沈下量として算定する。 

ⅲ) 液状化に伴う浮き上がり量 

液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりについては，構造物下端よりも地下水位が

高い地中埋設構造物を対象とし，地下水位以深の飽和砂質地盤がすべて液状化したと仮
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定して，トンネル標準示方書（土木学会，2006）に基づき，浮き上がりに対する安全率

を算定する。 

液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりが発生すると評価された場合は，保守的に

浮き上がり抵抗力の不足分を構造物周辺の地盤（埋戻土）の飽和単位体積重量及び構造

物の幅で除して浮き上がり量を算出する。 

 

  ⅳ) 地下水位の設定 

保管場所と同様に，沈下量及び浮き上がり量の算定における地下水位については，防

潮堤の設置により地下水位が上昇する可能性を考慮し，保守的に地表面に設定する。た

だし，排水設備により，地下水位を低下させている箇所については，地下水位を別途設

定する。 

 

ⅴ) 評価基準 

保管場所と同様に，液状化及び揺すり込みによる沈下により，アクセスルートに発生

する地表面の段差量及び縦横断勾配の評価基準は，緊急車両が徐行により走行可能な段

差量 15cm 及び登坂可能な勾配 12％とする。 

 

ｂ．地山と埋戻部との境界部 

(a) 沈下量の算定法 

   液状化及び揺すり込みによる沈下量の合計を不等沈下量とする。 

アクセスルートにおける地下埋設構造物を網羅的に抽出した上で，地下水位に応じた不

等沈下量を算定する。 

また，建屋周辺については，建屋設置に伴う掘削範囲がアクセスルートと重なる箇所を

抽出した上で，地下水位に応じた不等沈下量を算定する。 

 

ⅰ) 液状化による沈下量 

地中埋設構造物と埋戻し部等との境界部（埋設物境界部）と同様に，液状化による沈

下量については，地下水位以深の飽和砂質地盤を対象層とし，敷地内の飽和砂質地盤に

おける最も小さい相対密度（As 層，68％）と Ishihara et al.（1992）の体積ひずみと

液状化抵抗の関係から層厚の 2.3％を沈下量として算定する。 

 

ⅱ) 揺すり込みによる沈下量 

地中埋設構造物と埋戻し部等との境界部（埋設物境界部）と同様に，揺すり込みによ

る沈下量については，地下水位以浅の不飽和地盤を対象層とし，層厚の 1.0％を沈下量

として算定する。 

   

ⅲ) 地下水位の設定 

地中埋設構造物と埋戻し部等との境界部（埋設物境界部）と同様に，沈下量の算定に

おける地下水位については，防潮堤の設置により地下水位が上昇する可能性を考慮し，
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保守的に地表面に設定する。ただし，排水設備により，地下水位を低下させている箇所

については，地下水位を別途設定する。 

 

ⅳ) 評価基準 

地中埋設構造物と埋戻し部等との境界部（埋設物境界部）と同様に，液状化及び揺す

り込みによる沈下により，アクセスルートに発生する地表面の段差量及び縦横断勾配の

評価基準は，緊急車両が徐行により走行可能な段差量 15cm 及び登坂可能な勾配 12％と

する。 

 

ｃ．側方流動 

側方流動による影響は,道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編（平成 14 年 3 月）より，水際

線からおおむねね100m程度の範囲とされていることから,海岸線よりおおむね100mの範囲の

アクセスルートを側方流動による影響の評価対象とする。 

    側方流動の評価範囲を第 3-7 図に示す。 

 

（4） 地中埋設構造物の損壊 

地震時における地中埋設構造物の損壊により，可搬型設備の通行に影響を与えないことを確

認する。地中埋設構造物の損壊による影響については，アクセスルートの地中埋設構造物のう

ち，耐震性が十分ではない内空部が 15cm 以上のコンクリート構造物の損壊を想定し，道路に段

差が発生すると評価する。 

 

(5) 復旧時間の評価 

地震時のアクセスルートとして選定したルートについて，周辺構造物の損壊箇所や周辺斜面

の崩壊箇所の復旧に要する作業時間を評価し，制限時間内に通行性を確保可能か確認する。 

 

ａ．復旧方法 

    アクセスルート上に発生したがれき及び崩壊土砂については，ホイールローダにより復旧

する。がれきや崩壊土砂の復旧方法は以下のとおりである。  

 

(a) がれき撤去 

     ・復旧により確保するアクセスルートは，対象車両（可搬型代替注水大型ポンプ）の規

格及びホースの敷設幅を考慮し，幅員 5.0m 以上とする。 

     ・復旧作業は，ホイールローダを使用することとし，作業要員は 2名以上（アクセスル

ート確保要員 2名）とする。 

     ・アクセスルート上のがれきについては，ホイールローダによりがれきをルート外へ押

し出すことによりルートを確保する。 

 

(b) 崩壊土砂撤去 

     ・復旧により確保するアクセスルートは，対象車両（可搬型代替注水大型ポンプ）の規
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格及びホースの敷設幅を考慮し，幅員 5.0m 以上，切土法面勾配は 1：1.0 とする。 

・復旧作業は，ホイールローダを使用することとし，作業要員は 2名以上（アクセスル

ート確保要員 2名）とする。

・アクセスルート上の堆積土砂については，ホイールローダにより土砂をルート外へ押

し出すことによりルートを確保する。

ｂ．復旧時間の算定条件 

 アクセスルート復旧時間の算定条件は以下のとおりとする。 

・ホイールローダ等の可搬型設備の移動速度は，通常走行時：10km／h，がれき撤去時：1.44km

／h（30 秒／12m），人員（徒歩）の移動速度は 4km／hとする。 

・アクセスルート確保要員は，緊急時対策所に集合し，復旧作業を開始する。

・アクセスルート確保要員は，緊急時対策所から保管場所へ向かい，ホイールローダを操作

しがれき撤去を実施する。
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3.4 屋外アクセスルートの評価結果 

(1) 周辺構造物の倒壊 

アクセスルート近傍にある周辺構造物について，損壊による屋外アクセスルートへの影響評

価を行った結果，第 3-8 図及び第 3-3 表に示すとおり，構造物等の損壊によるがれきの影響は

受けるものの，アクセス性を確保することが可能であることを確認した。 

・構造物等の損壊に伴うがれきの発生により，アクセスルートの必要な幅員が確保できない場

合は，ホイールローダによる撤去又はがれき上へのホース，ケーブルの敷設によりアクセス

性が確保可能である。 

・西側保管場所近傍に設置されている送電鉄塔は，鉄塔敷地周辺の地盤変状の影響について評

価を行い，影響がないことを確認しているが，損壊するものとして評価を行った。 

・西側保管場所近傍の上空には送電線が架線されているが，送電線の垂れ下がりにより通行支

障が発生した場合は，別ルートを通行する。 
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第 3-3 表 損壊時にアクセスルートの閉塞が懸念される構造物の 

被害想定及び対応内容 

名称  被害想定 対応内容 

屋内開閉所 

サンプルタンク室（R／W） 

へパフィルター室 

モルタル混練建屋 

補修装置等保管倉庫 

プロパンガスボンベ庫 

機材倉庫 

サイトバンカー建屋 

廃棄物処理建屋 換気空調ダクト

・地震により構造物が

倒壊し，発生したがれ

きによりアクセスル

ートを閉塞する。 

・非構造部材である外装板の脱

落の被害が主となる鉄骨造建

屋のがれきは，ホイールロー

ダにて撤去が可能である。 

・構造物の損壊により発生した

がれきがアクセスルートに干

渉した場合は，ホイールロー

ダにてがれき撤去を実施又は

がれき上へのホース，ケーブ

ルを敷設することで，アクセ

ス性が確保可能である。 

サービス建屋 

サービス建屋ボンベ室 

固体廃棄物貯蔵庫 A棟 

固体廃棄物貯蔵庫 B棟 

固体廃棄物作業建屋 

緊急時対策室建屋 

事務本館 

タービンホール（東海発電所） 

主排気ダクト 

・構造物の損壊により発生した

がれきがアクセスルートに干

渉した場合は，別ルートを通

行することで，アクセス性が

確保可能である。 

サービス建屋～チェックポイン

ト歩道上屋 

154kV 引留鉄構 

原子炉建屋付属棟（ALCパネル部）

廃棄物処理建屋（ALC パネル部）

サービス建屋（東海発電所） 

・事前対策を実施するため，ア

クセス性が確保可能である。

275kV 送電鉄塔（No.1） 

154kV 送電鉄塔（No.6） 

154kV 送電鉄塔（No.7） 

154kV 送電鉄塔（No.8） 

・地震により送電線が

断線し，アクセスルー

ト上に垂れ下がり，ア

クセスルートを閉塞

する。 

・アクセスルートに送電線が垂

れ下がった場合は，別ルート

を通行する。 

・万一，復旧が必要な場合には

油圧式ケーブルカッターにて

切断する等により通行可能と

する。 
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 (2) 周辺タンク等の損壊 

 アクセスルート周辺の屋外タンクには，可燃物施設，薬品及び水を内包するタンク等が存在

し，これらが破損することを想定した場合の影響について以下のとおり評価した。 

 可燃物施設及び薬品タンクの配置を第3-9図，溢水評価対象タンクの配置を第3-10図に示す。 

 

ａ．可燃物施設 

可燃物施設の損壊について，損壊による屋外アクセスルートへの影響評価を行った結果，

第 3-4表に示すとおり，可燃物施設がアクセス性に影響を与えることはないことを確認した。 

・アクセスルートが火災発生時の熱影響を受ける場合は，別ルートを通行する。 

・主要な変圧器（主要変圧器，予備変圧器，所内変圧器，起動変圧器）は，変圧器火災対策，

事故拡大防止対策が図られていること，また，防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤地下

の廃油槽に流下することから火災発生の可能性は極めて低いと考えられるが，火災が発生

するものとして評価を行った。 

・万一，消火活動が必要となった場合においても，自衛消防隊による早期の消火活動が可能

である。なお，消火活動は火災発生箇所近傍の使用可能な消火栓（原水タンク）又は防火

水槽を用いる。 

  可燃物施設のうち，火災を想定する施設の火災発生時における放射熱強度 1.6kW／m２※を第

3-11 図に示す。 

  ※石油コンビナートの防災アセスメント指針 
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第 3-4 表 可燃物施設損壊時の対応内容（1／3） 

名称 内容物 容量 対応内容 

ディーゼル発電機

用燃料タンク 
軽油  970L ・火災が発生した場合でも，アク

セスルートからの離隔距離が確

保されており，アクセスルート

への影響はない。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

変圧器用屋外消火

ポンプ用燃料タン

ク 

軽油 700L 

軽油貯蔵タンク 軽油 400kL×2 

・当該タンクは移設予定であり，

移設に伴い，耐震 Sクラス設計

とすることから，火災は発生し

ない。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

常設代替高圧 

電源装置 

軽油 995L×6 
・当該設備はＳＳ機能維持設計とす

ることから，火災は発生しない。

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 
潤滑油 156L×6 

可搬型設備用 

軽油タンク 
軽油 30kL×7 

・当該タンクはＳＳ機能維持設計と

することから，火災は発生しな

い。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

緊急時対策所用 

発電機燃料油 

貯蔵タンク 

軽油 75kL×2 

・当該タンクはＳＳ機能維持設計と

することから，火災は発生しな

い。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

主要変圧器 絶縁油 136kL  

・火災が発生した場合は別ルート

を通行する。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 
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第 3-4 表 可燃物施設損壊時の対応内容（2／3） 

名称 内容物 容量 対応内容 

予備変圧器 絶縁油 35.9kL  

・火災が発生した場合でも，アク

セスルートからの離隔距離が確

保されており，アクセスルート

への影響はない。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

所内変圧器 絶縁油 21kL×2  

起動変圧器 絶縁油 
45.95kL 

46.75kL  

66kV 非常用 

変電所 
絶縁油 6.6kL 

1 号エステート 

変圧器 
絶縁油 1.1kL 

2 号エステート 

変圧器 
絶縁油 1.1kL 

絶縁油 

保管タンク 

－ － 
・当該タンクは空運用であること

から，火災は発生しない。 

中央制御室 

計器用エンジン 

発電機 

緊急用エンジン 

発電機燃料 

タンク 

重油貯蔵タンク 重油  500kL 

・当該タンクは移設予定であり，

移設に伴い，地下埋設式とする

ことから，火災は発生しない。

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

緊急時対策室 

建屋地下タンク 
重油  20kL  

・地下埋設式のタンクであり火災

は発生しない 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

緊急時対策室 

建屋（旧緊急時 

対策室） 

重油 5.76kL 
・火災が発生した場合でも，アク

セスルートからの離隔距離が確

保されており，アクセスルート

への影響はない。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 

オイル 

サービスタンク 
重油 390L 

構内服洗濯用 

タンク 
重油  1.82kL  

溶融炉灯油 

タンク 
灯油 10kL  

・火災が発生した場合は別ルート

を通行する。 

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。 
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第 3-4 表 可燃物施設漏えい時被害想定（3／3） 

名称 内容物 容量 対応内容 

油倉庫 

第 1 石油類 900L 

・倉庫そのものが危険物を保管す

るための専用の保管庫（壁，柱，

床等を不燃材料で設置等）とな

っているため，火災の発生のリ

スクは低い。

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。

第 2 石油類 2.2kL 

第 3 石油類 18.2kL 

第 4 石油類 21kL 

アルコール類 200L 

No.1 保修用 

油倉庫 

第 1 石油類 100L 

第 2 石油類 4kL 

第 4 石油類 90kL 

No.2 保修用 

油倉庫 
第 4 石油類 100kL 

H2 ボンベ庫 水素 7m３×20 

・ボンベはチェーンにより固縛さ

れており，転倒による損傷は考

えにくく，また着火源とも成り

難いため火災の発生リスクは低

い。

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。

予備ボンベ庫① 水素 7m３×40 

予備ボンベ庫② 水素 7m３×20 

所内ボイラー 

プロパン 

ボンベ庫 

プロパン 50kg×4 

焼却炉用 

プロパン 

ボンベ庫 

プロパン 500kg×5 

サービス建屋

ボンベ庫
アセチレン 1.5m３×3 

廃棄物処理建屋 

化学分析用 

ボンベ庫 

アセチレン 7kg×1 

アルゴン＋

メタン
7m３×4 

食堂用プロパン 

ボンベ庫 
プロパン 50kg×18 

水素貯槽 水素 6.7kL 

・基礎に固定して設置しており，

転倒による損傷は考えにくく，

また着火源とも成り難いため火

災の発生リスクは低い。

・万一，消火活動が必要となった

場合でも，自衛消防隊による早

期の消火活動が可能である。
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ｂ．薬品タンク 

 薬品タンクについて，損壊による屋外アクセスルートへの影響評価を行った結果，第 3-5

表に示すとおり，薬品タンクがアクセス性に影響を与えることはないことを確認した。 

・薬品タンクが損壊した場合，薬品タンク周辺の路面勾配による路肩への流下が考えられる

ことから，影響は小さいと考えられる。

漏えいした薬品は堰や建屋の周辺への滞留が想定されるが，薬品タンクはアクセスルート

から 10m 以上離れているため，漏えいによる影響は小さいと考えられる。

また，漏えい時にアクセスや送水ホースの敷設作業等が必要な場合は，防護具の着用及び

送水ホースを薬品耐性のあるゴム等により防護する。

・なお，薬品タンクは堰内又は建屋内に設置されているため，漏えいによる影響は限定的と

考えられる。また，屋外に設置されている窒素ガス供給設備液体窒素貯蔵タンクは，漏え

いした場合であっても外気中に拡散することから，漏えいによる影響が限定的と考えられ

る。

第 3-5 表 薬品タンク漏えい時の対応内容（1／2） 

名称 内容物 
容量 

（濃度） 
対応内容 

硫酸貯蔵タンク※1 

硫酸 

50kL 

（95%） 

・路面勾配による路肩への流下，送

水ホースを薬品防護するため，影

響は小さい。

・薬品タンクは，アクセスルートか

ら 10m 以上離れているため，漏え

いした薬品がタンク周辺に滞留し

ていた場合でも，漏えいによる影

響は小さい。

・保護具の着用，送水ホース等の保

護を行うことから，人体への影響

はない。

（※1）タンクが破損し，漏えいし

ても全容量を収容できる堰をタン

クの周辺に設置している。

（※2）タンクの周辺に堰を設置し

ている。

（※3）タンクは建屋内に設置して

いる。

（※4）アクセスルートから十分な

離隔を確保した箇所に移設する。

R/W 中和硫酸供給用 

硫酸タンク※1 

600L 

（95%） 

希硫酸槽※1 
444L 

（10%） 

硫酸貯槽※1 
3kL 

（95%） 

カチオン塔用

硫酸希釈槽※3

880L 

（20%） 

カチオン塔用

硫酸計量槽※3

160L 

（95%） 

MB-P 塔用 

硫酸計量槽※3 

155L 

（95%） 

MB-P 塔用 

硫酸希釈槽※3 

155L 

（20%） 

硫酸希釈槽※2 
1.19kL 

（10%） 
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第 3-5 表 薬品タンク漏えい時の対応内容（2／2） 

名称  内容物 
容量 

（濃度） 
対応内容  

苛性ソーダ 

貯蔵タンク※2 

苛性 

ソーダ 

50kL 

（25%）  

・路面勾配による路肩への流下，送

水ホースを薬品防護するため，影

響は小さい。 

・薬品タンクは，アクセスルートか

ら 10m 以上離れているため，漏え

いした薬品がタンク周辺に滞留し

ていた場合でも，漏えいによる影

響は小さい。 

・保護具の着用，送水ホース等の保

護を行うことから，人体への影響

はない。 

 

（※1）タンクが破損し，漏えいし

ても全容量を収容できる堰をタン

クの周辺に設置している。 

（※2）タンクの周辺に堰を設置し

ている。 

（※3）タンクは建屋内に設置して

いる。 

（※4）アクセスルートから十分な

離隔を確保した箇所に移設する。 

溶融炉苛性 

ソーダタンク※4 

3kL 

（25%）  

苛性ソーダ貯槽※2 
10kL  

（25%） 

アニオン塔用苛性ソー

ダ計量槽※3 

540L 

（25%）  

MB-P 塔用苛性 

ソーダ計量槽※3 

155L  

（25%） 

硫酸第一鉄 

薬注タンク 

硫酸 

第一鉄 

7kL 

（90～100%）  

溶融炉アンモニア 

タンク※4 

アンモ 

ニア 

1kL 

（10～35%）  

S／B用次亜塩素 

溶解タンク※3 
次亜 

塩素酸 

ナト 

リウム 

200L 

（6%） 

構内用次亜塩素 

溶解タンク※3 

200L 

（6%） 

PAC 貯槽※2 

ポリ 

塩化 

アルミ 

ニウム 

6kL  

（10～11%） 

アニオン塔※3 

アニ 

オン 

樹脂 

5.4kL×2  

（35～60%） 

カチオン塔※3 

カチ 

オン 

樹脂 

3.49kL×2  

（35～60%） 

窒素ガス供給設備 

液体窒素貯蔵 

タンク 

液化 

窒素 

55.6kL 

（99.99%） 

・外気中に拡散することから，漏え

いによる影響は小さい。 
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ｃ．溢水タンク 

  溢水評価対象タンクについて，損壊による屋外アクセスルートへの影響評価を行った結果，

第 3-6表に示すとおり，溢水評価対象タンクがアクセス性に影響を与えることはないことを

確認した。 

・周辺の道路上及び排水設備を自然流下し比較的短時間で拡散することからアクセスルート

における徒歩※及び可搬型設備の走行及び運搬に影響はない。 

※建屋の浸水時における歩行可能な水深は，歩行困難水深及び水圧でドアが開かなくなる水

深などから 30cm 以下と設定されており，屋外においても同様な値とする。 

「地下空間における浸水対策ガイドライン」（平成 28 年 1 月現在 国土交通省 HP）参照 

 

第 3-6 表 溢水評価対象タンク漏えい時の対応内容（1／2） 

名称  容量 対応内容  

碍子洗浄タンク  100kL 

・地震によりタンク又は付属配管が破

損した場合でも，周辺の空地が平坦

かつ広大であり，比較的短時間で拡

散することから，アクセス性に影響

はない。 

・溢水が発生した場合であっても，純

水，ろ過水等であり，人体への影響

はない。 

・西側接続口は，津波や竜巻等の影響

を考慮し，止水処理を施した地下格

納槽内に設置することからタンク破

損による溢水の影響はない。 

HHOG 冷水塔 1.5kL  

HHOG 補給水タンク 2.39kL 

取水口ろ過水ヘッドタンク 20kL 

ブローダウンタンク  1.67kL 

S/B 飲料水タンク 10kL 

チェックポイント高置水槽 4kL 

AD ビル飲料水タンク 22kL 

構内服ランドリー受水槽 4kL 

600 トン純水タンク 600kL 

放管センター受水槽 22kL 

原子力館受水槽（濾過水） 12kL 

原子力館受水槽（飲料水） 12kL 

ろ過用水高築水槽 20kL 

活性炭ろ過器  40kL×2 

No.1pH 調整槽  2.7kL 

No.2pH 調整槽 1.32kL 

凝集沈殿槽  78kL 

パルセーター 200kL 

第 1 ろ過水タンク  150kL 

加圧水槽  1.1kL 

薬品混合槽 8.4kL 

加圧浮上分離槽 74.82kL 
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第 3-6 表 溢水評価対象タンク漏えい時の対応内容（2／2） 

名称 容量 対応内容 

第 2 ろ過水タンク 150kL 
・地震によりタンク又は付属配管が破

損した場合でも，周辺の空地が平坦

かつ広大であり，比較的短時間で拡

散することから，アクセス性に影響

はない。

・溢水が発生した場合であっても，純

水，ろ過水等であり，人体への影響

はない。

・西側接続口は，津波や竜巻等の影響

を考慮し，止水処理を施した地下格

納槽内に設置することからタンク破

損による溢水の影響はない。

濃縮槽 62kL 

多目的タンク 1,500kL 

モノバルブフィルター 92.2kL×2 

モノスコアフィルター 15.3kL 

原水タンク 1,000kL 

ろ過水貯蔵タンク 1,500kL 

純水貯蔵タンク 500kL 

脱炭酸水槽 2kL×2 

温水槽 14kL 

中間槽 15kL 

(3) 周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりについて，影響評価を行った結果，第

3-7 表に示すとおり，評価対象斜面の安定性に影響がないこと，ホイールローダによる復旧が

可能なこと，または当該アクセスルートを地震時に使用しないことで，アクセス性に影響を与

えることはないことを確認した。 

・①－①断面については,基準地震動ＳＳに対して耐性のあるＤ／Ｃの西側斜面と比較すると，

急斜面であるため崩壊を想定し，ホース等を敷設する場合に，必要な道幅（5.0m）の確保が

困難であることから，ホイールローダによる復旧が可能なことを確認した。

・②－②断面については，Ｄ／Ｃの西側斜面と比較すると，急斜面であるため崩壊を想定し，

復旧に時間を要することから，当該アクセスルートは地震時には使用しないものとする。

・③－③断面については，Ｄ／Ｃの西側斜面と比較すると,すべりが想定される範囲で地質は同

一であり,緩斜面かつ斜面高さが同等であることから基準地震動ＳＳに対して裕度があり，崩

壊及びすべりは発生しないことを確認した。 

・④－④断面については，盛土の施工において改良土等により，安定性が確認されている強度

（地山（du 層）相当）を確保するため，アクセスルートへの影響はない。
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第 3-7 表 アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりの評価結果 

被害要因 
評価結果 【評価基準】 

Ｄ／Ｃの西側斜面①‐①断面 ③‐③断面

③周辺斜面の

崩壊

影響あり 

（ホイールローダにより復旧） 

地質：擁壁，埋戻土，du層

斜面勾配：直（1：0）

斜面高さ：3m

安定性評価：崩壊を想定

影響なし 

地質 ：du 層 

斜面勾配：1：2.0※1 

斜面高さ：最大約 14m 

安定性評価：問題なし 

地質  ：du 層 

斜面勾配：1：1.9

斜面高さ：14m 

被害要因 
評価結果 【評価基準】 

Ｄ／Ｃの西側斜面②‐②断面 ④－④断面

④道路面のす

べり

影響あり 

（当該ルートを使用しない） 

地質  ：du 層 

斜面勾配：1：1.5 

斜面高さ：5m 

安定性評価：崩壊を想定 

影響なし 

地質  ：盛土※2 

斜面勾配：1：2.0 

斜面高さ：最大約 3.5m 

安定性評価：問題なし 

地質  ：du 層 

斜面勾配：1：1.9

斜面高さ：14m 

※１ アクセスルート沿いの切土部における最大斜面勾配は 1:2.0，最大斜面高さは 5m であ

る。また，③－③断面は，斜面高さが最大約 14m であるが，平均勾配は 1:7.8 の緩

い斜面である。 

※２ 盛土の施工において，改良土等により，安定性が確認されている強度（地山（du 層）

相当）を確保する。 
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第 3-1 図 屋外アクセスルート図 
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第 3-2 図 敷地遡上津波時の津波浸水範囲 
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第 3-3 図 可燃物施設の損壊によるアクセスルートへの影響評価フロー 

 

可燃物施設

防油堤の設置の

有無 

専用のコンテナ・倉

庫等に収容※２ 

漏えい可燃物が 

全量収容可能か 

防油堤の 

耐震性の有無 

火災を想定

アクセスルートから

離隔距離を確保 

Yes 

設計ベースにて 

アクセスルートへ 

の影響を排除 

運用ベースにて 

アクセスルートへ

の影響を排除※3 

火災による 

アクセスルートへ 

の影響なし 

自衛消防隊による 

消火によりアクセス 

ルートへの影響を排除

Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No

No
No

No 

No

No

① 

②

③

⑤※4 

運用等による可燃物

の漏えい防止※１ 

Yes 

No

④

アクセスルートから

離隔距離を確保 

Yes

※1：ボンベ口金の通常閉運用（口金を開としている期間は，

作業員を配置し，ただちに閉止可能とする）又は空運

用 

※2：保管可燃物は，ドラム缶等の容器に収納，固縛し転倒

防止措置を行う。 

自衛消防隊による 

消火活動 

※3：火災の発生は考えにくいが，万一火災が発生した場合は自衛消防隊による消火活動を実施する 

※4：地下埋設式の可燃物施設は，火災発生は想定しない 

耐震 S設計又は

耐震評価実施 

別ルートにより

離隔距離を確保

No

⑦

別ルートの設定に 

よりアクセスルート 

への影響を排除 

⑥ 

Yes 



別添 1-40 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
6
-別

添
1
 
R
0 

第 3-4 図 アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面の 

すべりに対する影響評価断面位置図（1／2） 

※③及び④は，今後造成するエリアのため写真は掲載せず

高さ：約 3m

Ａ Ｂ
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第 3-4 図 アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面 

 すべりに対する影響評価断面位置図（2／2） 

 

 

線
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第 3-5 図  アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響評価断面図 
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第 3-6 図 体積ひずみと液状化抵抗の関係及び想定する沈下率 

液状化に伴う沈下：沈下率 2.3％ 

Dr=68％ 

2.3％ 



 

別添 1-44 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
6
-別

添
1
 
R
0 

 

第 3-7 図 側方流動の評価範囲（1／2） 

線
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第 3-7 図 側方流動の評価範囲（2／2） 

 

Ａ－Ａ断面 

Ｂ－Ｂ断面 

Ｃ－Ｃ断面

0 50m 

0 50m 
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凡例
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第 3-8 図 損壊時にアクセスルートに影響を及ぼす周辺構造物 

 



別添 1-47 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
6
-別

添
1
 
R
0 

第 3-9 図 可燃物施設，薬品タンク配置図 
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第 3-10 図 溢水評価対象タンク配置図 
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第 3-11 図 可燃物施設火災時の影響範囲 

 

  

線
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4. 屋内アクセスルート

4.1 屋内アクセスルートの基本方針 

地震，津波その他の自然現象による影響及び人為事象による影響を考慮し，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋に，各設備の操作場所までのアクセスルートを複数設定する。 

上記を受けた屋内アクセスルート設定の考え方を以下に示す。 

(1) 地震及び津波の影響の考慮

ａ．屋外から直接原子炉建屋内に入域するための原子炉建屋の入口は，以下の条件を考慮し設

定する。 

(a) 原子炉建屋入口を複数設定

(b) 上記(a)のうち，基準地震動ＳＳの影響を受けない位置的分散を考慮した入口を少なくと

も 2 箇所設定

(c) 上記(b)のうち，敷地遡上津波の影響を受けない高さの異なる入口を少なくとも 2 箇所

設定

ｂ．複数設定するアクセスルートは以下の条件を満足するルートとする。 

(a) 基準地震動ＳＳの影響を受けず，敷地遡上津波に対して影響を受けない高さ，又は，水

密化を図った原子炉建屋にアクセスルートを設定する。

また，ルート設定に当たっては以下を考慮する。

・アクセスルート近傍の油内包機器及び水素内包機器について，地震時に火災源となら

ないこと

・地震に伴う溢水が発生した場合においても歩行可能な水深であること

・アクセスルート近傍の資機材等について，地震による転倒等により通行を阻害しない

ように固縛等の転倒防止対策を実施すること

(2) 地震及び津波以外の自然現象の考慮

地震及び津波以外の自然現象に対し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られたアクセス

ルートを設定する。

(3) その他の考慮事項

アクセスルートの設定に当たっては，高線量区域を通行しないよう考慮する。

外部起因事象として想定される津波のうち基準津波については，防潮堤が設置されているた

め，屋内アクセスルートは影響を受けない。敷地遡上津波については，屋内アクセスルートが

設定されている原子炉建屋が水密化され，影響を受けない。 

また，屋内アクセスルートは地震，津波及びその他の自然現象による影響（洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災，高潮）及び

外部人為事象を想定して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計

とする。 
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4.2 屋内アクセスルートの影響評価 

屋内アクセスルートの設計においては，屋外アクセスルートについて想定される自然現象の抽

出を行い，その自然現象が起因する被害要因に対して影響評価を行い，その影響を受けないルー

トを確保する。

屋内アクセスルートについて想定される自然現象の抽出結果を第 4-1 表に示す。

第 4-1 表 屋内アクセスルートに想定される自然現象 

自然 

現象 
概略評価結果 

被害要因 

抽出 

地震 
・周辺施設の損傷，転倒及び落下，地震随伴火災，地震による内

部溢水による影響が考えられる。
○ 

津波 

・基準津波に対し防潮堤を設置することから，建屋近傍まで遡上

する浸水はない。

・水密化された建屋内であることから敷地遡上津波による浸水の

影響は受けない。

・建屋屋上は敷地津波の影響を受けない

× 

洪水 

・敷地の地形及び表流水の状況から，洪水による被害は生じない

ことを，東海村発行の浸水ハザードマップ及び国土交通省発行

の浸水想定区域図から確認している。

× 

風 

（台風） 
・竜巻の評価に包含される。 × 

竜巻 
・原子炉建屋は竜巻に対し頑健性を有することから影響は受けな

い。
× 

凍結 

・屋上を通行する箇所は，凍結状況を見計らいながら通行するこ

とで対処が可能である。

・屋上を通行する箇所以外は建屋内であり，影響は受けない。

× 

降水 
・浸水防止対策を施された建屋内であること，排水設備が設置さ

れていることから影響は受けない。
× 

積雪 

・屋上を通行する箇所は，あらかじめ体制を強化したうえで，積

雪状況を見計らいながら除雪することで対処が可能である。

・屋上を通行する箇所以外は，建屋内であり，影響は受けない。

× 

落雷 ・原子炉建屋には避雷設備を設置しており影響は受けない。 × 

火山の 

影響 

・噴火発生の情報を受けた際は，あらかじめ体制を強化し，屋上

を通行する箇所の除灰を行うことにより対処が可能である。

・屋上を通行する箇所以外は建屋内であり，影響は受けない。

× 

生物学 

的事象 

・原子炉建屋は，浸水防止対策により水密化された建屋内に設置

されているため，ネズミ等の小動物の侵入による影響を受けな

い。

× 

森林 

火災 

・屋内アクセスルートは防火帯内側の原子炉建屋であり，影響は

受けない。
× 

高潮 
・原子炉建屋は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置すること

から影響はない。
× 
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以上の抽出結果を踏まえ，屋内アクセスルートの設計にあたり，地震，地震随伴火災及び地震

による内部溢水による屋内アクセスルートへの影響評価を行い，その影響を受けないルートを設

定する。 

地震に伴う，屋内アクセスルートの影響評価項目を以下に示す。 

・地震随伴火災 

・地震による内部溢水 

 

地震による影響を考慮し，屋内アクセスルートの選定に際し，周辺施設の転倒及び落下等によ

る影響がないことを確認するため，現場の整備状況を確認し，アクセスルート周辺に影響を及ぼ

す施設がないことを確認する。 
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4.3 屋内アクセスルートの評価方法 

アクセスルートへの影響について，被害要因ごとに評価する。 

屋内アクセスルートを別図に示す。 

 

 (1) 地震随伴火災 

   屋内アクセスルート近傍の地震随伴火災の発生の可能性がある機器について，以下のとおり

抽出・評価を実施する。 

・事故シーケンス毎に必要な対応処置のためのアクセスルートをルート図上に描画し，ルート

近傍の回転機器※を抽出する。 

・耐震Ｓクラス機器，又は基準地震動ＳＳにて耐震性があると確認された機器は地震により損

壊しないものとし，内包油による地震随伴火災は発生しないものと考える。 

・耐震Ｓクラス機器ではない，又は基準地震動ＳＳにて耐震性がない機器のうち，油を内包す

る機器については地震により支持構造物が損壊し，漏えいした油又は水素ガス（4vol％以上）

に着火する可能性があるため，火災源として耐震評価を実施する。 

・耐震評価はＳクラスの機器と同様に基準地震動ＳＳで評価し，JEAG4601 に従った評価を実施

する。 

・耐震裕度を有するものについては地震により損壊しないものと考え，火災源としての想定は

不要とする。 

※アクセスルート近傍のケーブルトレイ及び電源盤は，設置許可基準規則第八条「火災による

損傷の防止」において得られた火災防護を適用し，火災の火炎，熱による直接的な影響のみ

ならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が考えにくいことから除外する。 

なお，火災時に煙充満による影響については，煙が滞留するような箇所は自動起動又は中央

制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置することからアクセス性に影響はないと

考えられるが，速やかなアクセスが困難な場合は別ルートを使用する。 

地震随伴火災の発生の可能性がある機器の抽出フローを第 4-1 図に示す。 

 

 (2) 地震による内部溢水 

   地震発生時のアクセスルートのアクセス性の評価を以下のとおり実施する。 

・事故シーケンス毎に必要な対応処置のためのアクセスルートとして使用するエリアを抽出し，

エリアごとのアクセスルート近傍の溢水源を抽出する。 

・耐震Ｓクラス機器，又は基準地震動ＳＳにて耐震性があると確認された機器は地震により損

壊しないものとし，保有水が外部に流出することはないものと考える。 

・耐震Ｓクラス機器ではない，又は基準地震動ＳＳにて耐震性がない機器は，溢水源とする。 

・耐震評価はＳクラスの機器と同様に基準地震動ＳＳで評価し，JEAG4601 に従った評価を実施

する。 

・耐震裕度を有するものについては地震により損壊しないものと考え，溢水源としての想定は

不要とする。 

内部溢水によるアクセス判断フロー図を第 4-2 図，水位評価概略図を第 4-3 図に示す。 
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4.4 屋内アクセスルートの評価結果 

(1) 地震随伴火災 

   アクセスルート近傍にある地震随伴火災が発生する可能性がある機器について第 4-2 表，エ

リアについて第 4-4 図に示す。 

このうち耐震Ｓクラス以外の機器で，油又は水素を内包する機器について耐震評価を実施し

た結果，耐震評価対象機器については基準地震動ＳＳ時にも損壊しないことを確認した。 

 

第 4-2 表 地震随伴火災源 一覧表（1／5） 

No. 機器名称 
損傷 

モード
評価部位 

応力 

分類 

発生値 
許容 

基準値 設備区分 

MPa MPa 

① 
原子炉冷却材浄化系

プリコートポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 12 220 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 7 169 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 9 186 

せん断 6 143 

② 
燃料プール冷却浄化

系プリコートポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 12 220 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 7 169 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 9 186 

せん断 6 143 

③ 
ドライウェル除湿系

冷凍機※1 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 98 154 BC クラス 

（耐震裕度

有） せん断 67 143 

④ 
ドライウェル除湿系

冷水ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 15 186 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 9 143 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 3 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 9 186 

せん断 6 143 

⑤ 
非常用ガス再循環系

排風機(A),(B) 
－ － － － － S クラス 

⑥ 
ほう酸水注入ポンプ

(A),(B) 
－ － － － － S クラス 

※1 スクリュー式冷凍機であることから基礎ボルトにて評価 
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第 4-2 表 地震随伴火災源 一覧表（2／5） 

No. 機器名称 
損傷 

モード
評価部位 

応力 

分類 

発生値 
許容 

基準値 設備区分 

MPa MPa 

⑦ 

燃料プール冷却浄化

系循環ポンプ 

(A),(B) 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 12 198 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 11 152 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 3 186 

せん断 11 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 13 186 

せん断 8 143 

⑧ 
燃料プール冷却浄化

系逆洗水移送ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 8 186 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 7 186 

せん断 5 143 

⑨ 
原子炉冷却材浄化系

逆洗水移送ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 9 186 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 3 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 9 186 

せん断 5 143 

⑩ 

原子炉再循環流量 

制御系ユニット 

（A）,（B） 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 31 186 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 51 143 

機能 

損傷 

原動機（ポン

プ含む）取付

ボルト 

引張 29 186 

せん断 16 143 

⑪ 

主蒸気隔離弁漏えい

抑制系ブロワ 

（A）,（B） 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 29 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 16 154 

機能 

損傷 

ブロワ取付 

ボルト 

引張 15 186 

せん断 5 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 5 186 

せん断 3 143 

⑫ 

｜ 

1 

原子炉冷却材浄化系

循環ポンプ 

（A）※2 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 15 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 12 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 6 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 11 186 

せん断 6 143 

⑫ 

｜ 

2 

原子炉冷却材浄化系

循環ポンプ 

（B）※2 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 17 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 13 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 6 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 13 186 

せん断 9 143 

※2 原動機の重量が（A），（B）で異なる  
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第 4-2 表 地震随伴火災源 一覧表（3／5） 

No. 機器名称 
損傷 

モード
評価部位 

応力 

分類 

発生値 
許容 

基準値 設備区分 

MPa MPa 

⑬ クラリ苛性ポンプ － － － － － 休止設備 

⑭ クラリ凝集剤ポンプ － － － － － 休止設備 

⑮ 
クラリ高分子凝集剤

ポンプ 
－ － － － － 休止設備 

⑯ 
クラリファイアー 

供給ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 10 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 6 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 3 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 6 186 

せん断 3 143 

⑰ 凝縮水収集ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 11 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 8 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 5 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 9 186 

せん断 5 143 

⑱ 
廃液濃縮器循環ポン

プ（A）,（B） 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 33 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 20 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 8 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 12 186 

せん断 8 143 

⑲ 
廃液濃縮器補助循環

ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 7 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 4 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 186 

せん断 5 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 3 186 

せん断 2 143 

⑳ 
床ドレンフィルタ 

保持ポンプ 
－ － － － － 休止設備 

  
廃液フィルタ保持 

ポンプ（A）,（B） 
－ － － － － 休止設備 

  
プリコートポンプ 

（A）,（B） 
－ － － － － 休止設備 
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第 4-2 表 地震随伴火災源 一覧表（4／5） 

No. 機器名称 
損傷 

モード
評価部位 

応力 

分類 

発生値 
許容 

基準値 設備区分 

MPa MPa 

りん酸ソーダポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 81 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 20 154 

機能 

損傷 

駆動部（ポン

プ,原動機）

取付ボルト 

引張 47 186 

せん断 19 143 

中和硫酸ポンプ 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 22 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 7 154 

機能 

損傷 

駆動部（ポン

プ,原動機）

取付ボルト 

引張 11 186 

せん断 6 143 

中和苛性ポンプ 
機能 

損傷 

基礎ボルト 
引張 22 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 7 154 

駆動部（ポン

プ,原動機）

取付ボルト 

引張 11 186 

せん断 6 143 

非常用ディーゼル 

発電機（2C） 
－ － － － － S クラス 

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機 
－ － － － － S クラス 

非常用ディーゼル 

発電機（2D） 
－ － － － － S クラス 

制御棒駆動水ポンプ

（A）,（B） 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 20 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 14 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 18 186 

せん断 13 143 

機能 

損傷 

増速機取付 

ボルト 

引張 8 186 

せん断 4 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 12 186 

せん断 8 143 

制御棒駆動水ポンプ

補助油ポンプ 

（A）,（B） 

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 20 200 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 14 154 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 3 186 

せん断 2 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 15 186 

せん断 2 143 



別添 1-58 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
6
-別

添
1
 
R
0 

第 4-2 表 地震随伴火災源 一覧表（5／5） 

No. 機器名称 
損傷 

モード
評価部位 

応力 

分類 

発生値 
許容 

基準値 設備区分 

MPa MPa 

原子炉隔離時冷却系 

レグシールポンプ

機能 

損傷 
基礎ボルト 

引張 1 186 

BC クラス 

（耐震裕度

有） 

せん断 2 143 

機能 

損傷 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 2 186 

せん断 1 143 

機能 

損傷 

原動機取付 

ボルト 

引張 3 186 

せん断 2 143 

残留熱除去系 

レグシールポンプ
－ － － － － 

BC クラス 

（波及的影

響確認機

器） 

低圧炉心スプレイ系

レグシールポンプ
－ － － － － 

BC クラス 

（波及的影

響確認機

器） 

残留熱除去系ポンプ

（A）,（B）,（C） 
－ － － － － S クラス 

原子炉隔離時冷却系

ポンプ 
－ － － － － S クラス 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 
－ － － － － S クラス 

(2) 地震による内部溢水

評価結果として，各エリアの溢水水位を第 4-3 表に示す。

地震時に最終滞留区画となる原子炉棟地下 2階の西側エリアを除く，アクセスルートにおけ

る最大溢水水位は，20cm 以下であることから，胴長靴を装備することで，地震により溢水が発

生してもアクセスルートの通行は可能である。 

なお，最終滞留区画については，最大 64 ㎝の溢水水位となる。このため，現場へのアクセス

及び操作が可能となるよう必要な高さの歩廊を設置する。 
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第 4-3 表 アクセスエリア溢水水位 

EL（m） 
原子炉建屋 

原子炉棟 

原子炉建屋 

付属棟 

原子炉建屋 

廃棄物処理棟 

46.50 堰高さ以下 

38.80 堰高さ以下 

30.50 滞留水なし 

29.00 堰高さ以下 

27.00 ―

25.30 ―

23.00 滞留水なし 

22.00 滞留水なし

20.30 堰高さ以下 ―

18.00 滞留水なし 

14.00 堰高さ以下 滞留水なし

13.70 滞留水なし 

10.50 ―

8.20 堰高さ以下 滞留水なし 滞留水なし 

2.56 滞留水なし 

2.00 堰高さ以下 

-0.50 滞留水なし

-4.00 最大 64 ㎝ 滞留水なし ― 

【凡例】 

―  ：アクセスしないフロア 

  ：対象フロアなし 

「堰高さ」  ：下層階へ排水する開口部高さ 

「滞留水なし」：溢水源がない又は下層階への排水により当該

エリアでの滞留水なし
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第 4-1 図 想定火災源の熱影響評価対象抽出フロー 

アクセスルート近傍の回転機器を抽出 

アクセスルート上の地震随伴火災の評価 

耐震Ｓクラスまたは基準地

震動ＳＳにて耐震性があると

確認された機器か？ 

油内包回転機器か？ 

水素内包機器か？ 

火災源の耐震評価 

耐震裕度なし？ 

地震随伴火災の発生を想定 地震随伴火災は想定不要

No 

Yes 

Yes 

No 

No 

Yes 
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第 4-2 図 地震随伴の内部溢水評価フロー図 

アクセスルートとして使用するエリアの抽出 

【抽出されたエリア】  

・原子炉建屋原子炉棟

・原子炉建屋付属棟

・原子炉建屋廃棄物処理棟

アクセス可※2

※1：建屋の浸水時における歩行可能な水深は，歩行困難水深及び水圧でドアが開かなくなる水深などから

30cm 以下と設定している。水位20cm以下であればアクセス可能と判断する。 

「地下空間における浸水対策ガイドライン」（平成28年1月現在 国土交通省ＨＰ）参照 

※2：溢水水位によりアクセス可能と判断しても，放射性物質による被ばく防護及び感電防止のため，適切

な装備を装着する。 

地震時の溢水源の抽出 

【溢水源となる設備】  

・使用済燃料プール ・ほう酸水注入系

・給水系 他

アクセスルートエリアの溢水水位 

・下階の伝搬経路の有無により，伝搬経路となる開口

部入口高さ若しくは溢水源からの溢水量により水位を

評価

アクセスルートエリアの 

溢水水位はアクセス可能な 

水位か※1 

No 

Yes 

対応策検討
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第 4-3 図 水位評価概要図 

発生した溢水量が堰の高さ以上の
場合は開口部より下階へ排水される

最地下階には上層階から
の排水が集まる

防護すべき設備は
水密扉により溢水
は流入しない
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（1／8）
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（2／8） 
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（3／8）
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（4／8） 
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（5／8） 
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（6／8） 
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（7／8） 
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第 4-4 図 アクセスルート近傍の油内包機器エリア図（8／8） 
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別図 

屋内アクセスルート ルート図（1／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（2／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（3／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（4／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（5／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（6／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（7／8） 
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屋内アクセスルート ルート図（8／8） 
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Ⅴ-1-1-6-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 
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1. 概要

本資料は，「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」（以下「資料Ⅴ-1-1-6」という。）にて設定している可搬型重大事故等対処

設備の機能維持に係る設計方針を整理した上で，各設計方針に対して，可搬型重大事故等対処設

備の設備分類，要求機能及び性能目標を明確にし，各設備の機能設計等について説明するもので

ある。 

 なお，資料Ⅴ-1-1-6 では，可搬型重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に

ついて，「多重性，多様性及び位置的分散」，「悪影響防止」，「環境条件等」及び「操作性及

び試験・検査性」に分け，設計方針を示している。 

2. 設計の基本方針

可搬型重大事故等対処設備は，荷重及び波及的影響を含め想定される環境条件において，重大

事故等及び設計基準事故に対処するための必要な機能を損なわない設計とするとともに，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と共

通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 これらの設計に考慮すべき要因である自然現象，外部人為事象，溢水及び火災に対する可搬型

重大事故等対処設備の設計方針について以下に示す。 

(1) 自然現象及び外部人為事象

a. 地震

可搬型重大事故等対処設備は，自然現象のうち地震に関して，耐震設計として横すべりを

含めて地震による荷重を考慮して機能を損なわない設計とするとともに，地震後においても

機能及び性能を維持する設計とする。 

 屋内の可搬型重大事故等対処設備は，地震随伴火災及び地震随伴溢水の影響を考慮して保

管する。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震による影響（周辺構造物の倒壊や周辺斜面の崩

壊，道路面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力の不足並びに地下

構造物及び水路等の損壊等）を受けない位置に保管する。 

 可搬型重大事故等対処設備は，設計基準対象施設とは異なり，床や地盤等に強固に固定さ

れず，地震により他の設備へ波及的影響を与えるおそれがあることから，使用時の移動又は

運搬において他の設備へ波及的影響を考慮する必要がある。また，構造上，地震により，す

べり又は傾きが生じることが考えられることから，波及的影響の評価により，当該設備によ

る他の設備に対して波及的影響を及ぼさない設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図る設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管

場所に保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の耐震設計については，本資料に基づき実施する。 
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 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管場所において周辺斜面が崩壊しないことの考慮等につい

ては，資料Ⅴ-1-1-6 の別添－1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」

に示す。 

b. 津波

可搬型重大事故等対処設備は，自然現象として津波に対する耐津波設計を実施する。

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準津波による影響を考慮し，必要な津波防護対策

を講じる設計とする。また，基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津

波」という。）に対しては，敷地に遡上する津波が到達しない高所に保管する。屋内の可搬

型重大事故等対処設備に対しても，基準津波及び敷地に遡上する津波による影響を考慮し，

必要な津波防護対策を講じる設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図る設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管

場所に保管する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の耐津波設計については，Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-2-1 耐震設計上重要な設備を設置

する施設に対する自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施する。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 

c. 風（台風）及び竜巻

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象のうち風（台風）及び竜巻に対し，建屋内

に保管する設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮して，他の

設備に悪影響を及ぼさないよう，固定する設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図る設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しな

い保管場所に保管する設計とする。 

 風（台風）及び竜巻に対する可搬型重大事故等対処設備の設計については，Ⅴ-1-1-2「発

電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-2-1 耐震設

計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施

する。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 
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d. 積雪及び火山の影響

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象のうち積雪及び火山の影響に対して建屋内

に保管する設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪及び火山の影響を考慮して，必要により除雪及

び除灰等の措置を講じる。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図る設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しな

い保管場所に保管する設計とする。 

 可搬重大事故等対処設備は，積雪及び火山の影響に対するの設計について，Ⅴ-1-1-2「発

電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-2-1 耐震設

計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施

する。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 

e. 飛散物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

可搬型重大事故等対処設備は，外部人為事象のうち飛散物（航空機落下）及び故意による

大型航空機の衝突並びにその他のテロリズムに関して，原則として建屋内に保管するととも

に，可能な限り設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置的分散を図る設計

とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備

が設置されている建屋及び屋外の常設重大事故等対処設備のそれぞれから lOOm の離隔距離

又は屋外の設計基準事故対処設備から lOOm の離隔距離を確保した上で，位置的分散を図る

設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しな

い保管場所に保管する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 

f. その他自然現象及び外部人為事象

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象のうち落雷，生物学的事象，森林火災及び

高潮並びに外部人為事象のうち近隣の産業施設等の火災・爆発（飛来物含む），航空機墜落

による火災，火災の二次的影響（ばい煙），有毒ガス及び漂流船舶の衝突（以下「その他自

然現象及び外部人為事象」という。）に対して，建屋内に保管する設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しな
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い保管場所に保管する設計とする。 

 その他自然現象及び外部人為事象に対する可搬型重大事故等対処設備の設計については，

Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-

2-1 耐震設計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する説明書」

に基づき実施する。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様

性及び位置的分散」に示す。 

(2) 溢水

可搬型重大事故等対処設備は，屋外の低耐震クラスのタンクの破損等による溢水に対して，

溢水による浸水深を考慮した設計とするか又は溢水の影響のない高所に保管する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図る設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない

保管場所に保管する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の溢水に対する防護設計については，「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉

施設の溢水防護に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」に

基づき実施する。 

(3) 火災

可搬型重大事故等対処設備は，火災に対して火災防護計画に基づき火災防護対策を策定する。 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図る設計とする。 

 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない

保管場所に保管する設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の火災防護計画については，「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火

災防護に関する説明書」の内容を踏まえ策定する。 

 可搬型重大事故等対処設備の位置的分散については，資料Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性，多様性

及び位置的分散」に示す。 

 以上を踏まえ，可搬型重大事故等対処設備については，設備の構造及び機能別に分類し，機

能設計上の性能目標と地震による荷重を考慮した構造強度設計上の性能目標を定める。 

 可搬型重大事故等対処設備は，機能設計上の性能目標を達成するため，設備ごとに機能の設

計方針を定める。 

 可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計上の性能目標を達成するため，設備ごとに構造

強度設計上の方針を示した上で，Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に

関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-2-1 耐震設計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象

等への配慮に関する説明書」及び「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のうち「Ⅴ-2-1-8 機能維持

の検討方針」の「3.1 構造強度上の制限」にて設定している荷重条件及び荷重の組合せに従い，

構造強度設計上に必要な考慮すべき荷重条件を設定し，その荷重の組合せの考え方を定める。 
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可搬型重大事故等対処設備の設計フローを図 2-1 に示す。 

 耐震設計上の重大事故等対処施設の設備の分類に該当しない設備である可搬型重大事故等対

処設備の耐震計算については，主要設備リスト記載機器であるため，「Ⅴ-2 耐震性に関する

説明書」のうち「Ⅴ-2-1-8 機能維持の検討方針」に基づき実施し，耐震計算の方針並びに耐震

計算の方法及び結果については，「Ⅴ-2-別添 3 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関す

る説明書」に示す。 

Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-2-

3「竜巻への配慮に関する説明書」に基づき竜巻対策として実施する固縛措置については，可搬

型重大事故等対処設備の耐震計算の波及的影響評価の結果を考慮した設計とする。 

（注）フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す 

図 2-1 設備の設計フロー 

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」 

3.設備分類 

4.要求機能及び性能目標 

6.構造強度設計 5.機能設計 
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3. 設備分類

可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計を行うに当たり，当該設備を支持する構造を

含む各設備の構造により以下のとおり分類する。 

(1) 車両型設備

移動機能を有する車両等にポンプ，発電機，内燃機関，電動機等を積載し，ボルト等で固定

し，地盤安定性を有する屋外の保管場所の地面に固定せずに保管する設備を車両型設備として

分類する。 

a. 可搬型代替注水大型ポンプ

b. 可搬型代替注水中型ポンプ

c. 可搬型代替低圧電源車

d. 可搬型窒素供給装置用電源車

e. 可搬型窒素供給装置

f. タンクローリ

g. ホイールローダ

(2) ボンベ設備

ボンベ架台に収納し，架台を耐震性を有する建屋内にボルトで固定して保管する設備をボン

ベ設備として分類する。 

ａ．非常用窒素供給系Ａ系高圧窒素ボンベ 

ｂ．非常用窒素供給系Ｂ系高圧窒素ボンベ 

ｃ．非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系高圧窒素ボンベ 

ｄ．非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系高圧窒素ボンベ 

ｅ．中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

ｆ．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

ｇ．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

(3) その他設備

耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所において，スリン

グ等で固縛する設備をその他設備として分類する。 

a. 可搬型スプレイノズル

b. 放水砲

c. ホース

d. 汚濁防止膜

e. 泡混合器

f. 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

g. 可搬型計測器（温度，圧力，水位及び流量計測用）

h. 可搬型計測器（圧力，水位及び流量計測用）

i. 酸素濃度計
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j. 二酸化炭素濃度計

k. 可搬型照明（ＳＡ）

l. 衛星電話設備（携帯型）

m. 衛星電話設備（可搬型）（待避室）

n. 無線連絡設備（携帯型）

o. 携行型有線通話装置

p. データ表示装置（待避室用含む）

q. 可搬型整流器

r. 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

s. 緊急時対策所エリアモニタ

t. 電離箱サーベイ・メータ

u. 可搬型モニタリング・ポスト

v. 可搬型ダスト・よう素サンプラ

w. β線サーベイ・メータ

x. ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ

y. ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ

z. 電離箱サーベイ・メータ

aa. 小型船舶（船体） 

ab. 小型船舶（船外機，バッテリ） 

ac. 可搬型気象観測設備 
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4. 要求機能及び性能目標

重大事故等に対処することを目的として，資料Ⅴ-1-1-6 において，可搬型重大事故等対処設備

は，地震後においても重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないこととしている。ま

た，構造強度設計を行うに当たり，「3. 設備分類」において，車両型設備，ボンベ設備及びその

他設備に分類している。これらを踏まえ，設備分類ごとに要求機能を整理するとともに，機能設

計上の性能目標と構造強度設計上の性能目標を設定する。 

 4.1 要求機能 

 可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等に対し，地震後においても重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわないことが要求される。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震時において，他の設備に悪影響を及ぼさないことが要求

される。 

 4.2 性能目標 

(1) 車両型設備

車両型設備は，重大事故等に対し，地震後においても，車両全体としての安定性及び重大

事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持し，容易に移動できることを機能設計上

の性能目標とする。 

 また，車両型設備は，地震後においても，他の可搬型重大事故等対処設備を含む他の設備

からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持

し，容易に移動できることを損なわないよう，また，地震時において，他の可搬型重大事故

等対処設備に悪影響を及ぼさないようにすることを機能設計上の性能目標とする。 

車両型設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，基準地震動ＳＳによる地震力に

対し，地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管するとともに，以下の内容を構造強度設計

上の性能目標とする。 

a. 構造強度

車両型設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，炉心等へ冷却水を

送水する機能を有するポンプ及び必要な負荷へ給電するために発電する機能を有する発電

機並びにこれらの駆動源となる内燃機関及び電動機等の機器を車両にボルト等で固定し，

主要な構造部材が送水機能，発電機能及び支持機能等を維持可能な構造強度を有すること。 

b. 転倒

車両型設備は，地震時において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，炉心等へ冷却水を

送水するポンプ及び必要な負荷へ給電する発電機並びにこれらの駆動源となる内燃機関及

び電動機等を車両に取付ボルト等で固定し，車両全体が安定性を有し，転倒しないこと。 

c. 機能維持

(a) 動的及び電気的機能
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 車両型設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，車両に積載して

いるポンプ等の炉心等へ冷却水を送水する機能及び必要な負荷へ給電するための発電機

能並びにこれらの駆動源となる内燃機関及び電動機等の動的及び電気的機能を維持でき

ること。 

(b) 支持機能，移動機能

車両型設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，車両積載設備か

ら受ける荷重を支持する機能並びに車両としての自走又は牽引等による移動機能を維持

できること。 

d. 波及的影響

車両型設備は，地震時において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，地盤安定性を有す

る屋外の保管場所の地面等に固定せずに保管し，車両全体が安定性を有し，主要な構造部

材が送水機能，発電機能及び支持機能等を維持可能な構造強度を有し，当該設備の傾き及

び横すべりにより，他の設備のうち，当該設備以外の可搬型重大事故等対処設備に波及的

影響を及ぼさないよう保管すること。 

(2) ボンベ設備

ボンベ設備は，重大事故等に対し，地震後においても，機器全体としての安定性及び重大

事故等に対処するために必要な窒素又は空気の供給機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

 また，ボンベ設備は，地震後においても，他の可搬型重大事故等対処設備を含む他の設備

からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するために必要な窒素等の供給機能を

維持できることを損なわないよう，また，地震時において，他の可搬型重大事故等対処設備

に悪影響を及ぼさないようにすることを機能設計上の性能目標とする。 

ボンベ設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，基準地震動ＳＳによる地震力に

対し，耐震性を有する建屋内の保管場所に保管するとともに，以下の内容を構造強度設計上

の性能目標とする。 

a. 構造強度

ボンベ設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，ボンベ架台に収納

し，架台を耐震性を有する建屋内の保管場所に基礎ボルト等で固定して保管し，主要な構

造部材が窒素及び空気供給機能を維持可能な構造強度を有すること。 

b. 転倒

ボンベ設備は，地震時において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，耐震性を有する建

屋内の保管場所に保管し，基礎ボルト等で固定することで機器全体が安定性を有し，転倒

しないこと。 
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c. 波及的影響

ボンベ設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，ボンベ架台に収納

し，架台を耐震性を有する建屋内の保管場所に基礎ボルトで固定して保管し，主要な構造

部材が窒素及び空気供給機能を維持可能な構造強度を有することで，当該設備以外の可搬

型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさないよう保管すること。 

(3) その他設備

その他設備は，重大事故等に対し，地震後においても，機器全体としての安定性及び重大

事故等に対処するために必要な計測，給電等の機能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

 その他設備は，地震後において，他の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさな

いことを機能設計上の性能目標とする。 

その他設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，基準地震動ＳＳによる地震力に

対し，耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管する

とともに，以下の内容を構造強度設計上の性能目標とする。 

a. 転倒

その他設備は，地震時において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，スリング等にて固

縛する等により，機器全体が安定性を有し，転倒しないこと。 

b. 機能維持

その他設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，スリング等にて固

縛する等により，重大事故等に対処するために必要な計測，給電等の機能を維持できるこ

と。 

c. 波及的影響

その他設備は，地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，スリング等にて固

縛する等により，当該設備の傾きにより，当該設備以外の可搬型重大事故等対処設備に波

及的影響を及ぼさないこと。 

5. 機能設計

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している，可搬型重大事故等対処設備の機能設計上の性能

目標を達成するために，各設備の機能設計の方針を定める。 

 5.1 車両型設備 

 5.1.1 車両型設備の設計方針 

 車両型設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

車両型設備は，重大事故等に対し，地震後においても車両全体としての安定性及び重大
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事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持し，容易に移動できるものとするため，

炉心等へ冷却水を送水するポンプ及び必要な負荷へ給電する発電機並びにこれらの駆動源

となる内燃機関及び電動機等の機器を車両に積載し，自走又は牽引等による移動が可能な

設計とする。 

 車両型設備は，地震後においても，他の可搬型重大事故等対処設備を含む他の設備から

の機械的な波及的影響により重大事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持し，

容易に移動できるよう，また，地震時において，他の可搬型重大事故等対処設備に悪影響

を及ぼさないように，他の設備から適切な離隔距離を確保するため，可搬型重大事故等対

処設備間の離隔距離を設定した設計とする。 

 5.2 ボンベ設備 

 5.2.1 ボンベ設備の設計方針 

 ボンベ設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

 ボンベ設備は，重大事故等に対し，地震後においても，機器全体としての安定性及び重

大事故等に対処するために必要な窒素及び空気の供給機能を維持するため，非常用窒素供

給系等へ窒素を供給する機能及び緊急時対策所等へ空気を供給する機能を有するボンベを

ボンベ架台に収納する設計とする。 

 ボンベ設備は，地震後においても，他の可搬型重大事故等対処設備を含む他の設備から

の機械的な波及的影響により重大事故等に対処するために必要な窒素及び空気供給機能

を維持できることを損なわないよう，また，地震時において，他の可搬型重大事故等対処

設備に悪影響を及ぼさないように，ボンベ架台に収納する設計とする。 

 5.3 その他設備 

 5.3.1 その他設備の設計方針 

 その他設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

 その他設備は，地震後においても，機器全体としての安定性及び重大事故等に対処する

ために必要な計測，給電等の機能を維持するとともに，他の可搬型重大事故等対処設備に

波及的影響を及ぼさないよう，壁等にボルト等で固定した収納ラック又は架台にスリング

等で固縛する若しくは床等にスリング等で固縛する設計とする。 
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6. 構造強度設計

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している，車両型設備，ボンベ設備及びその他設備が構造

強度設計上の性能目標を達成するよう，「5. 機能設計」で設定している各設備が有する機能を踏

まえて，構造強度設計の設計方針を設定する。 

 各設備の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷

重に対し，各設備の構造強度を維持するよう構造強度設計と評価方針を設定する。 

可搬型重大事故等対処設備の波及的影響評価については，「6.4 波及的影響評価」に示す。 

 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の基本方針を，Ⅴ-2-別添 3-1「可搬型重大事故等対処設

備の耐震計算方針」に示す。可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の方法及び結果を，Ⅴ-2-別添

3-3「可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震計算書」，別添 3-4「可搬型重大事故等

対処設備のうちボンベ設備の耐震計算書」，別添 3-5「可搬型重大事故等対処設備のうちその他

設備の耐震計算書」に，動的地震力の水平 2方向及び鉛直方向の組合せに対する各設備の影響評

価結果については，Ⅴ-2-別添 3-6「可搬型重大事故等対処設備の水平 2方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 6.1 構造強度の設計方針 

 「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設

計方針を車両型設備，ボンベ設備及びその他設備ごとに示す。 

 6.1.1 車両型設備 

 車両型設備は，「5.1 車両型設備」で設定している機能設計を踏まえ，炉心等へ冷却水

を送水するポンプ及び必要な負荷へ給電する発電機並びにこれらの駆動源となる内燃機関

及び電動機等の機器を車両に積載し，自走又は牽引等による移動が可能な設計とする。ま

た，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」で設定している構造強度設計上の

性能目標を踏まえ，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，車両全体が安定性を有し，主要な

構造部材が送水機能，発電機能及び支持機能等を維持可能な構造強度を有し，動的及び電

気的機能を維持し，車両積載設備から受ける荷重を支持する機能並びに車両としての自走

又は牽引等による移動機能を維持できる設計とする。 

 6.1.2 ボンベ設備 

 ボンベ設備は，「5.2 ボンベ設備」で設定している機能設計を踏まえ，非常用窒素供給

系等へ窒素を供給する機能及び緊急時対策所等へ空気を供給する機能を有するボンベをボ

ンベ架台に収納する設計とする。また，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，

ボンベ架台に収納し，架台を耐震性を有する建屋内の保管場所の壁又は床面にボルトで固

定して保管し，主要な構造部材が窒素又は空気供給機能を維持可能な構造強度を有する設

計とする。 

 6.1.3 その他設備 
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 その他設備は，「5.3 その他設備」で設定している機能設計及び「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.2 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，基準地震

動ＳＳによる地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋

外の保管場所において，壁等にボルト等で固定した収納ラック又は架台にスリング等で固

縛する若しくは床等にスリング等で固縛することにより，機器全体の安定性及び重大事故

等に対処するために必要な計測，給電等の機能を維持するとともに，当該設備以外の可搬

型重大事故等対処設備に波及的影響を与えない設計とする。 

 6.2 荷重及び荷重の組合せ 

 「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために，

考慮すべき荷重条件を設定し荷重の組合せの考え方を示す。 

 6.2.1 荷重の種類 

(1) 常時作用する荷重

常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。

(2) 風荷重

風荷重は，Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」

に従い，平成 12年 5月 31 日建築基準法施行令（建設省告示第 1454 号）に基づく発電所

立地地域（東海村）の基準風速 30m/s を使用する。 

 津波と風荷重の最大荷重の継続時聞が共に短く，同時に発生する確率が低いことを踏

まえ，ガスト影響係数を l として風荷重を算定する。 

(3) 積雪荷重

積雪荷重は，Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明

書」に従い，茨城県建築基準法施工細則に定められた発電所立地地域（東海村）の基準

積雪深 30cm（単位荷重：20N/㎝/m２）に，積雪面積を乗じて積雪荷重を算定する。 

(4) 地震荷重

地震荷重は，基準地震動ＳＳに伴う地震力による荷重とする。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平 l方

向及び鉛直方向地震力の組合せ，又は水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施す

る。耐震計算を水平 l方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した場合は，その計算結

果に基づき水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算における動的地震力の水平 1方向及び鉛直方向

地震力の組合せた結果は，Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のⅤ-2-別添 3-1「可搬型重大

事故等対処設備の耐震計算方針」のうち「Ⅴ-2-別添 3-3 可搬型重大事故等対処設備の

うち車両型設備の耐震計算書」，別添 3-4「可搬型重大事故等対処設備のうちボンベ設

備の耐震計算書」，別添 3-5「可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐震計算
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書」に，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価結果はⅤ-2「耐震性に関する説

明書」のⅤ-2-別添 3-1「可搬型重大事故等対処設備の耐震計算方針」のうちⅤ-2-別添

3-6「可搬型重大事故等対処設備の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価結果」に示す。 

 6.2.2 荷重の組合せ 

 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態であ

ることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。荷重の組合せの考え方については，「Ⅴ

-2 耐震性に関する説明書」の資料Ⅴ-2-別添 3-1「可搬型重大事故等対処設備の耐震計算

方針」のうちⅤ-2-1-8「機能維持の検討方針」に示す。 

 6.3 機能維持の方針 

 「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するために，

「6.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえ，「6.2 荷重及び荷重の組合せ」で設定して

いる荷重条件を考慮して，各設備の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定する。 

 6.3.1 車両型設備 

(1) 構造設計

車両型設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「6.2 荷

重及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

 車両型設備は，サスペンションを有し，地震に対する影響を軽減できる構造とし，間

接支持構造物として車両又は台車にポンプ，発電機等を取付ボルトにより据え付ける構

造であるとともに，早期の重大事故等への対処を考慮し，自走，牽引等にて移動できる

構造とし，車両，台車，ポンプ，発電機等で構成する構造とする。また，地盤安定性を

有する屋外の保管場所の地面等に固定せずに保管する。 

車両型設備の構造計画を表 6－1 に示す。車両型設備の概略図を図 6－1に示す。 

(2) 評価方針

車両型設備は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の耐震評価方針とする。

a. 構造強度

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，車両に積載しているポンプ，電動機，内燃機関

等の支持部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，

計算により確認する。 

b. 転倒

ポンプ，発電機等の機器を積載している車両全体は，基準地震動ＳＳによる地震力

に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，加振試験により転倒しないことを確

認した加振台の最大加速度以下であることにより確認する。 
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c. 機能維持

(a) 動的及び電気的機能

車両に積載しているポンプ，電動機，内燃機関等は，基準地震動ＳＳによる地震力

に対し，保管場所の地表面の最大加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，

加振試験により，ポンプの送水機能，発電機の発電機能及び内燃機関の駆動機能等

の動的及び電気的機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下である

ことにより確認する。 

(b) 支持機能，移動機能

車両部は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，保管場所の地表面の最大加速度

が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，加振試験により積載物の支持機能及び

車両としての自走又は牽引等による移動機能を維持できることを確認した加振台の

最大加速度以下であることにより確認する。 

 基準地震動ＳＳによる地震力に対する耐震計算の方針については，資料Ⅴ-2-別添 3-1

「可搬型重大事故等対処設備の耐震計算方針」に示し，耐震計算の方法及び結果につい

ては，資料Ⅴ-2-別添 3-3「可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐震計算書」

に示す。 
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表 6－1 車両型設備の構造計画 

設備分類 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

 車両型設備は，資料Ⅴ-1-1-6 の要求を満たす地盤安定性を有する保管場所として，以

下のエリアに保管する設計としている。 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）

・可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）

車両型設備

サスペンションを有し，地

震に対する影響を軽減できる

構造であるとともに，早期の

重大事故等への対処を考慮

し，自走又は牽引等にて移動

できる構造とし，車両，台車，

ポンプ，発電機等により構成

する。 

ポンプ及び内燃機関は，

コンテナに直接支持構造物

である取付ボルトにて固定

する。ポンプ，内燃機関等を

収納したコンテナは，間接

支持構造物であるトラック

に積載し取付ボルトにより

固定し，保管場所に固定せ

ずに保管する。 

図 6－1 

図 6－1 車両型設備 

内燃機関 トラック 発電機
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 6.3.2 ボンベ設備 

(1) 構造設計

ボンベ設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「6.2 荷重

及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

 ボンベ設備は，ボンベ（窒素ボンベ及び空気ボンベ），ボンベ架台等により構成する。 

ボンベは，容器として十分な強度を有する構造とし，転倒を防止するため，固定ボル

ト等によりボンベ架台に固定し，ボンベ架台を基礎ボルトにより床へ固定し支持する構

造とする。 

ボンベ設備の構造計画を表 6-2 に示す。ボンベ設備の概略図を図 6-2 に示す。 

(2) 評価方針

ボンベ設備は，「（1）構造設計」 を踏まえ，以下の耐震評価方針とする。

a. 構造強度

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，ボンベを収容するボンベ架台並びにこれを床

面に固定する支持部の基礎ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認

する。 

b. 転倒

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，ボンベを収容するボンベ架台並びにこれを床

面に固定する支持部の基礎ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認

することで，転倒しないことを確認する。 

  基準地震動ＳＳによる地震力に対する耐震計算の方針については，資料Ⅴ-2-別添 3-

1「可搬型重大事故等対処設備の耐震計算方針」に示し，耐震計算の方法及び結果につ

いては，資料Ⅴ-2-別添 3-4「可搬型重大事故等対処設備のうちボンベ設備の耐震計算

書」に示す。 
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表 6－2 ボンベ設備の構造計画 

設備分類 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

 ボンベ設備は，資料Ⅴ-1-1-6 の要求を満たす地盤安定性を有する保管場所として，以

下のエリアに保管する設計としている。 

・原子炉建屋原子炉棟

・原子炉建屋付属棟

・緊急時対策所建屋

ボンベ 

設備 

 ボンベ設備は，ボンベ（窒

素ボンベ及び空気ボンベ）及

びボンベ架台等により構成す

る。 

 ボンベは容器として十分

な強度を有する構造とし，

固定ボルトによりボンベ架

台に固定し，ボンベ架台を

基礎ボルトにより壁又は床

に据え付ける。 

図 6－2 

図 6－2 ボンベ設備（壁固定型ボンベ） 

床面 床面 

壁 

基礎ボルト 
固定ボルト 
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 6.3.3 その他設備 

(1) 構造設計

その他設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「6.2 荷重

及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

a. 収納ラック固縛保管設備（電離箱サーベイ・メータ等）

壁等にボルト等で固定した収納ラックにスリング等で固縛する。

b. 収納箱架台固縛保管設備（可搬型計測器等）

壁等にボルト等で固定した架台にスリング等で固縛する。

c. 本体固縛保管設備（逃がし安全弁用可搬型蓄電池等）

床等にスリング等で固縛する。

 その他設備に使用しているスリング等は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，対象

設備の重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設定するとともに，保管場所の床面

の最大加速度によりスリング等が受ける荷重に対して十分な裕度を持たせて選定を行う。

スリング等の支持機能については保管状態を模擬した加振試験により確認する。

その他設備の構造計画を表 6－3 に示す。その他設備の概略図を図 6－3 から図 6－5に

示す。 

(2) 評価方針

その他設備の評価対象部位である機器全体は，「（1）構造設計」を踏まえ，以下の耐

震評価方針とする。 

a. 転倒

その他設備の機器全体は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，保管場所における

設置床又は地表目の最大加速度が，加振試験により転倒を防止するために設置してい

るスリング等の健全性を確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認する。 

b. 機能維持

その他設備の機器全体は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，保管場所における

設置床又は地表面の最大加速度が，加振試験により計測，給電等の機能及びスリング

等の固縛機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることにより

確認する。 

c. 波及的影響

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，当該設備が傾くことによる波及的影響を防止

する必要がある他の設備に対して，波及的影響を及ぼさないことを，保管場所におけ
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る設置床又は地表面の最大加速度が，加振試験により転倒を防止するためのスリング

等の健全性を確認した加振台の最大加速度以下であることにより，確認する。 

  基準地震動ＳＳによる地震力による荷重に対する耐震計算の方針については，資料

Ⅴ-2-別添 3-1「可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の方針」に示し，耐震計算の方

法及び結果については，資料Ⅴ-2-別添 3-5「可搬型重大事故等対処設備のうちその他

設備の耐震計算書」に示す。 
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表 6－3 その他設備の構造計画 

設備分類 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

 その他設備は，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場

所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所として，原子炉建屋付属棟，緊急時対策所，

緊急時対策所建屋又は可搬型重大事故等対処設備保管場所に保管する設計としている。 

その他 

設備 

 電離箱サーベイメータ等

及びそれを収納する収納箱

で構成する。 

 機器又は収納箱を床又は

壁等に固定する収納ラック

に緩衝材とスリング等を用

いて収納する。 

図 6－3 

 可搬型計測器（温度，圧力，

水位及び流量計測用）等を収

納する収納箱及び架台で構

成する。 

 緩衝材を内装した箱に収

納し，収納箱を架台にスリン

グ等で固定する。架台は床又

は壁にボルト等で固定する。 

図 6－4 

 逃がし安全弁用可搬型蓄

電池等 

 機器本体を床又は床に固

定された支持構造物に設置

し，スリング等で固縛する。 

図 6－5 

(a)機器収納状態図 (b)収納ラック固縛状態図 

図 6－3 収納ラック固縛保管 
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(a)機器収納状態図 (b)収納箱架台固縛状態図 

図 6－4 収納箱架台固縛保管 

図 6－5 本体固縛保管 
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6.4 波及的影響評価 

 「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標が達成されるよう，

「6.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえ，各設備の波及的影響の評価方針を設定する。 

 可搬型重大事故等対処設備は，保管場所において，隣接する他の可搬型重大事故等対処設備

に対して波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

 設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施設，重大事故等対処施設のう

ち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこれらが設置される常設重

大事故等対処施設が，下位クラスとしての可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，

それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とするこ

とを，資料Ⅴ-2「耐震性に関する説明書」のうち，資料Ⅴ-2-11「波及的影響を及ぼすおそれの

ある施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 可搬型重大事故等対処設備が，周辺機器等からの波及的影響によって重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計とすることについては，資料Ⅴ-1-1-6「2.3 環境条件等」

及び資料Ⅴ-1-1-6 別添－1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に示

す。 

 6.4.1 車両型設備 

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，設備の傾き及び横すべりにより，他の可搬型重大

事故等対処設備に対して波及的影響を及ぼさないことを，加振試験により確認した設備の

傾き及び横すべりによる設備頂部の変位量が，1 台当たり，可搬型代替低圧電源車及び可

搬型窒素供給装置用電源車は前後方向 1250 ㎜，左右方向 2000 ㎜，それ以外の車両は前後

方向 1250mm，左右方向 1250mm に設定した離隔距離の範囲内にあることにより確認する。 

 6.4.2 ボンベ設備 

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，ボンベを収容するボンベ架台並びにこれを床面に

固定する支持部の基礎ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認することで，

隣接する他の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

 6.4.3 その他設備 

基準地震動ＳＳによる地震力に対し，他の可搬型重大事故等対処設備に対して波及的影

響を及ぼさないことを，保管場所における設置床又は地表面の最大加速度が，加振試験に

より転倒を防止するためのスリング等の健全性を確認した加振台の最大加速度以下である

ことにより確認する。 
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1. はじめに

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 9 条及び「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき，発電用原子炉施設への

人の不法な侵入等の防止について説明する。

2. 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し

て，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る関係機関

等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，施錠管

理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係

る情報システムへの不法な侵入を防止する設計とする。

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物

件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の

持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計と

する。

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発電用原

子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，

電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当

該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。

3. 出入管理及び持込み物品の点検等について

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し

て，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物

件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の

持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計と

する。

具体的には，以下のとおり実施する。

3.1 出入管理
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3.2 車両の管理

3.3 探知施設

3.4 通信連絡設備

3.5 持込み確認

防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆発性

又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持

込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）が行われないように

持込み点検を行っている。

4. 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策について

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に対しては，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質

の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通信回線を通じて妨害行

為又は破壊行為を受けることがないように，電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外

部からのアクセスを遮断する措置を講じている。 
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